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令和５年９月１日（金）午前10時0 0分開会・開議 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

開      会 

○議長（舩山利美議員）  御一同様、御起立願

います。 

  傍聴席の方もお願いします。 

  おはようございます。 

  御着席願います。 

  去る８月25日告示になりました令和５年南陽

市議会９月定例会を開会いたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

開      議 

○議長  ただいま出席されている議員は全員で

あります。 

  よって、直ちに会議を開きます。 

  なお、当局より説明員、長濱洋美教育長及び

佐藤和宏上下水道課長が都合により欠席する旨

通知がありました。 

  上下水道課長に代わり遠藤晃司上下水道課長

補佐が出席しておりますので、御報告いたしま

す。 

  本日の会議は、お手元に配付してございます

議事日程第１号によって進めます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議会報告 議会運営委員長報告 

○議長  ここで、本定例会の運営等について、

議会運営委員長より報告を願います。 

  議会運営委員長 山口正雄議員。 

〔議会運営委員長 山口正雄議員 登壇〕 

○議会運営委員長  おはようございます。 

  私から、議会運営委員会の報告を申し上げま

す。 

  本日招集されました令和５年９月定例会の運

営について、去る８月29日午前10時より議会運

営委員会を開催し、協議いたしましたので、そ

の結果について御報告いたします。 

  本定例会に提案されます議案は、報告３件、

諮問案１件、同意案１件、条例、その他議案４

件、補正予算案５件、決算案８件の計22件であ

ります。 

  当局より総務課長及び財政課長の出席を求め、

提出議案の説明を受け、議案数及び一般質問の

通告を考慮し、協議いたしました結果、本定例

会の会期を本日から21日までの21日間と決した

次第であります。 

  この21日間の会期において、お手元に配付し

てあります日程表に従い、本会議、常任委員会、

各特別委員会を開催し、御審査くださるようお

願い申し上げます。 

  次に、議案の審査について申し上げます。 

  まず、報告３件につきましては、一括して説

明を求め、質疑を行うことといたしました。 

  次に、諮問案１件につきましては、提案理由

説明、委員会付託省略、質疑の後、討論省略、

表決の順で行うことといたしました。 

  次に、同意案１件につきましては、提案理由

説明、委員会付託省略、質疑の後、討論省略、

表決の順で行うことといたしました。 

  次に、事件案１件については、提案理由説明、

委員会付託省略、質疑、討論、表決の順で行う

ことといたしました。 

  次に、条例案３件につきましては、一括議題

とし、提案理由説明、総括質疑の後、所管の文

教厚生常任委員会に付託といたしました。 

  次に、補正予算案５件につきましては、一括

議題とし、提案理由説明、質疑省略、予算特別

委員会設置、同委員会に付託の上、それぞれ審

査いただくことにいたしました。 

  次に、決算案８件につきましては、一括議題

とし、提案理由説明、質疑省略、決算特別委員

会設置、同委員会に付託の上、それぞれ審査い

ただくことにいたしました。 
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  最後に、一般質問でありますが、通告議員は

６名でありますので、御報告いたします。 

  以上、本定例会の運営について議会運営委員

会において協議、決定いたしましたので、各議

員の御賛同と御協力を賜りますようお願い申し

上げ、報告といたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長  日程第１ 会議録署名議員の指名を行

います。 

  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定に

より、議長が指名いたします。 

  会議録署名議員は、１番伊藤英司議員、12番

髙橋 弘議員の両名を指名いたしますので、よ

ろしくお願い申し上げます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第２ 会期の決定 

○議長  日程第２ 会期の決定を議題といたし

ます。 

  お諮りいたします。本定例会の会期について

は、先ほどの議会運営委員長報告のとおり、本

日より21日までの21日間といたしたいと思いま

す。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、本定

例会の会期は本日より21日までの21日間と決し

ました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第３ 諸般の報告 

○議長  日程第３ 諸般の報告であります。 

  本定例会に説明のため出席を求めた者の職、

氏名、議員派遣の報告、議会庶務報告、定例監

査報告について、別冊諸般の報告のとおりでご

ざいますので、御了承願います。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第４ 報第６号から 

日程第６ 報第８号まで計３件 

○議長  日程第４ 報第６号 放棄した私債権

の報告についてから、日程第６ 報第８号 令

和４年度南陽市健全化判断比率及び資金不足比

率の報告についてまでの報告３件を議事の都合

により一括議題といたします。 

  この際、市長より説明を求めます。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  おはようございます。 

  ただいま上程されました報第６号 放棄した

私債権の報告についてから、報第８号 令和４

年度南陽市健全化判断比率及び資金不足比率の

報告についてまでの報告案３件につきまして、

一括して申し上げます。 

  初めに、報第６号 放棄した私債権の報告に

ついて申し上げます。 

  本案は、南陽市私債権管理条例第13条第１項

の規定により、市の私債権について放棄いたし

ましたので、同条第２項の規定により御報告い

たすものでございます。 

  放棄した私債権につきましては、私債権放棄

調書を御高覧いただきたいと存じます。 

  次に、報第７号 令和４年度南陽市一般会計

予算継続費の精算報告について申し上げます。 

  本案は、令和２年度から４年度にかけて実施

いたしました新温浴施設整備事業費につきまし

て、地方自治法施行令第145条第２項の規定に

より御報告いたすものでございます。 

  精算額につきましては、精算報告書を御高覧

いただきたいと存じます。 

  次に、報第８号 令和４年度南陽市健全化判
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断比率及び資金不足比率の報告について申し上

げます。 

  本案は、地方公共団体の財政の健全化に関す

る法律第３条第１項及び第22条第１項の規定に

より監査委員の審査に付し、その意見をつけて

御報告いたすものでございます。 

  健全化判断比率につきましては、実質赤字比

率及び連結実質赤字比率が各会計とも黒字であ

りますので、比率算定の対象外となり、実質公

債費比率は12.2％、将来負担比率は122.5％と

なりました。 

  資金不足比率につきましては、各会計とも資

金不足額がございませんので、比率算定の対象

外となったものであります。 

  以上、健全化判断比率及び資金不足比率の報

告といたします。 

○議長  ただいまの報告３件について、総括し

て質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  質疑がございませんので、質疑を終結

いたします。 

  報第６号から報第８号までの報告３件につき

ましては報告事項でありますので、御了承をお

願いいたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第７ 諮問第２号 人権擁護委員候補者 

     の推薦につき意見を求めることに 

     ついて 

○議長  日程第７ 諮問第２号 人権擁護委員

候補者の推薦につき意見を求めることについて

を議題といたします。 

  この際、市長に対し提案理由の説明を求めま

す。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ただいま上程されました諮問第２号 

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求める

ことについて、提案理由を申し上げます。 

  本委員のうち１名が令和５年12月31日をもっ

て任期満了となりますので、議案書記載のとお

り、再任１名を適任と認め、法務大臣に推薦い

たしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定

に基づき、議会の意見を求めるものでございま

す。 

  御審議の上、御同意いただきますよう、よろ

しくお願い申し上げます。 

○議長  お諮りいたします。ただいま議題とな

っております諮問第２号は、会議規則第37条第

３項の規定により、委員会付託を省略いたした

いと思います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、諮問

第２号は委員会付託を省略することに決しまし

た。 

  これより質疑に入ります。質疑ございません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長  質疑がございませんので、質疑を終結

いたします。 

  お諮りいたします。諮問第２号は討論を省略

いたしたいと思います。これに御異議ございま

せんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、諮問

第２号は討論を省略することに決しました。 

  お諮りいたします。諮問第２号 人権擁護委

員候補者の推薦につき意見を求めることについ

て、これを同意いたしたいと思います。これに

御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、諮問

第２号は同意することに決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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日程第８ 同意第７号 南陽市教育委員会委 

     員の任命について 

○議長  日程第８ 同意第７号 南陽市教育委

員会委員の任命についてを議題といたします。 

  この際、市長に対し提案理由の説明を求めま

す。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ただいま上程されました同意第７号 

南陽市教育委員会委員の任命について、提案理

由を申し上げます。 

  本委員の山岸俊道氏が令和５年９月30日をも

って任期満了となりますので、議案書記載のと

おり、同氏を適任と認め、再任いたしたいので、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４

条第２項の規定により、御提案申し上げるもの

でございます。 

  御審議の上、御同意いただきますよう、よろ

しくお願い申し上げます。 

○議長  お諮りいたします。ただいま議題とな

っております同意第７号は、会議規則第37条第

３項の規定により、委員会付託を省略いたした

いと思います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、同意

第７号は委員会付託を省略することに決しまし

た。 

  これより質疑に入ります。質疑ございません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長  質疑がないようですので、質疑を終結

いたします。 

  お諮りいたします。同意第７号は討論を省略

いたしたいと思います。これに御異議ございま

せんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、同意

第７号は討論を省略することに決しました。 

  お諮りいたします。同意第７号 南陽市教育

委員会委員の任命については、これを同意いた

したいと思います。これに御異議ございません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、同意

第７号は同意することに決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第９ 議第３９号 財産の取得について 

○議長  日程第９ 議第39号 財産の取得につ

いてを議題といたします。 

  この際、市長に対し提案理由の説明を求めま

す。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ただいま上程されました議第39号 財

産の取得につきまして、提案理由を申し上げま

す。 

  本案は、現在、冬季閉鎖している市道上野新

田線、玉坂線の通年通行に向け、交通障害を最

小限にとどめるため、定置式凍結防止剤散布装

置５台を取得したく、議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条

の規定により御提案申し上げるものでございま

す。 

  なお、取得金額、取得の相手方などは、議案

書記載のとおりでございます。 

  以上、提案理由を申し上げましたが、御審議

の上、御可決くださいますよう、よろしくお願

い申し上げます。 

○議長  市長の提案理由の説明が終わりました。 

  お諮りいたします。ただいま議題となってお

ります議第39号は、会議規則第37条第３項の規

定により、委員会付託を省略いたしたいと思い

ます。これに御異議ございませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、議第

39号は委員会付託を省略することに決しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ございません

か。 

  ６番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  質問させていただきます。 

  この５台をどのような形で、５台という根拠

ですね。５台がベストなのか、それともまず試

してみるのか、そしてどのような形で運用して、

どこに置いてやっていくのか。通年施行のため

の冬季間というようなことですので、冬季間以

外の運用については何か代用できるような使い

方があるのか、その３点をお伺いしたいと思い

ます。 

○議長  答弁を求めます。 

  川合建設課長。 

○建設課長  ただいまの御質問にお答えいたし

ます。 

  初めに、５台の根拠ということなんですが、

本路線、上野新田線、玉沢線については全部で

10基の装置を購入することを計画しておりまし

て、令和５年度、本年度が５基、そして来年度、

令和６年度が５基というふうな購入を計画して

おります。 

  それで、配置状況なんですが、上野側から上

ったほうと頂上を過ぎた川樋側ということにな

るんですが、おのおの大体頂上付近ですかね、

一番高いところ。あそこの前後につけるという

ことになるんですが、具体的には装置、粒状タ

イプって粒々のやつを散布するやつと、液体タ

イプということで、よく国道とかについている

やつがあるんですけれども、頂上付近、川樋方

面に下るほうが液体タイプのほうの装置をつけ

るということで、比較的カーブが少ない上野側

が粒状タイプということで配置を考えておりま

す。 

  なお、配置の根拠ということなんですが、通

常車のタイヤで引っ張り効果といいますか、引

きずり効果は大体100メーターぐらいと言われ

ていますので、そのくらいで大体配置、８基か

ら10基配置すると間に合うんじゃないかなとい

うことで考えております。 

  なお、冬季間以外のあともう一つ対策という

ことなんですが、今年度と来年度で待避所を１

回造って、雪を堆雪する場所を置いて、雪がた

まったら排雪するということも必要なんですが、

滑り止めということで、グルービング舗装とい

うことで溝が入っている舗装を、あるいは路肩

側に安全なガードレールを設置ということで考

えておりますので、それ以外の対策については

なお、来年度の冬から通すことになるんですけ

れども、それを見ながらまた考えていきたいと

思っています。 

  以上です。 

○議長  ６番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  常任委員会、産建の中でもい

ろいろと話になると思うんですけれども、あそ

こ、そもそもはいわゆるスーパー農道というふ

うな形でなっているわけです。当然ブドウの中

でやって、ブドウ園がいっぱいあると。そこの

中での散布剤のことで、いわゆる園地の保護と

いうか、そういうふうな観点でも非常に大事な

ところだなというふうに思いますので、そこに

ついて何か考えていることがあればお願いしま

す。 

○議長  答弁を求めます。 

  川合建設課長。 

○建設課長  お答えいたします。 

  今あったように、塩害といいますか、園地に

対する何かの害があるんじゃないかということ

で、粒状タイプ、液体タイプについても現在考

えているのは非塩素系ということで、具体的に、

粒状であれば酢酸カルシウムといって、酢です

かね。酢酸のカルシウム、あと液状のやつは酢

酸カリウム等の液体ということで考えておりま
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す。 

  なお、先ほど答弁させてもらったとおり、川

樋側、液体タイプについては粒状タイプに比べ

て例えば風で飛んでいくというのが少ないとい

うふうに考えられておりますので、今のところ

はそういうふうななるべく環境の影響がないと

いうことで、その材料を選んでやっていきたい

というふうに考えてございます。 

  以上です。 

○議長  よろしいですか。 

  ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  質疑がないようですので、質疑を終結

いたします。 

  これより討論に入ります。討論の希望ござい

ませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  討論の希望がございませんので、討論

を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第39号 財産の取得に

ついては、原案のとおり決するに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、議第

39号は原案のとおり決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第１０ 議第４０号から 

日程第１２ 議第４２号まで計３件 

○議長  次に、日程第10 議第40号 南陽市印

鑑条例の一部を改正する条例の制定についてか

ら、日程第12 議第42号 南陽東置賜休日診療

所設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例の制定についてまでの議案３件を議事の都

合により一括して議題といたします。 

  この際、市長に対し提案理由の説明を求めま

す。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ただいま上程されました議第40号 南

陽市印鑑条例の一部を改正する条例の制定につ

いてから、議第42号 南陽東置賜休日診療所設

置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

の制定についてまでの議案３件につきまして、

一括して提案理由を申し上げます。 

  初めに、議第40号 南陽市印鑑条例の一部を

改正する条例の制定について申し上げます。 

  本案は、個人番号カードや多機能端末機等を

活用し、印鑑登録証明書の交付方法を拡充する

ため、条例の一部を改正するものでございます。 

  次に、議第41号 南陽市手数料条例の一部を

改正する条例の制定について申し上げます。 

  本案は、多機能端末機等による諸証明書の交

付に係る手数料の額を定めるため、条例の一部

を改正するものでございます。 

  次に、議第42号 南陽東置賜休日診療所設置

及び管理に関する条例の一部を改正する条例の

制定について申し上げます。 

  本案は、南陽東置賜休日診療所の診療日を追

加するなど、所要の改正を行うため、条例を改

正するものでございます。 

  以上、議案３件につきまして、一括して提案

理由を申し上げましたが、御審議の上、御可決

くださいますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

○議長  市長の提案理由の説明が終わりました。 

  ただいま議題となっております議案３件につ

いて、総括して質疑ございませんか。 

  ６番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  議第40号についてちょっとお

伺いしたいと思います。 

  これ非常に便利になるわけです。そして、安

くできるということで大変いいわけですけれど

も、そのいわゆる、例えば私の子供が学生で、

住民票は南陽市に置いていて、東京に住んでい
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る。東京のコンビニで、子供の要するに印鑑登

録であったり住民票だったりをそれは発行でき

るというふうに今お聞きしているわけですけれ

ども、その場合、そういった便利になることに

ついて、特に学生を持っている親等についての、

この11月１日以降これ制定になった場合に、ど

のような形での周知を考えているのかお伺いを

したいと思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  竹田市民課長。 

○市民課長  ただいまの御質問にお答え申し上

げます。 

  市民課といたしましては、市報、ホームペー

ジ、フェイスブック等、あとまたＬＩＮＥなど

を活用しまして、市民の皆様方に広報のほうを

考えております。 

  以上でございます。 

○議長  ６番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  周知方法はそういうふうな形

になるわけですけれども、特に今私が申し上げ

たような県外に在住している学生等を持つ親に

対して特別に何か考えているのかどうかお伺い

したいんです。 

○議長  竹田市民課長。 

○市民課長  ただいまの御質問にお答え申し上

げます。 

  特別にというふうな考えはございませんけれ

ども、親御さんは多分南陽市にいらっしゃるの

ではないかなというふうに考えられますので、

市報等々で丁寧に御説明をさせていただきたい

というふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長  ６番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  要望ですけれども、そのよう

な形で具体的に、例えば県外でもこんな形でで

きるというようなことを分かるようにぜひ広報

をお願いしたいと思います。 

○議長  要望ですね。 

  ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  質疑がないようですので、質疑を終結

いたします。 

  ただいま議題となっております議案３件は、

会議規則第37条第１項の規定により、別紙議案

付託表のとおり、所管の文教厚生常任委員会に

付託いたします。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第１３ 議第３４号から 

日程第１７ 議第３８号まで計５件 

○議長  日程第13 議第34号 令和５年度南陽

市一般会計補正予算（第５号）から日程第17 

議第38号 令和５年度南陽市後期高齢者医療特

別会計補正予算（第１号）までの補正予算議案

５件を議事の都合により一括して議題といたし

ます。 

  この際、市長に対し提案理由の説明を求めま

す。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ただいま上程されました議第34号 令

和５年度南陽市一般会計補正予算（第５号）か

ら議第38号 令和５年度南陽市後期高齢者医療

特別会計補正予算（第１号）までの補正予算案

５件につきまして、一括して提案理由を申し上

げます。 

  初めに、議第34号 令和５年度南陽市一般会

計補正予算（第５号）について申し上げます。 

  補正の主な内容は、人事異動等に伴う職員人

件費及び特別会計への人件費繰出金の整理、令

和５年度の普通交付税の決定に伴う歳入の補正、

令和４年度決算に伴う繰越金の確定とそれに伴

う基金積立金の補正、その他、国県補助事業の

採択、県総合交付金の確定、事業の進捗に伴い

必要となった事業費の補正などであり、財源に

つきましては国県支出金、繰越金等で措置いた

すものでございます。 

  また、地方債の変更をいたすものでございま

す。 

  次に、議第35号 令和５年度南陽市国民健康

保険特別会計補正予算（第１号）について申し

上げます。 

  補正の主な内容は、事業勘定におきまして、

人事異動等に伴う職員人件費の補正のほか、決

算確定に伴う償還金の補正などを行うものであ

ります。 

  財源につきましては、繰入金及び繰越金等で

措置いたすものでございます。 

  次に、議第36号 令和５年度南陽市財産区特

別会計補正予算（第１号）について申し上げま

す。 

  補正の主な内容は、決算確定に伴う繰越金の

補正と、一般管理費及び浴場管理費等の補正を

行うものであります。 

  財源につきましては、公衆浴場使用料、繰越

金等で措置いたすものでございます。 

  次に、議第37号 令和５年度南陽市介護保険

特別会計補正予算（第１号）について申し上げ

ます。 

  補正の内容は、人事異動等に伴う職員人件費

の補正、決算確定に伴う償還金及び基金積立金

の補正を行うものであります。 

  財源につきましては、国県支出金、繰入金及

び繰越金で措置いたすものでございます。 

  次に、議第38号 令和５年度南陽市後期高齢

者医療特別会計補正予算（第１号）について申

し上げます。 

  補正の内容は、決算確定に伴う予備費の補正

を行うものであります。 

  財源につきましては、繰越金で措置いたすも

のでございます。 

  以上、補正予算案５件につきまして、一括し

て提案理由を申し上げましたが、御審議の上、

御可決くださいますよう、よろしくお願い申し

上げます。 

○議長  市長の提案理由の説明が終わりました。 

  お諮りいたします。質疑は予算特別委員会に

おいて行うこととし、この際、質疑を省略いた

したいと思いますが、これに御異議ございませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○議長  御異議なしと認めます。よって、この

際、質疑を省略することに決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第１８ 予算特別委員会の設置について 

○議長  日程第18 予算特別委員会の設置を議

題といたします。 

  お諮りいたします。議第34号から議第38号ま

での補正予算議案５件を審査するため、議長を

除く全員をもって構成する予算特別委員会を設

置いたしたいと思います。これに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、議長

を除く全員をもって構成する予算特別委員会を

設置することに決しました。 

  議第34号から議第38号までの補正予算議案５

件は、ただいま設置いたしました予算特別委員

会に付託いたします。 

  なお、予算特別委員会は、日程に従い委員会

を開催し、審査願います。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第１９ 認第１号から 

日程第２６ 認第８号まで計８件 

○議長  日程第19 認第１号 令和４年度南陽

市一般会計歳入歳出決算の認定についてから日

程第26 認第８号 令和４年度南陽市下水道事

業会計決算の認定についてまで、決算認定議案

８件を議事の都合により一括して議題といたし

ます。 

  この際、市長に対し提案理由の説明を求めま

す。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ただいま上程されました認第１号 令

和４年度南陽市一般会計歳入歳出決算の認定に

ついてから認第８号 令和４年度南陽市下水道

事業会計決算の認定についてまでの８会計につ

きまして、地方自治法第233条第３項及び地方

公営企業法第30条第４項の規定により、監査委

員の審査をいただきまして、御提案を申し上げ

るものでございます。 

  第６次南陽市総合計画、第２期南陽市まち・

ひと・しごと創生総合戦略に掲げた目標を達成

すべく、子育て支援、防災対策、産業振興など、

市民生活に直結する事業を最重要政策に位置づ

けて事業を実施するとともに、財政規律の堅持

に努めてまいりました結果、一般会計の実質収

支は11億7,012万3,000円、また、特別会計の実

質収支合計は１億9,775万3,000円の黒字決算と

なりました。 

  歳入につきましては、市税や繰越金が増加し

たものの、コロナ対策事業の縮小により国庫支

出金が減少し、また、養護老人ホームやすらぎ

荘整備事業の終了などにより地方債が減少した

ことから、前年比で8.1％の減となっておりま

す。 

  歳出につきましては、新温浴施設整備事業や

認定こども園施設整備事業などの大型事業が終

了したことにより普通建設事業費が減少し、ま

た、やすらぎ荘整備に伴う置広事務組合負担金、

緊急経済対策事業などの補助費等が減少、さら

にコロナ対策関連の事業費が縮小したことによ

り扶助費が減少したことから、前年比で9.1％

の減となりました。 

  経常収支比率については、経常一般財源であ

る普通交付税が減少したため、93.1％と前年度

より4.9ポイント増加しました。 

  地方公共団体財政健全化法における健全化判

断比率は、さきに御報告を申し上げましたとお

り、実質公債費比率については12.2％と前年比

0.2ポイントの増加となりましたが、将来負担

比率については122.5％と、基金残高の増加な

どにより前年比で4.6ポイント減少いたしまし

た。 

  両数値とも早期健全化判断基準を大きく下回

っておりますが、引き続き歳入の確保、歳出の

削減に努めながら、将来にわたって持続可能な

財政基盤の強化を図ってまいります。 

  また、水道事業会計におきましては9,080万

3,000円、下水道事業会計におきましては63万

8,000円の純利益を計上しております。 

  なお、令和４年度における主要な政策につき

ましては、決算附属資料として別冊を配付させ

ていただいておりますので、御高覧をいただき

たいと存じます。 

  以上、決算の概要を申し上げましたが、御審

議の上、御認定いただきますようお願い申し上

げます。 

○議長  市長の提案理由の説明が終わりました。 

  ここで、監査委員から決算の審査結果につい

て報告を願います。 

  青木 勲代表監査委員。 

〔青木 勲代表監査委員 登壇〕 

○代表監査委員  おはようございます。 
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  市長から審査に付されました令和４年度各会

計決算及び健全化判断比率等につきまして、そ

の審査の結果を御報告いたします。 

  初めに、一般会計決算、特別会計決算、基金

運用状況の審査結果でございます。 

  審査に付された各会計の決算、財産に関する

調書及び基金の運用状況を示す書類の計数は正

確であり、また、予算の執行についても全般的

に適正と認められたところでございます。 

  なお、審査意見及び審査概要の詳細につきま

しては、お手元の意見書を御高覧いただきたい

と存じますが、要約して申し上げます。 

  一般会計の決算額は、歳入178億4,826万

6,000円、歳出165億7,777万5,000円であり、前

年に比べ、歳入で15億7,967万6,000円、歳出で

16億5,513万9,000円それぞれ減少しております。 

  歳入歳出差引額は12億7,049万1,000円であり、

実質収支額は11億7,012万3,000円の黒字、単年

度収支額は1,302万1,000円の赤字であります。 

  歳入における自主財源は、73億3,325万7,000

円で、前年に比べ５億7,535万3,000円増加して

おります。これは、市税が１億2,922万3,000円、

繰入金が8,237万2,000円、繰越金が３億7,706

万円増加したことが主な要因となっております。 

  依存財源は105億1,500万9,000円で、前年度

に比べ21億5,502万9,000円減少しております。

これは、地方交付税が１億2,936万6,000円、国

庫支出金が10億9,605万8,000円、市債が８億

1,620万円減少したことが主な要因となってお

ります。 

  不納欠損額は637万2,000円で、前年に比べ

934万9,000円減少しました。そのうち市税の不

納欠損額は622万8,000円で、97.7％を占めてお

ります。 

  市税を初め収入未済額は、督促、保全、その

他の必要な措置を取り、適切に管理し、不納欠

損処分に当たっては、負担の公平性や歳入確保

の観点を基本としながらも、滞納者個々の状況

を十分に調査、把握の上で、適切かつ速やかに

対応していただきたいと考えます。 

  市債残高は149億5,480万7,000円で、発行額

が減少し、償還額が増加したことから、前年に

比べて５億1,037万8,000円減少しております。 

  今後も、将来における償還能力等を考慮しつ

つ、発行額や償還計画による残高の適正な管理

に努めていただきたいと考えます。 

  歳出の科目別では、前年度に比べ農林水産業

費、教育費、公債費等が増加し、総務費、民生

費、土木費等が減少しております。構成比は、

民生費が31.9％、総務費が20.3％。教育費が

10.4％などとなっております。 

  性質別では、義務的経費が44.5％、任意的経

費が55.5％となっております。扶助費や補助費

等、投資的経費が減少しており、歳入において

も事業の特定財源となる国庫支出金や市債など

が減少しております。 

  また、特別会計の決算総額は、歳入74億

1,941万9,000円、歳出72億2,166万6,000円で、

前年に比べ歳入で2,178万3,000円減少し、歳出

で1,706万1,000円増加しております。 

  歳入歳出差引額は１億9,775万3,000円の黒字

で、実質収支額も同額であります。 

  不納欠損額は856万7,000円で、前年に比べ

801万8,000円減少しました。主なものは、国民

健康保険税783万8,000円、介護保険料65万

3,000円などとなっております。 

  収入未済額は１億513万4,000円で、前年に比

べ386万3,000円減少しております。一般会計同

様に、適切な措置を講じ、未収金の解消に努め

ていただきたいと考えます。 

  全般的には、依然として財政基盤に余裕があ

るとは言えない状況でありますが、今後とも一

層の財源確保と、財務事務の適切な執行、加え

て市債や基金の管理により、市民福祉の増進に

寄与されるよう望むものであります。 

  次に、公営企業会計の審査結果を申し上げま
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す。 

  審査に付された決算報告書及び財務諸表は、

地方公営企業法その他関係法令に準拠して作成

されたもので、経営成績及び財務状態を適正に

表示しており、決算の計数についても正確であ

ると認めたところでございます。 

  なお、審査意見及び事業概況の詳細につきま

しては、お手元の意見書を御高覧いただきたい

と存じますが、要約して申し上げます。 

  水道事業会計では、給水人口が425人減少し

たものの、給水件数が68件増加しており、有収

率は80.2％と前年度より4.0ポイント下降しま

した。今後も老朽管の更新や漏水調査等に取り

組んでいただきたいと考えます。 

  収益的収支の決算額は、税抜きで事業収益７

億7,199万円、事業費用６億8,118万6,000円で、

差引き9,080万3,000円の純利益を計上していま

す。 

  水道料金の現年度分収納率は98.1％で、前年

度より0.3ポイント上昇し、過年度分収納率は

29.9％で、前年度より3.8ポイント上昇してお

ります。 

  水需要については、今後さらに厳しい状況が

続くものと思われますが、安全で安心なおいし

い水の安定供給の理念の下に、よりよい水道サ

ービスに努めていただくよう望むものでありま

す。 

  また、下水道事業会計では、処理区域内の人

口は前年度に比べ156人減少しておりますが、

水洗化率は87.8％と前年度より0.8ポイント上

昇しております。また、有収率は85.1％であり、

今後とも事業の啓蒙による水洗化率の向上と、

不明水対策による有収率の向上を望むところで

あります。 

  収益的収支の決算額は、税抜きで事業収益９

億4,626万9,000円、事業費用９億4,563万2,000

円で、差引き63万8,000円の純利益を計上して

おります。 

  下水道は快適な生活を支える重要なライフラ

インであることから、これまで同様に経営の健

全化と計画的かつ効率的な事業運営に取り組ま

れるよう願うものであります。 

  最後に、健全化判断比率及び資金不足比率の

審査結果を申し上げます。 

  審査に付されました健全化判断比率及び資金

不足比率並びに比率算定の基礎となる事項を記

載した書類は、いずれも適正に作成されたもの

と認めたところでございます。 

  なお、審査意見の詳細につきましては、お手

元の意見書を御高覧いただきたいと存じます。 

  以上でございます。 

○議長  青木 勲代表監査委員の報告が終わり

ました。 

  お諮りいたします。決算についての質疑は、

決算特別委員会において行うこととし、この際、

質疑を省略いたしたいと思いますが、これに御

異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、この

際、質疑を省略することに決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第２７ 決算特別委員会の設置について 

○議長  日程第27 決算特別委員会の設置を議

題といたします。 

  お諮りいたします。認第１号から認第８号ま

での決算認定議案８件を審査するため、議長及

び議会選出監査委員を除く全員をもって構成す

る決算特別委員会を設置いたしたいと思います。

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、議長

及び議会選出監査委員を除く全員をもって構成

する決算特別委員会を設置することに決しまし

た。 
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  認第１号から認第８号までの決算認定議案８

件は、ただいま設置いたしました決算特別委員

会に付託いたします。 

  なお、決算特別委員会は、日程に従い委員会

を開催し、審査願います。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

散      会 

○議長  以上をもちまして、本日の日程は全て

終了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御一同様、御起立願います。 

  傍聴席の方もお願いいたします。 

  どうも御苦労さまでした。 

午前１０時５１分  散  会 

 



 
 
 
 

 
令 和 ５ 年 ９ 月 ４ 日 （ 月 曜 日 ） 

 
 
 
 
 
 
 

 本   会   議  
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令 和 ５ 年 ９ 月 ４ 日 （ 月 ） 午 前 1 0 時 0 0 分 開 議 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議事日程第２号 

令和５年９月４日（月）午前１０時開議 

 

 日程第 １ 一般質問 

 

   散   会 

──────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 議事日程第２号に同じ 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

開      議 

○議長（舩山利美議員）  御一同様、御起立願

います。 

  傍聴席の方もお願いいたします。 

  おはようございます。 

  御着席願います。 

  これより本日の会議を開きます。 

  ただいま出席されている議員は全員でありま

す。 

  よって、直ちに会議を開きます。 

  なお、当局より説明員、長濱洋美教育長及び

佐藤和宏上下水道課長が都合により欠席する旨、

通知がありました。上下水道課長に代わり、遠

藤晃司上下水道課長補佐が出席しておりますの

で、御報告いたします。 

  本日の会議は、お手元に配付してございます

議事日程第２号によって進めます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第１ 一般質問 

○議長  日程第１ 一般質問であります。 

  本定例会において一般質問の通告のあった議

員は６名であります。 

  一般質問においては、発言される議員、答弁

される執行部ともに簡明に行い、その成果が十

分得られるよう、そして市民の負託に応えられ

るよう、特段の御配慮をお願いいたします。 

  それでは、順序に従い一般質問に入ります。 

─────────────────── 

山 口 裕 昭 議員 質 問 

○議長  最初に、３番山口裕昭議員。 

〔３番 山口裕昭議員 登壇〕 

○山口裕昭議員  おはようございます。 

  ３番、倫政会の山口裕昭です。 

  特に毎回１番を狙っているわけではないんで

すけれども、図らずも毎回１番になっておりま

す。よろしくお願いいたします。 

  先日、バスケットボールのワールドカップで、

男子チームが48年ぶりに自力でオリンピック出

場を決めました。私は、中学、高校とバスケッ

トボール部に所属していましたので、土曜の夜

は、自宅のテレビ観戦で家族と共に大興奮の夜

でした。 

  思えば、私の学生時代は、練習中に水分を取

ることを制限されていた時代で、夏の合宿では、

蒸し暑い体育館の中で、それこそふらふらにな

るまで練習をしたものです。今振り返ると、よ

く誰も熱中症にならずに無事に練習を行ってい

たと思いますけれども、きっと、当時あれほど

暑いと感じていた夏は、今の夏よりもずっと涼

しかったのかもしれません。 

  ７月27日にＷＭＯ、世界気象機関などが、７

月の世界平均気温が過去最高の値を更新したこ

とを受け、国連のグテーレス事務局長は、今後、

世界では異常気象がニューノーマルになりつつ

ある。地球温暖化の時代が終わり、地球沸騰化

の時代が到来すると発言し、急激な温暖化の進

行に強い危機感を示しました。 

  そして、この翌日の７月28日には、米沢市内

の中学校で部活動帰りの女子生徒が、帰宅途中

に熱中症の疑いで倒れている状態で発見され、

搬送先の病院で死亡が確認されるといった非常

に痛ましい事案が発生しています。 

  私は、以前から一般質問の場で、ここ数年の

暑さは異常であるため、熱中症の対策が急務で

あるとの発言を行ってきましたが、専ら体力的

に未熟な幼児や体力の衰えた高齢者に着目した

提言を行っており、今回のように中高生が死亡

に至るような状況は想定していませんでした。 

  しかし、現在のような気象状況では、従来の

高齢者や幼児への対策と併せ、児童生徒への対

応策も急務であるとの視点から、以下の質問を

行わせていただきます。 
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  まず、熱中症の発生状況及びクーリングシェ

ルターの利用状況について伺います。 

  ６月定例会で私が提唱させていただいたクー

リングクーシェルターが、市長の御英断により、

県内ではいち早く８月より開設されました。こ

れは非常にありがたいことで、市民の健康と安

心につながると期待しているところですけれど

も、できることだったら、もう少し早くしてい

ただければと、ちょっと考えております。でき

れば７月１日ぐらいから開設し、もっと大々的

に広報していただきたかったと、少なからずも

残念な思いも感じております。このことを踏ま

え、次の質問を行わせていただきます。 

  最初に、本年度８月までの熱中症の月別発生

状況について、どの程度だったかお聞きします。 

  次に、各施設でのクーリングシェルター利用

の状況はどのような状況だったのかお伺いいた

します。 

  ３番目に、今後、現在開設している公共施設

11施設から増やすことは考えているのでしょう

か。 

  ４、本原稿を作成していた時点では、まだ民

間施設への展開はなされていませんでしたが、

今後、民間施設などへのさらなる展開は考えて

いるのでしょうか。 

  次に、児童生徒への対応策について伺います。 

  今回の米沢市での悲しい事故を受け、米沢市

では何点かの対策案を発表しました。その対策

とは、遠距離通学の生徒へバス定期券の全額補

助。冷感タオルや日傘の使用を許可する。あと

は、水筒以外にペットボトルの持込みも許可す

ると。粉末タイプを含め、スポーツドリンクの

持込みを許可する。計測器を、これは熱中症の

計測器ですけれども、計測器を市内全中学校の

部活動に配布し、暑さ指数の測定を徹底する。

熱中症アラートの発令時には、全ての中学校で

全部活動を中止すると、以上の内容でした。こ

れを受けて、以下の質問を行います。 

  最初に、本市では、特に休日や夏季休暇時の

遠距離通学生徒への部活動について、どのよう

な対応を行っているのでしょうか。 

  ２番目に、米沢市では、今まで運動会など以

外で水筒に入れる飲物を麦茶などに限定してい

たようですが、本市の状況はどうでしょうか。 

  ３、本市での暑さ指数計の配布状況は、どの

程度になっているでしょうか。 

  ４、熱中症が疑われる場合の対処方法などに

ついて、教員の方への講習や指導などは適切に

行われているでしょうか。 

  次に、市民プールの状況について伺います。 

  この夏は、市民プールが熱中症事故未然防止

のために、気温と水温を足した数値が65度を超

えた場合、遊泳禁止となり、その結果、ほとん

ど毎日遊泳禁止の状況となっていました。私が

子供の頃には、夏休みは毎日プールへ通い、毎

年赤湯のお祭りで開催された日焼けした黒さを

競う大会に出ることが非常に楽しみでしたので、

熱中症を防ぐためとはいえ、子供たちの夏の楽

しみが奪われることは、非常に悲しいと感じて

いるところです。このことを踏まえ、次の質問

を行います。 

  プールの南側に日よけネットなどを仮設し、

強過ぎる日差しを和らげるなどの対策を行うこ

とで、プールの水温上昇を抑えることはできな

かったのでしょうか。 

  次に、安全性が一番大事であることは十分承

知していますが、子供たちの笑顔のために、何

がしかの対策を考え、試したことはあったでし

ょうか。 

  続いて、再生可能エネルギーの利用について

伺います。 

  今後ますます地球の温暖化が進み、再生エネ

ルギーの利用促進が必須となっていきます。本

市でもゼロカーボンシティ宣言を行い、庁舎に

太陽光パネルを設置するなど、積極的に再生可

能エネルギーを利用する機運が高まっているこ
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とは、時代の要求に応える施策であると考えて

います。 

  一方、本市では水資源に乏しく、水力発電は

難しいと考えられていたのですが、近年、特に

西日本の自治体を中心に、水道水の流れる力を

利用したマイクロ水力発電というものが普及し

つつあり、その自治体数は徐々に増えてきてい

るようです。このことを踏まえ、次の質問を行

います。 

  １、このマイクロ水力発電は、大手エアコン

メーカーの子会社が開発し、自治体の負担ゼロ

での設置、保守管理まで全てメーカーが行い、

売電収入を自治体へ部分還元するというビジネ

スモデルとなっています。このような事業につ

いて検討を行った経過はあるのでしょうか。 

  ２、マイクロ水力発電の設置件数は、2021年

９月の段階で、全国で30か所、契約済みのもの

を含めると46か所で、近隣では福島市の水道局

でも採用されているようです。今後、このよう

な事業を検討することはできないでしょうか。 

  以上、壇上からの質問といたします。御回答

よろしくお願いいたします。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  おはようございます。 

  ３番山口裕昭議員の御質問にお答え申し上げ

ます。 

  なお、児童生徒への熱中症対策についての御

質問につきましては、学校教育課長より答弁い

たさせますので、御了承願います。 

  初めに、異常気象に伴う熱中症の対策につい

ての熱中症の発生状況及びクーリングシェルタ

ーの利用状況についての１点目、本年８月まで

の熱中症の月別発生状況についてでございます

が、５月は２名、６月はゼロ、７月は６名、８

月は11名で、合計19名となっております。 

  次に、２点目、各施設でのクーリングシェル

ターの利用状況についてでございますが、各施

設とも市民が気軽に利用できることを優先し、

利用者名簿の記載等を求めておりませんので、

はっきりした数字では申し上げられませんが、

えくぼプラザで毎日４から５名、シェルターな

んようホールで毎日10名以上、防災センターや

ワトワセンター、健康長寿センターで、初日か

らこれまでそれぞれ10名程度の利用があったと

お聞きしております。 

  次に、３点目、今後の施設数の増加及び４点

目、民間施設などへの展開についてでございま

すが、８月４日から11の公共施設をクーリング

シェルターとして開設し、新たな公共施設とし

て、赤湯駅待合室をクーリングシェルターとし

て開設しております。 

  また、民間施設に関しましては、赤湯温泉旅

館協同組合様、熊野大社様、マックスバリュ様、

ヨークベニマル様、ヤマザワ様の御協力をいた

だき、赤湯温泉観光センターゆーなびからころ

館や熊野大社證誠殿、各スーパーの休憩所・イ

ートインスペースにクーリングシェルターを開

設していただいたところでございます。 

  今後も必要に応じ、新たな施設でのクーリン

グシェルターの開設について、民間事業者に協

力を呼びかけてまいります。 

  次に、市民プールの状況の御質問の１点目、

日よけネットの設置についてでございますが、

現在のところ、議員御提案の設備等はございま

せんが、利用者の熱中症予防のため、テント２

張りとよしずを用いた日陰の休憩スペース２か

所を設置し、休憩時間においては日陰で休み、

水分補給を行うよう促しているところでござい

ます。 

  今後、休憩スペースのさらなる増設を行うと

ともに、プールを覆う日よけネット等について

は、設置が必要かどうかを含めて研究してまい

ります。 

  次に、２点目、可能な限り遊泳禁止としない
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ために行った対策についてでございますが、気

温と水温の合計値が65度以上となり、午後のみ

閉鎖とした19日間については、午前中は水道水

を適宜注入し、水温上昇を抑制する対策を行い

ながら、休みなく開設したところです。 

  また、プールを閉鎖とした日の多くは、熱中

症警戒アラートが発令され、プールの利用時だ

けでなく、行き帰りにおける熱中症も不安視さ

れることから、利用者の安全確保のために、午

後から遊泳禁止とした措置でございます。 

  次に、再生可能エネルギーの利用についての

１点目、マイクロ水力発電の検討についてでご

ざいますが、議員の御質問にございますマイク

ロ水力発電のビジネスモデルにつきましては、

検討したことはございませんが、以前、本市水

道施設を利用した小水力発電について検討した

経過はございます。 

  小水力発電については、発電ポテンシャルと

なる流量、落差が小さく、有効な発電電力を得

ることは困難であり、設置については難しいと

認識しております。 

  次に、２点目、今後の検討についてでござい

ますが、水道施設で発生する水流のエネルギー

を発電に有効活用することは、温室効果ガスを

抑制するとともに、経営の効率化につながるも

のと考えられますので、マイクロ水力発電のビ

ジネスモデルをはじめ、最新技術につきまして

調査研究を進めてまいります。 

  私からは以上でございます。 

○議長  答弁を求めます。 

  佐野学校教育課長。 

○学校教育課長  おはようございます。 

  ３番山口裕昭議員の御質問の２点目、児童生

徒への熱中症対応策についてお答え申し上げま

す。 

  初めに、１点目、休日や夏季休暇時の遠距離

通学生徒への部活動についての対応でございま

すが、本市では、国の基準において遠距離とさ

れる通学距離が６キロメートルを超える場合、

休日や夏季休業時の部活動におきましても、通

常登校日と同様、スクールバスを利用しての登

下校となっております。 

  次に、２点目、運動会など以外で水筒に入れ

る飲物についての本市の状況についてでござい

ますが、水分補給等の対策といたしまして、保

護者の御理解と御協力を得ながら、水やお茶の

入った水筒を持参する対応を基本としておりま

す。ただし、気温が高い時季や部活動時など、

状況に応じてスポーツドリンクも認めていると

ころでございます。 

  次に、３点目、暑さ指数計の配布状況でござ

いますが、市内各小中学校に配備しております。

暑さ指数の数値が表示される指数計は、移動式、

または固定式のものがあり、小学校７校合計で

46個、中学校３校合計で25個、全部で71個備え

ている状況でございます。 

  次に、４点目、教員への講習や指導について

でございますが、熱中症事故防止についての通

知文を発出し、市内各小中学校と情報の共有を

図り、併せて南陽市教育委員会における熱中症

対策ガイドラインも作成し、各教員への周知徹

底を図っております。 

  各学校におきましては、それぞれの実態に応

じ、通知やガイドラインに基づき、危機管理マ

ニュアル等を見直し、予防措置から万が一の熱

中症発生時の対応まで全教職員で共有し、児童

生徒の命を守る具体的な取組を進めているとこ

ろでございます。 

  以上でございます。 

○議長  再質問に入ります。 

  ３番山口裕昭議員。 

○山口裕昭議員  ありがとうございます。 

  まず、では、熱中症の発生状況についてから、

まず質問させていただきます。 

  私、今回ちょっと調べたところ、８月27日の

時点で山形県での熱中症の発生状況が912名と
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いうことで、過去最高ということです。県の資

料を見たところですと、こちらにあるんですけ

れども、熱中症のほうの発生については、最高

気温との相関が非常に高く見られるんですね。

これ、そういう形については、そういうような

相関関係とか、そういうものについては、市の

ほうでは把握されているんでしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  髙野総合防災課長。 

○総合防災課長  それでは、ただいまの御質問

にお答えいたします。 

  今回、答弁させていただいた搬送者につきま

しては、消防署のほうからの資料を用いており

ますけれども、そういった相関等について、こ

ちらのほうで調査、あるいは把握をしていると

いうことはございません。 

  以上でございます。 

○議長  ３番山口裕昭議員。 

○山口裕昭議員  まだ、今のところ未調査だと

いうことなんですけれども、こういうのってや

っぱり、まず原因、熱中症になるのは暑いから

というのは当たり前なんですけれども、それ以

外にも原因とか、そういうのをちゃんと調査し

ないと、なかなか対策って取れないと思うんで

すね。 

  以前から言っているように、クーラー、空調

設備があるかないかという部分もあると思いま

すし、そういう部分で、いろんな調査をまず行

っていただきたいなと思うところです。 

  というのは、何回も言いますけれども、原因

が分からないと対策打てないと思うんですよ。

どんなことでもそうなんですけれども。原因が

分かればおのずと対策は決まってくるというの

が通常ですので、ぜひ調査していただきたいと

思うんですけれども、今後の調査については、

いかがお考えですか。 

○議長  髙野総合防災課長。 

○総合防災課長  お答え申し上げます。 

  ただいまの御提案をいただきましたので、こ

ちらのほうで、当市における搬送事案も含めて

調査をしてまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長  ３番山口裕昭議員。 

○山口裕昭議員  そんなに難しいことではない

と思いますので、ぜひやっていただきたいなと

思います。今年の夏は暑かったと、いつもの年

より熱中症が多かった。いつもより暑い夏だっ

たから仕方がない、だけだと、そこから先進ま

ないので、ぜひちゃんと調査をしていただいて、

来年以降に生かしていただければなと思います

ので、よろしくお願いしたいなと思います。 

  次、クーリングシェルターについてですけれ

ども、先ほども壇上で申し上げましたけれども、

時期的に早い、遅いといった部分で多少思うと

ころはありますけれども、クーリングシェルタ

ーを設置していただいたことは非常にありがた

かったなと思いますし、すごい評価もできると

思うんですけれども、ただ、せっかくの施策も、

市民が知らないようでは意味がないんじゃない

かと思います。 

  今回、県内でも早い段階でクーリングシェル

ターのほうを設置していただいたということで、

県内の各メディアに多く取り上げられまして、

一定の広告効果のほうがあったとは思うんです

けれども、まだまだ知らない市民が多いと思う

んですね。先ほど御答弁いただいた内容でも、

それほど利用されていることが多くないという

部分もあって、なかなかやっぱりまだ知れ渡っ

ていないのが現状じゃないかなと思います。 

  ぜひ、その辺は、来年以降も継続していただ

きたいような施策でありますので、ぜひ来年に

向けて、市民が誰もが知るような施策になるよ

うな工夫をしていただきたいと思うんですけれ

ども、今のところ考えていることはあるでしょ

うか。 

○議長  答弁を求めます。 
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  髙野総合防災課長。 

○総合防災課長  ただいまの御質問にお答えい

たします。 

  当市で今回クーリングシェルターを設置した

のが８月４日からというふうなことがございま

して、市報の関係との校了日と微妙なちょっと

調整といいますか、そこに載せることができま

せんでしたので、各地区長さん等に文書でお願

いをしたというふうな経過がございます。 

  また、ＳＮＳ等で発信をいたしましたけれど

も、今後、今年の経過も踏まえまして、来年度

につきましては、今議員から御指摘あった周知

の部分についても、しっかりと対応してまいり

たいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長  ３番山口裕昭議員。 

○山口裕昭議員  ぜひお願いしたいなと思いま

す。せっかくいいことしても、誰も知らないよ

うでは全く意味ありませんので、できるだけ多

くの人に知っていただいて、御利用いただける

ような工夫のほうをぜひお願いしたいと思いま

す。 

  今回、クーリングシェルターに指定された場

所というのは、比較的人が多い場所が多いため

に、周辺部、郊外に住む方というのはなかなか

利用できない部分もあると思うんです。 

  全ての地区でというのはなかなか難しいとは

思うんですけれども、例えば半径１キロ以内で

すとか、そういうふうな感じで範囲を指定して、

その中で最低１か所ぐらいの感じで、地区のコ

ミュニティーセンターですとか、そういうとこ

ろを何とか開所できないのかなと思うんですけ

れども、職員がいない、誰も人がいないという

部分でなかなか難しい部分があるとは思うんで

すが、結局今の状況だと、そこにクーリングシ

ェルターがあると分かっていても、移動手段が

ない方がいらっしゃるんですよね。 

  例えば免許返納された高齢者の方であるとか、

あとは、先ほど学校教育課長からありましたけ

れども、子供たちが部活動の帰りに、６キロと

いうと結構長いですよね。私のうちから宮内ま

で４キロぐらいなんですけれども、４キロ以上、

６キロというと結構遠いと思うんです。そうす

ると、そこまでに至るまでに、もう熱中症で倒

れちゃう子供もいると思うんですよね。そうし

たときに、ところどころに休めるところがあれ

ばすごくいいんじゃないのかなと思うんですけ

れども、そういうような形で、例えば幹線道路

に沿ったところに、１キロごととか２キロごと

ぐらいに多少休めるところがあればいいのかな

と思うんですけれども、その辺について検討す

ることはできないでしょうか。 

○議長  髙野総合防災課長。 

○総合防災課長  ただいまの御質問にお答えい

たします。 

  今回クーリングシェルターとして開設したと

ころにつきましては、議員のほうからも御指摘

ございましたけれども、人がいて、空調の、ク

ーラーとかの設備があって、すぐに取り組める

ところ、御協力のいただけるところを対象にし

てまいりました。 

  来年度以降、こういった継続をしていく際に、

一つは、今の私どものほうの考えで申し上げま

すと、やはり涼しいところがあって、そこに案

内ができるというふうな体制ができているとこ

ろというふうなことになりますけれども、例え

ば、そういったクーリングシェルターという涼

みのほうだけではなくて、子供全般の安全確認

とか、そういったことも含めて、いろいろな対

応を取れないかどうかということを検討してま

いりたいというふうに考えております。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  今、課長が申し上げたとおりなんです

けれども、公共施設の場所は限られていると。

これ以上、公共施設を増やすことはできません。
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一方で、必要な数が、例えば何キロごとに必要

かというのは、これもまたデータがないと、は

っきりとしたことを行うことはできないわけで

すが、短い距離にあったほうがいいということ

は間違いがないわけで、そういう意味で、民間

事業者への御協力の呼びかけを行っているとい

うことですので、特に通学路沿いでありますと

か、そういうところを重点的に協力を呼びかけ

ていくというのは考えられるかなというふうに

思っています。 

  あと、移動のお話がありましたけれども、こ

れは、子供のようにどうしても登下校で外を歩

かなければいけないという場合に、クーリング

シェルターを御利用いただきたいわけです。自

宅からわざわざクーリングシェルターに来ると

いうことではなくて、遠い方については、でき

れば自宅でエアコンや扇風機を適切に使ってい

ただきたいと考えております。 

○議長  ３番山口裕昭議員。 

○山口裕昭議員  市長のお話を今伺って、その

とおりだなとは思うんですけれども、自宅のほ

うで適切に空調をかけて、扇風機なり使って涼

んでいただきたいというのも、全くそのとおり

ではあるんですけれども、ただ、現実的に空調

の設備がうちにない方もいらっしゃるわけです

よね。経済的な理由で、そんなものつけられな

いよという人も中にはいるわけです、全員では

ないですけれどもね。 

  どこまで救うのかという話にはなるとは思う

んですけれども、特に年齢のいっている方、高

齢者の方で、もともと暑くなかったんでエアコ

ンなんかつけていないよといううちの方が、ま

だ数多くいらっしゃると思うんです。そういう

人がやっぱり一番熱中症のリスクが高いと思い

ますので、その辺についても、多少、そんなに

大々的じゃなくていいんですけれども、多少考

えていただきたいなという部分はあります。 

  通学路沿いのという部分で考えますと、私が

例えば今住んでいます沖郷地区でいうと、沖郷

地区って結構広いんですよね。今、スクールバ

スは梨郷のほうまで走っていますけれども、そ

うすると、梨郷まで行く間の道というのは、あ

る程度人も通りますし、最悪スクールバスで途

中で降ろしたり乗っけたりということも可能だ

とは思うんですけれども、もう一本、高梨のほ

うから宮崎、露橋、あちらのほうに抜ける道が

あるんですけれども、あっちのほうはスクール

バスが通らないんですよね、たしか。そうする

と、何かあったときに助けるというか、乗っけ

るわけにもいかない。やっぱりどうしても幹線

沿いに何か所かあったほうがいいんじゃないの

かなと思うんです。 

  特に郊外になってくると、民間施設というか

民間の事業者の方も、なかなかそんなにいっぱ

いないんですよね。そうなったときに、民間の

事業者の方に協力いただけるというのが一番あ

りがたいとは思うんですけれども、何にもない

ようなところでは、やはり地域の公民館という

のが一番話早いというか、簡単だとは思うんで

すけれども。ただ、なかなか人がいないという

部分はあるとは思いますけれども、それについ

て、いろいろ工夫をしながらでも、民間事業者

がないような部分に関しては、そういう部分で

何とか補っていただきたいなと思うんですけれ

ども、それについてはどうでしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  公民館は常時人がいないと、これにつ

いては、動かしようがないわけです。であれば

どうするかというのは、やはり一番可能性があ

るのは、住民の方に御協力をいただけるという

のが一番望ましいのではないかなと思っていま

す。 

  見守り隊的な、地域の110番の掲示をされて

いる御家庭もございます。そうした意味でも、

今までの防犯上のそういった見守りに加えて、
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熱中症対策での住民の御協力をいただいた見守

りというのも、今後必要になるかと考えており

ます。 

○議長  ３番山口裕昭議員。 

○山口裕昭議員  そういう形で対応できれば、

すごい一番ありがたい、いいとは思うんですけ

れども、ぜひ来年以降、そういう見守り隊です

とか、そういう方の御協力がいただけるように、

市のほうからも発信していただきたいなと思い

ますので、それについてはよろしくお願いしま

す。 

  話があっちこっちになっちゃうんですけれど

も、児童生徒の対策について、ちょっと一つ聞

きたいなと思うんですけれども、通常の登校日

には、ある程度スクールバスで対応可能だとは

思うんですけれども、現在のスクールバスとい

うのは、学校統合のときに廃校となった地域の

ほうをカバーするために走らせているようなと

ころが結構多いんじゃないかなと思うんですよ

ね。 

  ６キロ以上で遠距離通学というふうに言われ

るということだったんですけれども、６キロっ

て遠いですよね。私、個人的には思うんですけ

れども、二、三キロでも結構だと思うんですけ

れども。うちはちょうど市役所の近くにありま

すけれども、うちから沖郷小学校までで大体２

キロ弱、２キロぐらいあるんですね。それでも

結構遠いなとは思うんですけれども、６キロと

いうと結構だから、なかなか熱中症の予防には

ならないんじゃないかなと思うんですけれども、

その６キロの基準というのは国で定めた基準だ

とは思うんですけれども、それに関しては、も

うちょっと柔軟に対応することはできないんで

しょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  鈴木管理課長。 

○管理課長  それでは、ただいまの御質問にお

答えいたします。 

  先ほどの基準の６キロというのは、御質問に

ありましたとおり、国のほうで定めている基準

でありまして、南陽市のほうにつきましては、

南陽市のスクールバス運行管理規則というもの

がございまして、そちらの中で、それぞれのス

クールバスを対応している学校の生徒で、乗れ

る対象の児童はこの地区ですよというのを定め

ておりますので、必ずその６キロにこだわって

いるというわけではございません。 

  以上でございます。 

○議長  ３番山口裕昭議員。 

○山口裕昭議員  であれば、例えば今の現状で

ですけれども、６キロにこだわらずに地域が決

まっているというわけですけれども、その間に

ある、例えば運行の途中にある地区については、

例えば通常の登下校じゃなく、部活動で使う部

分については、そんなに人数乗らないわけです

から、途中途中で降ろしたり乗っけたりという

ことも可能なんでしょうか。 

○議長  鈴木管理課長。 

○管理課長  それでは、お答えいたします。 

  先ほどの御質問にありましたとおり、南陽市

のスクールバスについては、基本的には統合の

際に、それぞれの通学の距離が遠くなった児童

を対象に、基本的には整備されているものでご

ざいます。 

  その規則の中で定めてある地域の方しか乗せ

ていないということがあるんですけれども、た

だいまの御提案の中で、例えば、じゃその運行

ルートの途中にある児童を乗せましょうかとい

うふうになったときに、じゃそのほかの地域の

子はどうなるんだというふうなことも出てくる

かと思いますので、そこは全体的なバランスを

見ながら考えていかなければならない問題かな

というふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長  ３番山口裕昭議員。 

○山口裕昭議員  課長がおっしゃるとおりだと
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思うんですけれども、あっちはいいけれどもこ

っちは駄目と言えないというのも分かりますし、

それはなかなか難しいとは思うんですけれども、

今後始まる部活動の地域移行という話があるじ

ゃないですか。そういうことが起きたときに、

指導者になる人がいなくなるんじゃないかと心

配しているんですよね、まず。 

  今回、米沢で起きた事案のときにも、学校の

先生が、熱中症アラートが出て、暑さ指数計で

計っていなかったとかという問題で、結構言わ

れていましたよね。そうすると、指導者のほう

に負担がかかるんじゃないのかなと思うんです

よ。例えば、人の命まで預かるような状況では

とても指導員なんかできないよという人も出て

くる可能性もあると思うんです。そうなると、

地域移行なんかできなくなっちゃうわけじゃな

いですか。 

  それについて、やっぱりある程度フォローし

てあげないと、今後、地域移行って難しくなっ

てしまうんじゃないかなと思うんですよね。そ

の辺についてはどう考えますか。 

○議長  佐野学校教育課長。 

○学校教育課長  ただいまの御質問にお答え申

し上げます。 

  休日部活動の地域移行に関しまして、検討委

員会で今話を進めているところでございますが、

その中でも、指導者の研修についても話題にな

っておりまして、そちらも適宜実施していく予

定でございます。 

  その中には、児童生徒の安全に関わることに

ついても必要、必須の事項になると考えており

ますので、通い方、活動中なんていうことの中

での安全、指導についての研修、進めていきた

いというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長  ３番山口裕昭議員。 

○山口裕昭議員  研修も確かに必要だとは思う

んですけれども、現実的に登下校のときのリス

クを考えて、例えばリスク、登下校もそうです

し、部活動中の暑さに対する考え方とか、そう

いう部分に関して、ある程度フォローできると

ころはフォローしてあげないと、指導者もなか

なか指導できないんじゃないのかなと。自分が

例えば何か教えろと言われたときに、人の命ま

で関わるようなことできないよとなっちゃうよ

うな気がするんですよね。 

  なかなかそこら辺って難しいとは思うんです

けれども、だから、暑い時期、ふだんはいいと

は思うんですけれども、特に暑い時期、夏休み

中ですとか７月くらいから９月の頭くらいまで

の間とか、そういう短期間でもいいので、何と

かその辺の暑い時期の送迎という部分を考えて

あげたほうがいいんじゃないのかなと思うんで

すけれども、その辺を何か工夫できるようなこ

とはないでしょうか。 

○議長  鈴木管理課長。 

○管理課長  それでは、お答えいたします。 

  先ほどお答えいたしましたとおり、スクール

バスの送迎については、やはり全体的なバラン

スを考えて運行するというのが大切かと思いま

すので、特に熱中症のやはり対策については、

どういうふうになると起きて、どうすると予防

できるのかということを一人一人に理解をして

いただいて、対策を実行していただくというこ

とが一番大事なのかなというふうに考えている

ところでございます。 

  以上でございます。 

○議長  ３番山口裕昭議員。 

○山口裕昭議員  熱中症の予防については分か

るんですけれども、例えば先ほど学校教育課長

が言われたように、例えば水筒には通常水とか

お茶とか、部活動の中ではスポーツドリンクも

認めることもありますよみたいな感じだったん

ですけれども、科学的に言って、体の塩分濃度

が下がると危険性があるわけじゃないですか。

と考えたときに、お茶や水では塩分摂取ができ
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なくて、かえって危険だということもあるんで

すよね。 

  科学的な知見に基づいて、もうちょっと柔軟

にスポーツドリンク使ったほうがいいんじゃな

いのかなとは思うんですけれども、いかがでし

ょうか。 

○議長  佐野学校教育課長。 

○学校教育課長  ただいまの御質問にお答え申

し上げます。 

  現在、議員御指摘のとおり、その時期に応じ

て各学校で柔軟に対応しているところでござい

ます。 

  そのほかに、部活動が終わってから下校する

までの間、冷房の効いたところで若干休んでか

ら帰すであったり、下校途中に適宜水分補給を

して帰すように指導していたり、それから、先

ほど市長からお話しいただきましたが、見守り

隊の方に御協力いただいて、体調が優れない、

異変が生じたなんていう場合は、すぐに相談す

るというような指導をしていただいているとこ

ろでございます。 

  以上でございます。 

○議長  ３番山口裕昭議員。 

○山口裕昭議員  もう一点、ちょっとお願いし

たいことがあるんですけれども、今回、問題上

がった事案だと、米沢の問題だと、生徒が倒れ

て誰も助けてくれなかったと。そのまま時間が

かかってということだったと思うんですけれど

も、例えば携帯電話とか持っていれば、もうち

ょっと対応が違ったのかなと。あと、今何度か

管理課長のほうからも話ありましたけれども、

送迎の問題も、例えば携帯電話を持って、携帯

電話でうちの人に電話して迎えに来てもらうと

か、送迎してもらうとか、そういう方法もある

と思うんですよね。 

  考えると、今、多分、携帯電話って持込みで

きないような状況になっているとは思うんです

けれども、ある程度管理した上で、携帯電話の

持込みというのも考えるべき時期に来ているん

じゃないのかなと思うんですけれども、その辺

についてはどうお考えでしょうか。 

○議長  佐野学校教育課長。 

○学校教育課長  ただいまの御質問にお答え申

し上げます。 

  市内各小中学校では、基本的に一斉に携帯電

話やスマートフォンの持込み等を認めている状

況ではございません。しかしながら、御家庭の

状況や当該児童生徒の心身の状況から必要と認

められる場合、保護者の方の申出を受けまして、

合意形成を図りながら認めているというような

状況にございます。 

  以上でございます。 

○議長  ３番山口裕昭議員。 

○山口裕昭議員  できればもうちょっと柔軟な

対応があってもいいのかなとは思うんですよね。

確かにＳＮＳでのいじめの問題とか、いろいろ

難しい問題もあるとは思うんです。ただ、これ

だけ暑い状況が続いて大変だというときに、や

っぱり連絡しようがないと。 

  昔は、あっちこっちにそれこそ公衆電話があ

って、緑の電話があっちこっちにあったりして、

テレホンカードなり10円玉を持っていれば、あ

っちこっちで電話することもできたんでしょう

けれども、最近、携帯電話が普及してから、そ

ういう公衆電話ってなくなっているじゃないで

すか。そうすると、何かあったときに、非常時

に連絡のすべがないんですよね。 

  それを考えると、ある程度もうちょっと柔軟

に考えてもらってもいいのかなとは思うんです

けれども、それについて保護者の方と話し合っ

ていただいて、協議することはできないんでし

ょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  佐野学校教育課長。 

○学校教育課長  発達段階に応じて、様々状況

も違うと思いますが、各学校と議論を重ねて検
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討してまいりたいというふうに思います。 

○議長  ３番山口裕昭議員。 

○山口裕昭議員  ぜひ、携帯電話って実際のと

ころ、これもよく分からないですけれども、全

国的にはかなり普及しているとは言われている

んですよね、子供の中でも。学校には持ち込め

ないというだけで、うちでも使っている子も結

構いると思いますし、実際はそういう形になっ

ていますので、そろそろ真面目にというか、そ

ろそろ議論をして考えて、検討していくべき時

期に来ていると思いますので、ぜひその辺は、

学校側としても、保護者等と話し合って、適切

な状況で持込みが可能になるように検討してい

ただきたいなと思いますので、よろしくお願い

します。 

  最後に、マイクロ水力発電について、例えば

これを導入を考えたときに、何か問題になるこ

とってあるんでしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  遠藤上下水道課長補佐。 

○上下水道課長補佐  ただいまの質問にお答え

申し上げます。 

  支障となることはあるかというようなことで

ございますが、それらを含めまして、本市の水

道施設の現状、流量、落差等のことを踏まえま

して、導入の可能性につきまして、最新技術の

動向を注視しながら調査研究を今後進めてまい

りたいというふうに思います。 

  以上でございます。 

○議長  ３番山口裕昭議員。 

○山口裕昭議員  そうですね、ぜひお願いした

いなと思います。 

  何でもかんでも新しいことに飛びつけばよい

というわけではないんですけれども、再生可能

エネルギーにかかわらず、新しいことに挑戦す

るのはいいことだと思いますので、ぜひよろし

くお願いしたいなと思います。 

  特に、今回御紹介しましたマイクロ水力発電

については、費用対効果は結構高いと思います

し、新しい技術とはいいながら、数年前からも

う50か所近くの施設で採用されていますので、

安全性とかに問題がないと思われるような技術

であります。リスクも比較的少ないと思います

ので、ぜひ御検討のほうをお願いしたいなと思

います。 

  これで私の質問のほうを終了します。 

○議長  以上で３番山口裕昭議員の一般質問は

終了いたしました。御苦労さまでした。 

  ここで、暫時休憩といたします。 

  再開は11時といたします。 

午前１０時４５分  休  憩 

─────────────────── 

午前１１時００分  再  開 

○議長  再開いたします。 

─────────────────── 

島 津 善衞門 議員 質 問 

○議長  次に、４番島津善衞門議員。 

〔４番 島津善衞門議員 登壇〕 

○島津善衞門議員  ４番、保友クラブ、島津善

衞門です。 

  イギリスに本部のあるチャリティーズ・エイ

ド・ファンデーションという慈善団体が「世界

寄付指数」という人助けランキングの報告書を

毎年公表しています。100か国以上の人々を対

象にしたインタビュー調査の項目は、この１か

月間の間に、見知らぬ人、または助けを必要と

している知らない人を助けたか、慈善団体に寄

附をしたか、ボランティアをしたかの３項目で

す。 

  最新の2022年度の総合順位で、トップはイン

ドネシア、２位ケニア、３位はアメリカでした。

人助けランキングというと、金銭的に余裕のあ

る先進国が上位に入りやすいと思われるかもし

れませんが、そうではないようです。日本は、

ビリから２番目の118位でした。項目別ランキ

ングでいえば、人助けが118位、寄附が103位、
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ボランティアが83位、人助けと寄附が特に低い

傾向にあります。この報告書によれば、日本は、

世界的に最も人助けや寄附をしない国だという

ことになります。 

  日本に来た外国人がびっくりする光景の中に、

大きな荷物を抱えて駅の階段がなかなか上れず、

途方に暮れているお年寄りを見ることが上げら

れています。海外だったらすぐに誰かが声をか

け、助けてくれるといいます。一体なぜこのよ

うな結果になるのでしょうか。日本人は人に親

切な国民のはずではないのでしょうか。 

  世間学という学問があるそうです。この立場

からいえば、日本には特有の問題があり、その

理由は、日本における世間と社会の二重構造と

いう点から考えるべきだといいます。 

  ここで言う世間とは、顔見知りの人がつくる

関係であり、社会とは見知らぬ人がつくる関係

と定義されています。この二重構造があるため

に、日本人は、顔見知りの人ならば身内と呼ん

で親切にするし、助けますが、社会が建前にす

ぎないために、見知らぬ人は赤の他人と呼び、

ほとんど無関心で、助けることをしないとのこ

とです。単純に言えば、駅の階段で困っている

お年寄りを助けないのは、その人が自分の世間

に属する顔見知りの人ではなく、社会に属する

見知らぬ人だからということになります。 

  また、世間の中には、お中元、お歳暮に代表

されるお返しルールがあるために、無償の贈与

が成り立ちにくいという問題もあるそうです。

贈与慣行があった欧米では、現在、このお返し

ルールは存在しません。キリスト教会がそれを

否定したからです。イスラム教も仏教もお返し

ルールを否定し、お返しは来世にありますとし

ています。 

  日本で寄附などの無償の贈与の文化が育たな

かったのは、現在でも見返りを求める有償の贈

与、すなわちお返しルールが強固に残っている

からだといいます。 

  日本は、誹謗中傷大国だと言われます。しば

しば実名での寄附がインターネットでたたかれ

るのも、この二重構造と関係があり、世間には、

みんな同じでなければならないとする、日本に

特有の出るくいは打たれるルールがあるため、

妬み意識が極めて強く、寄附の大きな障害にな

っているということだそうです。 

  タイガーマスクの主人公、伊達直人を名のっ

てランドセルを送るタイガーマスク運動が全国

に広がりました。大きな流れとなったのは、伊

達直人という匿名の寄附だったからで、これが

もし実名であったら、売名行為とたたかれた可

能性があります。 

  では、私たちはどうすればよいのでしょうか。

無論、日本人は他国と比べて特に意地悪なわけ

ではありません。世間の人間同士は助け合うの

ですから、これを世間だけでなく社会に広げれ

ばよいのです。思い出していただきたいのは、

2011年の東日本大震災以降のボランティアの活

躍です。こうした災害などのボランティアの積

み重ねがこれまで続いてきた世間と社会の二重

構造に風穴を開けることにつながるのではない

かと思います。これからの南陽市を支える市民

の矜持を考えるとき、このような学問をひもと

いて再度考えるのも重要なのではないかと思い

ます。 

  では、さきに通告してあります質問をいたし

ます。 

  １、マイナンバーカードのトラブル対応。 

  マイナンバー制度に関する問題が噴出してい

ます。マイナ保険証に別人の情報が登録されて

いた。公金受取口座に別人が登録されていた。

マイナポータルで別人の情報が閲覧可能になっ

ていた。マイナポイントが別人に付与されてい

たなどです。全国各地で新しい問題が発見され

る影響で、制度への不信感が広まり、内閣の支

持率低下の一因にもなっています。原因はそれ

ぞれ異なりますが、いずれも個人情報が他人に
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見えてしまう深刻な不具合です。 

  この事態を市民の方々はどう見ているのでし

ょうか。マイナカードを持っている人、どきっ

としたけれども様子見という感じ、安心して使

えるようにしてほしい、怒り心頭ですね、個人

情報を扱うのにあまりにも無神経というか。マ

イナカードを持っていない人、やっぱり起こる

んじゃないかと思っていた、マイナカードを申

請中の人、やっぱりそんなことあるんだと思い

ました、そういう不具合が起きるんだったら申

請しなくてもよかったかも、との声が聞かれま

した。 

  一連の問題の原因について政府は、人為的な

ミスと説明しています。そして、デジタル庁に

マイナンバー情報総点検本部を設置し、厚生労

働省と総務省、地方自治体などが連携して総点

検するとしています。 

  本市の具体的な対応について、何点か質問さ

せていただきます。 

  （１）本市の現在の問題発生状況と総務省の

依頼内容。 

  トラブルの発生の有無。あればその内容を伺

います。また、総務省からはどのような依頼が

なされているのでしょうか。 

  （２）本市のコンビニ交付予定の対応。 

  コンビニ交付で住民票などを請求したところ、

他人の証明書が出てきたという問題については、

プログラムのバグが原因とされています。ほぼ

同じタイミングで、別々のコンビニで交付の手

続をした場合、先に交付を請求したＡさんのデ

ータに後から手続をしたＢさんのデータが上書

きされてしまい、２人ともＢさんが請求した証

明書を受け取ることになるそうです。コンビニ

交付を予定している本市の対応状況を伺います。 

  ２、成年後見制度の利用の促進。 

  高齢化の進展とともに、認知症患者数も増加

しています。「日本における認知症の高齢者人

口の将来推計に関する研究」の推計では、65歳

以上の認知症患者数は、2020年に約602万人、

2025年には約675万人と、5.4人に１人程度が認

知症になると予測されています。認知症などに

よって判断能力が衰えてきた方は、預貯金の引

き出しや不動産の売却といった財産管理を行う

ことや、介護施設への入退去手続、医療機関へ

の入院手続などを自分自身で行うことが難しく

なります。 

  認知症対策として行う財産管理に有効な対策

の一つに成年後見制度があります。本市におけ

る成年後見制度と後見センターの利用状況につ

いて伺います。 

  （１）本市における成年後見制度と後見セン

ターの利用状況。 

  成年後見制度の利用の促進に関する法律にお

いて、市町村は、当該区域における制度の利用

の促進に関する施策についての基本的な計画を

定めるよう努めるとともに、中核となる機関の

設立等に係る支援、その他の必要な措置を講ず

るよう努めることとされました。 

  中核となる機関について、本市を含む置賜３

市５町では、置賜定住自立圏共生ビジョンに基

づき、広域での設置に向けて協議を重ね、令和

４年４月１日から置賜成年後見センターを社会

福祉法人米沢市社会福祉協議会に設置しました。

市民にとってどのような変更がなされたのか伺

います。 

  ３、置賜定住自立圏共生ビジョンにおける地

域医療体制の具体的取組。 

  本共生ビジョンは、置賜地区における定住自

立圏の将来像やその実現のために、圏域内の市

町が連携して推進する具体的な取組内容を示す

ものとして作成されています。 

  置賜圏域の８市町は、それぞれの独自性を維

持しながら、地域の魅力をしっかりと磨き、そ

の上で様々な分野において連携を深めつつ、住

民の暮らしに必要な諸機能を圏域全体として確

保することで、住民が暮らしやすい活力ある圏
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域を創造し、共存、共栄を目指すとしています。 

  （１）地域医療体制の具体的取組。 

  取組の内容では、圏域内の住民が安心して暮

らすことができる地域医療体制の充実を図るた

め、病院、診療所等の関係機関の連携を図ると

ともに、医師、看護師等の医療従事者の確保に

向けた取組を行うとされていますが、米沢市立

病院が中心の取組事業内容となっております。 

  置賜総合病院の位置づけと経営体制について

伺います。 

  ①置賜総合病院は、現在２市２町と県による

出資運営となっているが、本共生ビジョンでは

どのような位置づけとなっているのか。他の１

市３町との今後の連携をどのように考えておら

れるか伺います。 

  ②高畠町は、現在の出資体制のままでのデマ

ンド交通による置賜総合病院への町民送迎を考

えておられるようですが、出資経営をしている

市長としてのお考えを伺います。 

  以上の御答弁をお願いし、壇上からの質問と

させていただきます。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ４番島津善衞門議員の御質問にお答え

申し上げます。 

  初めに、マイナンバーカードのトラブル対応

の御質問の１点目、現在の問題発生状況と総務

省の依頼内容についてでございますが、本市の

ひもづけ誤り等の状況については、現時点では

確認されておりません。 

  依頼内容につきましては、総務省に限らず、

マイナンバーを扱う厚生労働省、文部科学省か

らアンケート調査が実施されております。調査

内容は、各台帳とのひもづけの際、本人からマ

イナンバーの提示を受けて確認しているか、ま

たは、それ以外の場合はどのような確認をして

いるかという調査になります。 

  なお、このアンケート調査の結果から、誤っ

てひもづけをしたおそれがあると判断された団

体に対しては、後日、個別調査が実施される予

定です。一部報道では、全国で400から500程度

の団体が個別調査の対象となるようでございま

すが、本市はその対象からは外れております。 

  次に、２点目、本市のコンビニ交付予定の対

応についてでございますが、他自治体における

コンビニ交付による証明書の誤交付につきまし

ては、自動交付システムを提供している事業者

のうち、１社のプログラムに欠陥があったため

に生じたものであります。 

  本市においては、誤交付が確認されていない

事業者のシステムを利用し、コンビニ交付の事

業を進めてまいります。 

  次に、本市における成年後見制度と後見セン

ターの利用状況についてでございますが、成年

後見制度は、認知症や障害等の理由で判断能力

の不十分な方に対して、財産管理や介護のサー

ビス、施設入所に関する契約について支援する

制度でございます。 

  置賜成年後見センターは、令和４年４月に置

賜３市５町が共同で設置したもので、誰もが住

み慣れた地域で安心して暮らせるように、成年

後見制度の利用促進等を担う機関として運営を

行っております。 

  昨年度の活動といたしましては、成年後見制

度や置賜成年後見センターの周知啓発に重点を

置き、リーフレットの作成や配布、民生委員、

福祉関係者を対象とした研修会、市や町への出

張相談等を開催いたしました。このことにより、

置賜全域において成年後見制度への関心が高ま

り、問合せや相談が増えてきております。 

  また、置賜成年後見センターの設置から、専

門職による支援の確保ができ、より一層、成年

後見制度の適切な対応が可能となっております。 

  本市におきましては、福祉課が担当窓口とな

り、今後も置賜成年後見センターと連携を密に
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し、センター機能を十分に生かしながら、引き

続き丁寧な相談を行い、適切な支援につながる

よう努めてまいります。 

  次に、地域医療体制の具体的取組の１点目、

置賜総合病院の共生ビジョンでの位置づけと、

ほかの１市３町との今後の連携についてでござ

いますが、置賜定住自立圏共生ビジョンは、米

沢市を中心市として策定しているものであり、

医療体制についても米沢市立病院を中心に記載

されております。 

  置賜総合病院については、共生ビジョンで言

及していないものの、県全体の地域医療計画等

において、置賜二次医療圏の高度・専門医療等

を担う基幹病院に位置づけられております。 

  病院企業団構成団体以外の１市３町との今後

の連携につきましては、機会を捉えてお互いに

意見交換や情報共有を行いながら、置賜地域に

おいて、より良質な医療の提供が図られるよう、

連携を深めてまいりたいと考えております。 

  次に、２点目、高畠町のデマンド交通による

置賜総合病院への町民送迎についてでございま

すが、具体的な事業内容等を承知しておりませ

んので、特段の考えはございません。 

  なお、人口減少が進む現状において、広域的

に医療機関同士が機能を分担し、連携を図って

いくことは重要なことであり、国全体の課題と

して対策が講じられるべきものと考えておりま

す。 

  以上でございます。 

○議長  再質問に入ります。 

  ４番島津善衞門議員。 

○島津善衞門議員  まず最初に、マイナンバー

カードの件なんですが、私は、基本的にマイナ

ンバーカードは速やかに進めるべきだと。早く

情報がデジタル化できるというふうな形の上で、

絶対必要なものだというふうなことは、まず申

し上げておきたいと思います。 

  その中でのこういうふうないろんなトラブル

が起きているわけです。今年の８月６日現在の

数字なんですが、デジタル庁の政策データダッ

シュボードベータ版、これによりますと、マイ

ナンバーカードの申請件数と交付枚数、申請件

数が9,764万8,000枚、交付済みが9,427万3,000。

８月１日現在の国の人口概算値が１億2,400万。

この割合からすると、大体78％というふうな状

況のようです。 

  それから、健康保険証としての利用登録です

が、6,578万枚。これは人口比でいうと53％。

それから、公金受取口座の登録数5,725万7,000

枚。これは大体46％というふうな状況になって

おりますが、この問題が出てから、申請したや

つをもうやめちゃいたいというふうな人が出て

きているというふうなこともあるようです。 

  まず最初に、ちょっと市長にお尋ねしたいん

ですが、マイナンバーカードというのは、マイ

ナンバーが個人に付されています。このマイナ

ンバーは変わることありませんね、終始。そう

いうことだと思うんです。他の市町に移動して

もこのナンバーは変わらないということだと思

うんです。これが私はマスターデータだと思う

んですね。どこに行っても変わらないもの。 

  それに対して、今、国がやっているのは、保

険証をひもづけましょうとか、免許証をひもづ

けましょうとか、そういうことをやっているわ

けですが、保険証とか免許証って変わるものな

んですね。変わらないものに変わるものをくっ

つけようとするから、絶対100％にならないと

いうふうに私は思っているんです。 

  最初、マイナンバーカードは、今も現在もそ

うですが、個人の意思に基づく申請になってい

るわけなんですが、そのような観点から考えた

場合に、まず個人が持っているマイナンバー、

これをカード化するということをしっかり意思

づけて、国民全員にカードを普及させるべきだ

った。個人の申請ではなくて、国が主導してや

るべきだったんじゃないか。それに対して、自



－54－ 

分の保険証をひもづけたい人とか、免許証をひ

もづけたい人を募集するのが筋だったのでない

かと、基本的に順序が逆なんでなかったのかな

と、今になって私は思っているんですが、その

辺の考え方に対して、市長はどのように考えま

すか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  議員がおっしゃっている国が責任を持

って主体的に進めるべきだということについて

は、同感でございます。 

  マイナンバーと、それからデジタル的な運用

と。ナンバーだけであればアナログでもいいわ

けですが、このデジタル的な運用と、それから

またコロナ禍が絡み合ったところで、いろいろ

複雑な問題が生じているのかなというふうに思

います。 

  やはり国策として進めるのであれば、それは

政府がしっかり腰を据えて、腹を決めて、全員

に普及できるように進めるべきと考えておりま

す。 

○議長  ４番島津善衞門議員。 

○島津善衞門議員  南陽市の場合、誤登録がな

かったというふうなことで、大変よかったなと

安堵しているところです。これは、当初からこ

ういう条件で登録しなさいよと言われたことを

きちっと守って、作業手順をしっかり踏んで行

ったからなんだろうなと、事務当局の正しい手

続の仕方に対して敬意を表したいと思います。 

  先ほど市長が壇上でありましたが、四、五百

の自治体が対象になって再検査を受けるという

ふうなこともあったようですが、そういう事態

は、そのアンケートの中身を分析されて、どこ

かでちょっと手抜きをしたのかなと、そういう

ふうなところがあったのではないかというふう

に私は思うんですが、この作業をするに当たっ

て、その手抜きをしたところというか、ちょっ

と手を抜いたところ、それからしっかりやった

ところ、その辺の事務量の差ってどのくらいだ

ったのかな。 

  その辺というのは、デジタル主幹のほうで分

かりますか。分かったらちょっと教えていただ

きたいと思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  佐野情報デジタル推進主幹。 

○情報デジタル推進主幹  それでは、ただいま

の御質問にお答えいたします。 

  作業量的な部分については、ちょっと数値的

にはできないんですけれども、マイナンバーと

各課が持っている台帳とをひもづけする際は、

本人からマイナンバーカード、または通知カー

ドのマイナンバーの提供を受けて、各台帳とひ

もづけしてくださいというようなことは、本来

のルールとして決められております。 

  当然お持ちにならなかった方もいらっしゃい

ますので、そうしますと、本人のほうとどうや

ってマイナンバーをひもづけるかということが

大きな問題になるんですけれども、ここが、俗

に言う人為的なミスが発生している部分だと認

識してございます。 

  マイナンバーが提示されなかった場合は、お

名前、生年月日、性別、住所の４情報でひもづ

けしなさいよというようなことが取り決められ

ておりますけれども、この４情報を使わないで、

名前と生年月日、性別とか、この３情報だった

り、または名前と性別のみでぶつけてしまった

りとか、そういったことがほかの市町村の中で

はあったのかなというふうに認識をしておりま

すが、南陽市においてはそのようなことがなく、

マイナンバーの提示を受けて、提示を受けなか

った場合は、４情報できちんとマイナンバーの

ひもづけをしたことによって、追加の総点検の

対象からは外れたものと認識してございます。 

  以上でございます。 

○議長  ４番島津善衞門議員。 

○島津善衞門議員  ありがとうございます。 
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  佐野主幹の誠実な性格がそのまま今回の登録

に表れたんだなというふうなことで、非常に喜

ばしいことだと思います。 

  マイナンバーというのは12桁なわけですけれ

ども、これにはチェックデジットという仕組み

があると。これが、１桁から11桁までを用いて

12桁目がひとりでに計算される。だから、途中

で入力をミスすると、12桁目の数字が合わなく

なって、これは入力ミスしていますよというふ

うな形になっているんだそうですね。 

  それで、やはり先ほど市長の考えをお聞きし

ましたけれども、この間違いないマイナンバー、

これを基本にすべきだったというのが、こうい

うところからもはっきり出てくるんでないかな

と。先ほどのいろんな保険証、その他に関して

は、マスターデータでなくて、トランザクショ

ンデータとかというんですね。変わるもの、後

から追加して入れるデータというふうなことに

なるんだそうですが、そういうふうなことの根

本的な間違いがあったのではないかなというふ

うに私は思います。 

  その中で、皆さん多分覚えていらっしゃると

思いますけれども、以前、消えた年金問題とい

うものがありました。これと同じことが今回起

こっている。その根本はどこにあるのかという、

根本的なミスが同じだというふうなことで、今

後の作業についても十二分に注意をしていただ

きたいなというふうに思います。 

  それから、今現在、南陽市の中ではそういう

ふうなミスがないというふうなことのようです

が、佐野主幹にちょっとお尋ねしたいんですが、

よく情報を見ていますと、私たち個人でも、自

分のマイナンバーカードに入力されている項目

が間違っているかどうかを確認できるというふ

うなことが言われているようですが、自分でや

る方法ってどのようなことだか分かりますか。

もし分かったら教えていただきたいのですが。 

○議長  佐野情報デジタル推進主幹。 

○情報デジタル推進主幹  それでは、お答え申

し上げます。 

  個人のマイナンバーを使って国が管理してい

る情報を見るサイト、マイナポータルというサ

イトがございます。こちらにアクセスすると、

今現在、自分のマイナンバーに対してひもづい

ている情報、医療の情報ですとか税情報等が見

られます。 

  見る方法としては２つございまして、パソコ

ンを使う方法、またはスマートフォンを使う方

法でございます。いずれにしましても、パソコ

ンとかに、カードを読み取る機械をパソコンに

接続しまして、マイナンバーカードをそこにカ

ードの読み取り機能をかざして、４桁の暗証番

号を入れますとログインができて、そこの中で

見ることができるようでございます。 

  また、スマートフォンによって見る場合につ

きましては、今現在アンドロイドというスマー

トフォンのみが対応しているようでございます。

こちらにつきましても、アンドロイドの端末機

に、後ろのほうにカードを合わせまして、それ

で、４桁の暗証番号を入れますと情報が見られ

るようになっているようでございます。 

  以上でございます。 

○議長  ４番島津善衞門議員。 

○島津善衞門議員  ありがとうございました。 

  それでは、最後にコンビニ交付の件なんです

が、今回の議会の資料の中に、コンビニ利用の

交付手数料は200円というふうな金額の提示が

あったようでございます。これは本市への歳入

が200円ということなんですが、この200円に対

する歳出はどのようになるのでしょうか。 

  全額市に入金になって、全額市で使えるとは

思えないんですが、コンビニさんに払う手数料

とか、その他システム料とかいろいろあるかと

思うのですが、その辺の経費について、200円

に対する経費を教えてください。 

○議長  答弁を求めます。 
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  竹田市民課長。 

○市民課長  ただいまの御質問にお答え申し上

げます。 

  コンビニにお支払いするコンビニ事業者への

委託手数料が117円となっております。200円納

めていただいた分については、一旦市のほうに

歳入として入りまして、歳出としてコンビニ事

業者への委託手数料をお払いするものでござい

ます。そのほかに、発行証明手数料など、また

発行するための業務委託料などがかかってくる

ような形になっております。 

  以上でございます。 

○議長  ４番島津善衞門議員。 

○島津善衞門議員  今、コンビニさんに払う手

数料が117円、そのほかの経費として、私、180

円があって、合計297円の原価がかかるという

ふうにお聞きしているのですが、それで間違い

ないでしょうか、お尋ねします。 

○議長  竹田市民課長。 

○市民課長  お答え申し上げます。 

  議員がおっしゃった180円につきましては、

ＢＣＬ証明発行機能利用料と申しまして、コン

ビニ交付を発行します地方公共団体情報システ

ム機構へ払うものでございます。この180円に

つきましては、そのＢＣＬ機能を用いて証明書

を発行する自治体のみがお支払いするようなも

のでございます。 

  ですので、南陽市については、180円かかり

ますが、そのほかの自治体でＪ－ＬＩＳを使わ

ない自治体については、ほかの業者様にその手

数料的なものを払っているような状況でござい

ます。 

  以上でございます。 

○議長  ４番島津善衞門議員。 

○島津善衞門議員  要するに、200円の収入に

対して297円という支出があるというふうに考

えてよろしいんですね。とすれば、私がお聞き

したいのは、なぜ200円にしたかという設定根

拠が第１点です。 

  それから、第２点は、いつまでこの差額を市

が負担し続けるのか。その２点についてお尋ね

したいと思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  竹田市民課長。 

○市民課長  ただいまの御質問にお答え申し上

げます。 

  200円の根拠でございますけれども、まず、

手数料を減額した理由といたしましては、マイ

ナンバーカードの利用促進と、手数料を減額す

ることで、市役所に行かずにコンビニ交付を利

用していただくということで、利便性を実感し

ていただきたいというふうなことを目的として、

手数料を減額するように御提案を申し上げたと

ころでございます。 

  また、県内の自治体の状況のほうを見させて

いただきますと、13市中10市がコンビニ交付を

実施しておりますけれども、そのうち６市が、

手数料のほうが減額になっております。６市と

も大分手数料のほうを減額されておりますが、

200円に設定されているところが多いというこ

とでございます。 

  また、いつまでかということでございますけ

れども、期間を設けずに、手数料のほうについ

ては200円のままでいきたいというふうに考え

ているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長  ４番島津善衞門議員。 

○島津善衞門議員  そのようなことで、市の財

政負担をしても、とにかく市役所に出向かない

で、便利にコンビニからいろんな書類をアウト

プットすることができるというふうなことで、

ぜひ市民の皆さんに御利用いただきたいという

ふうなことだと思いますので、ぜひその周知、

得ですよというふうなことで、今後も周知徹底

を図っていただきたいというふうに思います。 

  それでは、次の成年後見制度の利用の促進と
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いうふうなことでお尋ねしたいと思うのですが、

まず、成年後見制度を利用する場合は、南陽市

民の方々は、まずどのような流れをすればいい

のかな。まず、福祉課さんに行って、それから

社会福祉協議会さんへ行って申請書を作って、

家庭裁判所に届出、判断をしていただく、その

ような流れでよいのか、ちょっと確認させてく

ださい。 

○議長  尾形福祉課長。 

○福祉課長  ただいまの御質問にお答えをいた

します。 

  第一窓口というふうなことで、相談を受ける

ところ、市民の方の相談を受ける場所としては、

福祉課、もしくは地域包括支援センターという

ふうなところで相談をお受けすることになりま

す。その後につきましては、本当に成年後見が

必要なのかどうか、そういったところも踏まえ

て、また適切な機関につなげていくというふう

なことになります。 

  以上です。 

○議長  ４番島津善衞門議員。 

○島津善衞門議員  ただいまの地域包括支援セ

ンターって庁内にありますよね。そこですよね。

いずれにしても、市役所の１階の入って左側の

ほうで御相談なさってくださいということでよ

ろしいんですよね。 

○議長  尾形福祉課長。 

○福祉課長  ただいまの御質問にお答えいたし

ます。 

  庁内に福祉課、そして地域包括支援センター

ございますが、もう一か所、南陽市社会福祉協

議会の中にも委託しているセンターがございま

すので、そちらのほうでもお受けすることがで

きます。 

  以上です。 

○議長  ４番島津善衞門議員。 

○島津善衞門議員  南陽市内の方は、そこで一

旦相談を受けて、それから米沢後見センターと

の関わりはどうなるのか、ちょっとそこを教え

てください。 

○議長  尾形福祉課長。 

○福祉課長  ただいまの御質問にお答えいたし

ます。 

  先ほど申し上げました第一の市民の相談の窓

口としては、福祉課、そして地域包括支援セン

ターということになりますが、置賜成年後見セ

ンターにつきましては、第二相談窓口というふ

うな位置づけになりまして、私どもの行政機関

でありますとか、他の関係機関からの相談をお

受けする場所というふうなことで位置づけられ

ているところでございます。 

○議長  ４番島津善衞門議員。 

○島津善衞門議員  すみません、そうしますと、

家庭裁判所に提出する申請書というのは、例え

ば南陽市の福祉課とか支援センターでも作るん

ですか。それとも、全部その米沢の後見センタ

ーに依頼するという形になるんですか。その辺

教えてください。 

○議長  尾形福祉課長。 

○福祉課長  ただいまの御質問にお答えいたし

ます。 

  家庭裁判所への申請というふうなことになり

ますと、それは個々に必要な方がするというふ

うなことになりますけれども、そちらのほうが

十分にできないとか、そういったところでお手

伝いをするというふうな部分で、私ども、もし

くは置賜成年後見センターがお手伝いをすると

いうふうな、支援を行うというふうな機関とい

うふうに考えていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長  ４番島津善衞門議員。 

○島津善衞門議員  ありがとうございます。 

  私、この問題、後見センターの件を今日質問

させていただいたのは、今、南陽市の人口は減

っていますが、世帯数は増えていますよね。と

いうことは、高齢者だけの世帯が増えていると
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いうふうな状況なんですね。 

  以前ですと、１家族６人とか、親御さんと本

人と孫と３世代同居とかあって、それぞれがそ

れぞれの役割を果たしながら家庭を守ってきた

わけですが、今それが減ってきて、世帯数が増

えて、結局別れている。そうすると、家族内で

解決できないというふうなことで、この後見制

度がこれからどんどん増えていくのでないのか

なと。 

  それが先ほど言った研究成果の人員の問題、

5.4人に１人が認知症になって、それが自分で

問題を解決できなくなって、後見センターで相

談をしなくちゃならないというふうなことで、

今後、この部署というのは非常に大事な部署に

なってくるのかなというふうなことを認識した

ものですから、お尋ねしたところでございます。 

  それから、最後の定住自立圏の問題なんです

が、大変慎重な、正確な答弁を市長がなされま

したので、あまりそれ以上のことを言えないの

ですが、当時からずっと関わっていらっしゃる

副市長にちょっとお尋ねしたいことがあります。 

  それは、私は地域にいると、南陽市は経営負

担している。それなのに、経営負担をしていな

い市町村がデマンドを使って、置総に地域の人

を通う手助けをする。これってどういうことな

のやとよく聞かれます。 

  その聞かれたときに、私は、南陽の場合は、

医師や看護師さんの確保の問題とか、当時から

いろいろ苦労なさっていたので、こういうふう

な置総のグループの中に入って、南陽病院をし

っかり守って、市民の健康を守っているんだと

いうふうに思ってはいるのですが、これが正し

いのかどうか私、分かりません。 

  それで、市民に説明する正しい答えを簡潔明

瞭に副市長にお尋ねしたいと思います。副市長、

よろしくお願いします。 

○議長  大沼副市長。 

○副市長  質問にお答えします。 

  適切かどうかは分かりませんが、私の考え方

で申し上げると、公立置賜総合病院と併設して

いる救命救急センターは県の負担です。市町村

は一切負担しておりません。ですから、３市５

町のうち米沢以外については、全て救命救急セ

ンターに運ばれるというようなシステムになっ

ています。 

  その次、じゃその方が置賜総合病院のほうに

入院なさって、いわゆる２市２町以外の患者の

方もいらっしゃるということなんですが、これ

については、そもそも論なんですが、私も実は

南陽市立病院時代に長井の市立病院に入院させ

ていただいた経過があるので、そこはお互いさ

まなのかなというのが一つの考え方です。 

  つまり、医療というのは、１次医療、つまり

開業医も含めた１次医療と、あと高度医療、２

次医療等々の役割分担がやっぱりきちんと分か

っていますので、公立置賜総合病院については、

網羅的な診療科目を持って全てをやっているの

で、なかなかやっぱり自治体病院では全てをす

るというのが、要するに町の病院で全てを完結

するというのは難しいので、やはり分担せざる

を得ない。 

  そのときに、先ほどの負担はどうなのという

ふうなことになると思うんですが、そこも含め

て言えば、結局、３市５町といえども県が参画

していて、イニシャルコスト、いわゆる建築の

ときには８割、県が持っているわけです。運営

については45％県が持っている。つまり、ほか

の市町もある意味では負担しています。 

  ここで、先ほど議員のほうからあったように、

実際の話をいうと、公立置賜総合病院のフレー

ム、いわゆる事業団のほうに南陽病院も含まれ

ているわけなんですが、そのときの最大のメリ

ットは、やはり医師とかそのほかの医療スタッ

フが企業団で採用する。その企業団から派遣を

受けて南陽病院にしているというふうなことで、

ほかの３つの町立病院はそこがなっていないの
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で、恐らくスタッフの確保というのがこれから

非常に負担になってくると思います。 

  ですので、そういう意味では、負担金ぐらい

にメリットはあるのではないかというふうに思

っています。 

  つまり、南陽病院に行っていただくと分かる

んですが、公立置賜総合病院から医師が派遣さ

れて、こまを持ってしていますので、そういう

意味では、最大限、公立置賜総合病院のメリッ

トを生かしているつもりで運営しています。 

  以上です。 

○議長  ４番島津善衞門議員。 

○島津善衞門議員  丁寧な分かりやすい御答弁、

大変ありがとうございました。ほかの議員の皆

さんも大変よく理解できたのではないかなと。

今後市民から聞かれたときは、そのように丁寧

に各議員もお答えして、私もそのように努力し

たいと思います。 

  以上で質問を終わります。ありがとうござい

ました。 

○議長  以上で４番島津善衞門議員の一般質問

は終了いたしました。御苦労さまでした。 

  ここで、暫時休憩といたします。 

  再開は午後１時といたします。 

午前１１時４７分  休  憩 

─────────────────── 

午後 １時００分  再  開 

○議長  再開いたします。 

─────────────────── 

高 橋 一 郎 議員 質 問 

○議長  次に、６番高橋一郎議員。 

〔６番 高橋一郎議員 登壇〕 

○高橋一郎議員  ６番、真政会、高橋一郎です。 

  傍聴に来られていないですね。それから、イ

ンターネットライブ配信御覧の方もありがとう

ございます。 

  南陽市議会もこの９月定例会より、ようやく

待ちに待ったインターネットによるペーパーレ

ス会議がスタートしました。今、私が手にして

いるこのタブレット、それから議員の自席にあ

るタブレットは、本市で購入し、貸与されたも

のです。早速、本日より使用していきたいと思

います。１年間は紙ベースの資料と併用して行

いますので、試行錯誤しながらペーパーレスに

より省資源に努め、市民の負託に対して迅速に

応えられるように、ＩＣＴ特別委員会を軸に議

会で推進してまいります。 

  さて、30度超えの酷暑が２か月も続く、記憶

にない、先ほどのテレビですと125年前にとい

うような話があったんですけれども、本当に沸

騰気象で、人間はもとより、牛、豚、鶏等にも

大変厳しく、死んでいる件数が増えているよう

です。米や畑作物、畜産物、リンゴ、ブドウな

ど果実の収穫も心配です。 

  加えて、物価高、とりわけガソリン燃料価格

の高騰に、運送会社や事業者のみならず、多く

の国民が悲鳴を上げています。この苦しい生活

にピンポイントな施策で、政府は今すぐ応えて

もらいたい。まさしく切実な国民の声です。 

  また、東京電力は放射能汚染水のＡＬＰＳ処

理水を放出しました。私は放出には反対です。

切り札だった凍土壁など、技術的に海洋放出し

ない方法は本当にないのでしょうか。天変地異

と違い、人間がやったことの解決方法は、ほか

に必ずあるはずです。 

  ともあれ、中国の対応にはあきれ返ります。

何の非もない南陽市役所や旅館に対する嫌がら

せの電話が数千件と殺到しました。中国の原発

の放射能汚染処理水濃度は日本の数十倍にもあ

ることを省みず、日本政府ならまだしも、全く

いわれのない日本国民を罵倒することには、怒

りが湧きます。ただ、挑発に乗らずに、冷静な

対応をすることが求められていると思います。 

  また、国内での大きな問題は、消費税のイン

ボイス制度がこの10月に導入されることです。

これにより、今、消費税課税を免除されている
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売上げ1,000万円未満の中小零細業者は、これ

を機に辞めざるを得ないことに直面していると

言われています。 

  この秋以降、今述べたことを含めて、政局に

発展する波乱を多く抱えた岸田政権の政権運営

に注目していきたいと思います。 

  それでは、通告していることについて御質問

いたします。これら全てが、市民の皆さんの切

実な声、疑問の声ですので、真摯に受け止めて

いただき、前向きな答弁を期待いたします。 

  南陽市に住んでよかった、住んでみたい南陽

市を目指して。 

  最初に、芋煮会のできる場所の新設について。 

  令和２年６月定例会で、吉野川癒しと交流ス

ポットの新設について一般質問をいたしました。

市長答弁要旨は、できないという考えに立つの

ではなく、どういったことが市民の皆さんの今

後の暮らしの上でいいことなのかということを

常に考えながら取り組んでいくとの回答でした。 

  上記を踏まえて、河川敷、または花公園敷地

内、あるいは十分一山などに芋煮会のできる場

所を新設することに関して、現在の市長の考え

方をお伺いいたします。 

  ２番目は、二色根温泉の活用について。 

  四季南陽と協定を締結して温泉リゾート施設

ができるまでは、月30万円の賃料、すみません、

ここで訂正をさせていただきたいと思います。

現在の賃料は20万円となっておりますので、お

わびして訂正させていただきます。 

  しかし、電気代などの経費をかけて二十数万

円で温泉をただ捨てている状態は、もったいな

い。というより、公金支出としてはいかがなも

のでしょうか。旧ハイジアパーク南陽、または

源泉地での有効活用が図れないのでしょうか。

例えば足湯の提供とか、除雪用に利用するなど

はどうでしょうか。 

  ３番目は、コミュニティ・カーシェアリング

の取組についてです。 

  このことについては、３月定例会で一般質問

をしました。それを受けて、８月22日、えくぼ

プラザにて、一般社団法人日本カーシェアリン

グ協会の代表理事、吉澤武彦氏をお迎えして勉

強会を開催していただきました。これから具体

的に取り組む団体が出てくることを期待してお

ります。 

  勉強会でも説明がありましたが、伴走支援と

しての外部専門家、地域力創造アドバイザーを

活用してスタートアップ支援していくことにつ

いて、いかがお考えでしょうか。 

  ４番目は、ゼロカーボンシティ宣言後の取組

についてです。 

  令和２年12月23日、本市もこの宣言を行いま

した。次のことをお伺いいたします。 

  （１）その後に取り組んだこと。 

  （２）カーボンクレジットの取得計画。 

  （３）水田中干しによるカーボンクレジット

の取得への関わり。 

  （４）今後の施策について教えていただきた

いと思います。 

  最後に、子供たちがふるさとに残るための教

育について。 

  Ｗｅｂ3.0の時代になり、都会に住まなくと

も豊かな自然のあるふるさとで仕事を求め、生

活する時代に変化しています。家庭や地域、そ

して教育現場でも、都会志向から脱却すること

は、持続可能な地方社会を構築するためにも重

要なことだと考えます。 

  このことを踏まえ、学校教育と社会教育を通

して、子供たちがふるさとに残るための教育を

どのように考え、どんな教育を実践していくの

かお伺いいたします。 

  以上、壇上からの質問といたします。市民の

立場に立った議論を展開することを御期待申し

上げます。よろしくお願いいたします。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 
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〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ６番高橋一郎議員の御質問にお答え申

し上げます。 

  なお、子供たちがふるさとに残るための教育

についての御質問につきましては、学校教育課

長より答弁いたさせますので御了承願います。 

  初めに、芋煮会のできる場所の新設について

でございますが、芋煮会に使用できる公共施設

は、向山公園西側の吉野川河川敷、南陽ふれあ

いの丘、びっき石公園、南陽スカイパーク、吉

野公園の５施設となっております。 

  議員御提案の十分一山では、南陽スカイパー

クを芋煮会場として使用できる状況にございま

す。また、候補地として考えることができる中

央花公園西側の河川敷は、冬期間の雪押し場と

なっているため、水回り施設の設置に適さない

といった課題がございます。 

  現段階では、芋煮会場の新設について具体的

な案を持ち合わせておりませんが、県内でも、

河川敷や公園等で芋煮会が行われる風景も目に

するところでありますので、他の自治体の例を

参考にしながら、公共施設で芋煮会ができる場

所について検討してまいりたいと考えておりま

す。 

  次に、２点目、二色根温泉の活用についてで

ございますが、令和３年５月に旧ハイジアパー

ク南陽の活用に関する支援協定を締結し、温泉

を供給しております。温泉の活用につきまして

は、この支援協定に基づき、二色根温泉の利用

者である株式会社四季南陽の今後の事業計画の

中で決定していくことになります。 

  二色根温泉は、源泉から旧ハイジアパークま

で約２キロの配管が布設されておりますが、常

時一定の圧力を配管に負荷していないと破損の

おそれがあることや、常に通湯していないと配

管が腐食する可能性があること、配管内に温泉

が十分に満たされないと配管内に雑菌が繁殖す

ること、ポンプを停止すると温泉成分が固着す

るおそれがあることなどから、温泉の活用はこ

れからとなりますが、配管と設備の保全のため、

送湯しているものでございます。 

  次に、３点目、コミュニティ・カーシェアリ

ングの取組についてでございますが、８月22日

に赤湯公民館を会場に、一般の方を対象に勉強

会を開催したところでございます。当日は、内

閣府地域活性化伝道師で日本カーシェアリング

協会代表理事、吉澤武彦氏を講師に迎え、近所

同士で車を一緒に活用し合う地域のサークル活

動の仕組みや実践例の講演を行っていただきま

した。今後は、高齢者同士でも行えるコミュニ

ティ・カーシェアリング制度の利点が生かされ

るよう、研究を行ってまいります。 

  次に、ゼロカーボンシティ宣言後の取組につ

いての御質問の１点目、その後の取組について

でございますが、令和３年度に市の事務事業に

ついて定めた地球温暖化対策実行計画事務事業

編を改定するとともに、本年３月に本市全体の

温室効果ガス削減の具体策を定めた地球温暖化

対策実行計画区域施策編を策定いたしました。 

  具体的な取組といたしましては、本庁舎、上

下水道庁舎、えくぼプラザ及び沖郷公民館にお

いて、二酸化炭素の排出量がゼロの電力、やま

がた水力プレミアムの導入や、本庁舎再生可能

エネルギー設備等導入整備、斎場しらぎく省エ

ネルギー設備等導入整備、ＥＶ公用車の導入、

本庁舎、社会教育施設、斎場しらぎくのＬＥＤ

化、一般住宅を対象とした太陽光発電設備の設

置補助の拡充等となります。 

  次に、２点目、カーボンクレジットの取得計

画についてでございますが、現在のところ計画

はございません。 

  次に、３点目、水田中干しによるカーボンク

レジットの取得についてでございますが、水稲

栽培においては、通常、水田に水を張ると土壌

中の酸素が少なくなり、メタンがつくられて大

気中に放出されると言われております。田植後
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に苗が根づいてから、茎数を増やしていく時期、

いわゆる分げつ期に、無効分げつの発生抑制や

根腐れの抑制、稲の直下方向への根の伸長を促

進させるために、張った水を一時抜いて乾かす

中干しという管理を行います。この間はメタン

の排出量が少なくなることから、この中干し期

間を延長し、水田から発生するメタン排出量を

削減させるための方法論がＪクレジット制度の

中で認証されております。 

  Ｊクレジットとは、自主的に削減したＣО２

削減量をクレジットとして国からの認証を得て、

そのクレジットを活用者へ売却できる制度です

が、認証や活用に際しての申請が煩雑であり、

申請費用が負担となるなど、制度の活用が進ん

でいない状況にあるとも伺っております。 

  なお、山形県においては、米の収量や品質へ

の影響も心配されるため、中干し期間は７日か

ら10日前後にとどめ、それ以上は長く行わない

などの水管理を関係者に周知していることを踏

まえると、Ｊクレジット認証の条件となる中干

し期間の７日間以上延長を満たすことはできな

いものと受け止めております。 

  したがいまして、市、または生産者において、

具体的な取得に向けた関わりは今のところござ

いません。 

  しかしながら、農林水産省が策定したみどり

の食料システム戦略においては、カーボンニュ

ートラル等の環境負荷軽減の推進の取組として、

水田の水管理によるメタン削減も位置づけられ

ておりますので、Ｊクレジット制度にかかわら

ず、メタン排出量削減の取組について、今後、

生産者や関係者の皆様と研究してまいりたいと

考えております。 

  次に、４点目、今後の施策についてでござい

ますが、先ほど御説明いたしました地球温暖化

実行計画に基づき、脱炭素社会の実現に向け、

再生可能エネルギーの利用及び省エネルギー意

識の涵養促進、森林整備と木材の地産地消やご

みの減量、資源化の推進など、市、市民、事業

者が一体となり、地球温暖化対策を進めてまい

ります。 

  私からは以上でございます。 

○議長  答弁を求めます。 

  佐野学校教育課長。 

○学校教育課長  ６番高橋一郎議員の御質問、

子供たちがふるさとに残るための教育について

お答え申し上げます。 

  まず、学習指導要領において、社会の変化を

乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な

社会の創り手を育む内容がございます。 

  本市におきましては、これまで継続してきた

地域総合型教育を現在の第六次南陽市教育振興

計画においても中核に据え、高い志を持って生

涯にわたって学び続け、自立的に生きる人材の

育成を目指し、様々な取組を行っているところ

でございます。 

  市内各小中学校においては、これらを踏まえ、

児童生徒がふるさとのよさや課題に気づき、理

解し、追求することを通して、発達段階に応じ、

愛校心や愛郷心を醸成する教育に取り組んでい

るところでございます。 

  以上でございます。 

○議長  再質問に入ります。 

  ６番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  ありがとうございました。 

  それでは、私のほうから再質問させていただ

きます。 

  まず、１番の芋煮会については、現在もやっ

ているところできますよというふうな話でした。

ただ、市長も分かると思うんですけれども、や

はり水とトイレですよね。その水とトイレがや

っぱりないと、なかなか大変かなと私は思って

います。 

  実は、私の昔の話をして申し訳ないですけれ

ども、私、中学生の頃、市長はどうだったです

かね。学校の授業の一環で、三居沢までリヤカ



－63－ 

ー引っ張って、全部薪も皆持ってやって行った

ものですよ。そこで芋煮会をしていたんです。

多分、副市長も今うなずいているところを見る

と、副市長は私より上ですので、そうだったん

ですよ。それが非常に楽しみで、なので、芋煮

会というのは水場のあるところ、あるいは河川

の脇でやるというのが一つ植え付けられている

わけですね。 

  それはそれとして、一つのこれは風物詩とい

うか、ソウルフードというか、そういうふうな

ものだと思っていますし、にぎわいの創出にも

なるのかなと。今までコロナというふうなこと

で、どうしても密を避けるというふうなことが

ありましたので、何も申し上げてこなかったん

ですけれども、ここに来て、やっぱり芋煮会シ

ーズン、したいよなというふうな話がありまし

た。 

  さてどうするかと、じゃ河川敷で、例えば新

生橋の河川敷のほう、水は例えば花公園のトイ

レの前のから水もくんでこられる、トイレもあ

ると。あそこいいんじゃないかな。じゃ、どこ

に断ればいいんだというような話があって、な

かなかそこは、県の河川敷の場合ですと、なか

なか正式な手続を取ってというのは難しいのか

なとありましたので、例えばちょうど向山橋の

ほうについては、野球場のほうのトイレもある

し、水もある。割ときれいになっておる。 

  実は、今回この質問をするために、その場所、

現地について写真を撮ってきて、それを見なが

らというふうに思っていたんですけれども、ま

だそこまで、このインターネットの、ここにプ

ロジェクターがあって、プロジェクターの中に

映し出して、こういうところでどうでしょうね、

市長というふうにやると、一目瞭然でいいと思

うんですけれども、それはちょっとまだ無理な

ようなので、次回にでもそういった形でのプロ

ジェクターを使った、いわゆるビジュアルのも

のもしたいというふうに思っています。 

  ちょっと話がそれたんですけれども、前回の

平成２年の定例会で私が質問した中で、私は、

花公園はスポーツ交流、憩いのスポットですし、

公園法というものがあるから、縛りがあるから、

それはそれであるんですけれども、そこに縛り

のないような場所で何かできないかなというふ

うに思っておりますので、トイレがあって、水

があって、釜も少しあるみたいな感じだと一番

いいわけですけれども、それについて、今の市

長の答えですと、他の自治体とか公共施設でや

れるようなところを見てみるというようなこと

でしたので、それに期待したいとは思うんです

けれども、ちょっとそういった今の私のことを

踏まえて、市長、何かコメントあればお願いし

たいと。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  芋煮会場の新設については、以前から

御意見を頂戴しておりまして、課題だなという

ことは頭の中に置いております。その中で、以

前、御意見頂戴したときには、ちょっと詳細は

覚えておりませんけれども、なかなかやっぱり、

この県管理河川の中で新たに行うことの困難さ

というのが、たしかあったような気がします。 

  ただ、公園法もあれば河川法もある、いろん

な縛りがある中で、議員がおっしゃるような水

場が近い、そして、私が思うに、やっぱり動線

もできるだけ短いほうがいい。利便性が高い。

そしてさらには、水道を引っ張る上ではやはり

費用もかかりますので、それもできるだけ短い

ほうがいい。そうした適地がないかなというふ

うに思っております。 

  それについては、いろんな法律の中で適法に

行う上で、どこが適地なのかは、花公園を管理

している建設課などとも、ぜひ御意見を頂戴し

ながら考えていきたいなというふうに思ってお

ります。 

○議長  ６番高橋一郎議員。 



－64－ 

○高橋一郎議員  やれないということじゃなく

て、やれるというふうなスタンスで頑張ってい

ただきたいなというふうに思います。 

  ちょっとお聞きしたいのは、十分一山でもで

きるとありました。これは、いわゆる公園法で

はどうなっているんでしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  嶋貫観光振興主幹。 

○ワクチン接種対策主幹（兼）観光振興主幹  

ただいまの御質問にお答えさせていただきたい

と思います。 

  南陽スカイパークでの芋煮会でございますけ

れども、スカイパークのほうは指定管理をして

おりまして、南陽市スカイレジャー振興会のほ

うで管理をしているわけなんですけれども、芋

煮会として利用していただく場合には、スカイ

パークの条例に基づいて利用申請をしていただ

いて、その後に利用の条件とかがあるわけなん

ですけれども、スカイパークの景観上といいま

すか、設置の目的上、直火ではできないとか、

そういった問題もございますけれども、カセッ

トコンロとかを持ってきていただいて、あとは

様々、飲料水とかも御持参していただいて、会

場としてスカイパークのほうを使っていただく

ことは可能となっております。そちらにつきま

しては、利用料金の支払い等も発生するもので

ございます。 

  以上でございます。 

○議長  ６番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  そうすると、スカイパークの

ロッジというか、建物のあるところ付近でとい

うことですね。その下の十分一山の広場、駐車

場みたいな広場ありますよね。そこは駄目なん

ですかね。 

○議長  嶋貫観光振興主幹。 

○ワクチン接種対策主幹（兼）観光振興主幹  

そちらのほうでの芋煮会というのは、直火での

とかという意味合いでございますか。そちらの

ほうは、できないものというふうに思っており

ます。 

○議長  ６番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  ちょっと視点を変えて、南陽

みらい議会の中で、今回、鈴木怜奈さんという

方が同じように中央花公園での芋煮会というふ

うなことを上げていまして、子供から高齢者ま

で楽しめる場を提供し、交流を促します。超高

齢社会の中で、高齢者も子供たちも楽しんでも

らえる市になってほしいと考えますというふう

な御意見が出ているようですけれども、まさし

く一つのそういったものが、世代間もあります

し、同じ同世代の中での楽しみでもありますし、

さっきに戻りますけれども、ぜひ前向きに検討

していただければというふうに思います。 

  じゃ次に、二色根温泉の活用についてです。 

  いろいろと市長からありましたけれども、結

局は配管の保全を考えると、どうしても揚湯し

なきゃならないと。したがって、有効利用はで

きないんだと、間接的に言えばそういうふうに

なるとは思うんですけれども、これについては、

当然先方の四季南陽のことも出てきます。 

  四季南陽さんのほうでパブリックコメントし

ているからあえて話しますけれども、いわゆる

アスベストの問題が出てきて、これがちょっと

どういうふうになるか分からないといった場合

に、やっぱり温泉で提供する、つまり温泉施設

ということは、ホテルに引くというふうなのが

四季南陽さんの計画ですので、それが例えばで

きなくなるとなってくれば、これは大変なこと

だなというふうに思っています。 

  ちょっと全く未知数なところもありますので、

なかなか答えることはできないと思うんですけ

れども、まず現在の考えとしては、もう一度お

聞きしますけれども、とにかく何もできずに、

今とにかく揚湯で上げていくしかないというふ

うなことですね、これ確認ですけれども。 

○議長  答弁を求めます。 
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  市長。 

○市長  現在では、議員のおっしゃるとおりか

というふうに思います。 

  ただ、四季南陽さん側でも、その状態を是と

しているわけではないといいますか、絶対その

状況を固定的に維持してほしいと思っているわ

けではないと思いますので、何か有効な具体策

があれば考えていきたいなとは思っております

が、今のところいい具体案が見つかっていない

という状況でございます。 

○議長  ６番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  これは要望にしかならないか

もしれませんが、まず揚湯したものをうまく利

用しましょうと、何かその方法をちょっと考え

ていただきたいなと思うんです。 

  例えば除雪にしても何にしても、揚湯したも

のをうまく利用するということはできる。揚湯

しないということじゃなくて、二色根温泉のと

ころで例えば足湯をするということじゃなくて、

まずは上げてやっていくというふうな形になる

のかなと思いますので、そこについては、ぜひ

四季南陽さんと話をして、うまく使うようにお

願いしたいなというふうに思います。 

  次に、コミュニティ・カーシェアリングの取

組です。 

  これも、私も勉強会に参加させてもらいまし

た。こういった簡単に身近にできる移動支援、

しかもコミュニティーがあってと、いわゆるお

しゃべり、茶話会なんかもしながらやっていけ

るということで非常にいいのかなと。 

  午前中、山口裕昭議員が、いわゆるクーリン

グシェルターの中で移動がなかなか難しくてと

いう話がありました。例えば、そういうふうな

ことにでも活用できる、割と自由度の高いこの

移動支援になるのかなというふうに思いますの

で、ぜひ取り組んでいく団体が出るといいなと、

増えるといいなというふうに思っていますけれ

ども、その際に、この質問のとおりスタートア

ップ支援として市が関わっていくと、スタート

アップですよ。現状うまくなっていけば、あと

はそれぞれに任せればいいわけなんで、そうい

ったことで考えていく。何か先ほどの質問だと、

何かよく分からなかった。研究する……。 

  ちょっと横道にそれますけれども、今、例え

ば市長が答弁しますよね。答弁書というのは、

後で私たちもらいます。市長が答弁した内容を

メモするわけですけれども、とても早くてメモ

できないんですよ、正直。 

  実はこれ、私もこれでしようと思ったんです

けれども、これは全く不可能。鉛筆でこうやっ

ても難しい。なので、これはここで言う問題で

はないかもしれませんけれども、      

 ＩＣＴでもちょっと研究していきたいと思い

ますけれども、ぜひこういったものがあれば、

例えばその日の質問者に対して、質問の回答が

パッと来るような、そんなシステムだといいな

と、うまく円滑にやれるなというふうに思って

います。これは答える必要はありませんけれど

も、そのように思います。本当に大変なんです

よ、正直。 

  何と言っているか分からなかったんです、コ

ミュニティーのほう、最後のほう。研究してい

くというふうにはやったんですけれども、私の

質問は、スタートアップ支援していくのはどう

ですかというふうに聞いているんですけれども、

それに回答なかったんじゃないかなと私思った

ものですから、改めてお伺いしたいと思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  このスタートアップ支援のちょっと定

義がどうなのかなというところがございまして、

先ほどの答弁のようになったわけですが、勉強

会の中でも、これは高齢者同士で気軽に行える

取組なんだと、そこが利点だということがあり

ましたので、その利点を生かせるように、我々

としても研究してまいりますということですの
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で、始めるに当たった支援というのは、もう既

に第一歩がスタートしているわけです。その中

で、地域のそういった高齢者の皆さんが主体的

に動く場合のサポート的なものは、当然してい

くべきかというふうに思っております。 

○議長  ６番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  今後、具体的に出てくる組織

なりコミュニティーなりがあって、そこに対し

ては、やっぱり来ていただいて説明していただ

くというのが一番いいのかなというふうに思っ

ていますので、そういった意味で、それには、

実はあと２回ほど、南陽市としては無料で呼べ

るという話だったようですので、ぜひそこも考

えてもらいたいというふうなことです。 

  じゃ、そういうことでよろしいですよね。分

かりました。 

  あと、じゃ４番目のゼロカーボンシティにつ

いてです。 

  これも、その後に取り組んだことは様々あり

ました。それから、最後のほうに、今後にする

施策についてもありました。ここの中で私がち

ょっと思っているのは、カーボンクレジットに

ついてです。 

  これ、ちょっと私もまだまだ勉強不足なんで

すけれども、Ｊクレジット制度というふうな中

で申請主義になっている。そこが例えば南陽市、

本市の場合ですと、森林もありますし、結構、

逆にクレジットを購入よりも与えるほうにつけ

るんじゃないかなというふうに思って、そうい

った方向になるといいなというふうに思ってい

ます。 

  それは全国の市町村そうだと思うんですけれ

ども、それについて何かＪクレジット制度で、

今後の、例えば森林についての取組とか、そう

いったものを個別に、何かそういった情報って

あるんでしょうか。あれば、分かる範囲でお答

えいただきたいと思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  寒河江農林課長。 

○農林課長  すみません、ちょっと質問に対し

てお答えになっていなかったら、改めて御指摘

いただければと思います。 

  森林を活用したＪクレジットという話だと思

うんですけれども、今現在、そうした検討につ

いては、今のところ農林課ではしてございませ

ん。 

  以上です。今のところ検討はしておりません。 

○議長  ６番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  分かりました。じゃ、やっぱ

り、私もいろんな勉強している中と同じような

形で、まだそこは進展していないという、そう

いうふうなことはあるんだけれども、現実的な

ことはなっていないということですね。分かり

ました。 

  ぜひ、これについてはちょっとアンテナを立

てていただきながら、ぜひ、これは市の財産に

係ることでもあると思いますので、よろしくお

願いしたいというふうに思います。 

  次に、最後の５番目の子供たちがふるさとに

残るための教育について。 

  これについては、先ほどの学校教育課長の答

弁の中で、ふるさとのよさや課題、そういった

もの、愛郷心や愛校心を持つようなことをやっ

ていきますというふうな話ありました。 

  それは、今までずっとそのような形でしてき

たと思うんですけれども、私が今回強調したい

のは、実は私もちょっと衝撃を受けたんですけ

れども、８月10日に山形市議会議長会の議員研

修会がありました。そこで、日本総研の主席研

究員の藻谷さんのお話がありました。そこで

様々話してくれたわけですけれども、そこの中

で、衝撃的な言葉がありました。くだらない偏

差値教育はやめようと。東大を目指すのは別に

必要ないんだというふうなことです。それに集

約されているのかなというふうに、私は思いま

した。 
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  もう一つは、アンラーニングという考え方し

ましょう、みんなで考えるというのはやめまし

ょうということです。そして、東京一極集中じ

ゃないですけれども、これ私が言っているんじ

ゃないです、その藻谷さんが言った言葉ですよ。

都会の劣化、東京に人を集めると日本は滅びる、

亡国は東京から始まると、こういうふうに言っ

ているんですよ。びっくりしました。何でなの

かなというふうに思ったら、東京といえば、人

口が増えていってと思ったんですけれども、と

ころがそうじゃない。減っているんですと。 

  その中で、今の日本の教育、私も自分に自戒

を込めて言いますけれども、ほとんどの家庭は

子供たちに、やっぱり勉強して、いい大学さ行

って、そしていいとこさかしぇがんなねごでと、

こういうふうに言うわけですよ。要するに、ほ

かのところの釜の飯食ってこいということで話

していったわけですよね。それが間違いだった

と、私は自戒しています。一回出て行けば、や

っぱり戻ってこないですよね。戻ってくるとし

ても、全部仕事終わって60歳過ぎて戻ってくる

みたいな、そういうふうな教育を私たちも、家

庭教育の中、それから社会教育の中、学校教育

の中でやってきたんじゃないかというふうなこ

とを話しするわけです、いろんな数字を出しな

がら。そうだなというふうに思った次第です。

それであえてこの質問をしたわけです。 

  その中で、スイスとイタリアの例を出されて

いました。スイスの教育について、スイスは、

スイスの時計であるとか、それこそ有名なとこ

ろ、ネスカフェであるとか、世界のブランドが

あるわけですよね、あの小さな国で。チューリ

ッヒというふうなブランドもあり、ちょっと出

しちゃ駄目なのかな、これは。そういうふうな

大変有名なメーカー等があります。それは何で

そういうふうになっているのかなというふうに

思ったところ、やっぱりユニークな教育をして

いる。多国籍の民族ですので、言語もドイツ語

あり、イタリア語あり、その中で育ってきてい

る。 

  大事なのは、そこの州、いわゆる連邦国家で

すので、各州ごとに教育という指針があって、

そこでふるさとの教育をしている、そういうふ

うなことがありました。 

  なので、あえて今回、最初に戻ると、このよ

うな形を質問しているかというと、学校の現場

で、特に学校の現場、社会教育の現場、様々あ

りますよね、社会教育の現場、そういうような

中で、やっぱりふるさとというのはいいものだ

ぞと、そしてここに残りましょうよみたいな、

簡単に言えばですよ、そういうふうなことが一

言でも学校の先生から出るのか出ないのかとい

うことです、お聞きしたいのは。どうでしょう

か。 

○議長  佐野学校教育課長。 

○学校教育課長  ただいまの御質問にお答え申

し上げます。 

  未来志向で考えると、都会かふるさとかとい

った二項対立的な考え方ではなくて、児童生徒

が自分の力を発揮できる場所、生き生きと活躍

してもらいたいということを思って、市内の小

中学校の先生方は児童生徒に向き合っていただ

いていると思っております。 

  活躍する場所は、ふるさと南陽、ここかもし

れません。中央、東京とか大阪とか仙台とかか

もしれません。あとまた、世界を股にかけるグ

ローバルな場で活躍する子供たちもいるでしょ

う。それら多様な場所で活躍してもなお、ふる

さとを思える、ふるさとに貢献したいなと思え

るような子供たちを育てたいと。市内の小中学

校の先生方は、そういう思いで教育活動を展開

していただいているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長  ６番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  そういう視点で引き続きお願

いしたいと思いますし、高校教育も関わってく
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るので、ここの場ではなかなかならないと思う

んですけれども、ぜひそういう、今までとは違

う価値観で、全て東京一点集中の方向、東京を

見ていくというようなことだけじゃなくてとい

うふうなことは、大事なことだなというふうに

思っていますので、ぜひ現場でもお願いをした

いというふうに思います。 

  今、学校教育の話ししたんですけれども、社

会教育のほうでは、何かそんなことで考えてい

ることがあれば。 

○議長  山口社会教育課長。 

○社会教育課長  議員の御質問にお答えしたい

と思います。 

  第六次南陽市教育振興計画におきましても、

地域総合型教育、こういったものを中心に据え

まして、生涯学習や地域づくり、またスポーツ、

文化、あらゆる力を結集させながら、地元に残

って活躍してくれる人材、また、先ほど学校教

育課長が答弁いたしましたけれども、有形無形

に日本の各地、あるいは世界に羽ばたいていっ

たお子さん方についても、地域を思い、地域を

支えていただく、ふるさとを支えていただく、

そういった有為な人材に育ってほしいと、そう

いう願いの下で社会教育活動も展開していると

ころであります。 

  例えば子供会、あるいは公民館事業におきま

しても、例えばお祭りでありますとか、様々な

地域行事に関わっていただく、こういうような

ことは既に実践しているわけでございます。ま

た、きらきら・ＥＫＵＢＯキッズ等、様々あり

ますけれども、そういったリーダーの育成であ

りましたり、議員も関わっていただいておりま

すスポーツ少年団やスポーツ活動においても、

そういった流れはくんでいるわけでございます。 

  また、文化活動、こういったものにも十分反

映させていっているわけでございますので、そ

ういった総合力を持って、社会教育分野におき

ましても、地域に残る人材、そういった有為な

人材を発掘できるよう、あるいは育成できるよ

うに努めてまいりたいと考えているところであ

ります。 

  以上であります。 

○議長  ６番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  例えば子供たちに、都会の子

供、小学校でも中学校でもいいですけれども、

そこで例えばＺｏｏｍでのやり取りをするとか、

日常的にそういうふうなことをやることによっ

て、東京の人も、東京にいる人だと、うちらの

年代からすると、どうしても優劣からすれば東

京の人のほうが優秀で、こちらが劣とするみた

いな、そんな変な意味での感覚というのは、な

いとは思うんですけれども、例えばそういうよ

うなことをなくすためにも、ぜひ、例えばＺｏ

ｏｍとか何かでやっていくというようなことも

入れていただきたいなというふうに思います。

これは要望になります。 

  あと、最後ですけれども、市長にお伺いした

いんですけれども、今ちょっと教育長がいらっ

しゃらないので、市長と、いわゆる教育の在り

方について、市長の考え方をお伺いをしたいと

思います。今のことを聞きながらでいいですの

で、常日頃思っていることで結構ですので。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  私、市長に就任させていただいたとき

に、当時の教育長が猪野教育長で、猪野教育長

が、市内の小中学校の校長先生を集めていただ

いて、今後の教育に対する考え方について、ち

ょっとお互いに共有しようという場を持ってく

れたんですよ。 

  そのときに、私これよかったのかどうか分か

らないんですけれども、私が校長先生の皆さん

にお話ししたのは、出木杉君ではなくて、のび

太を育てたいと。というのは、その趣旨は、自

分で何でもできる人ではなくて、自分ではでき

なかったとしても、周りからいろんな協力をい
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ただいて、みんなで助け合って、結果的にはし

ずかちゃんと結婚もしますし、ドラえもんには

助けていただけるし、大変いいのかなと私は思

っているんですけれども、ちょっとそういうこ

とではないようですね。 

  あと、先ほど議員がおっしゃった、東京に行

くとやっぱり合計特殊出生率が全国で一番低い

と。ということは、女性が東京に集まれば集ま

るほど子供の数は少なくなると。一方で、沖縄

に集まれば、合計特殊出生率1.8もあるので、

全国の中で一番子供が生まれるわけです。そう

いう意味で、東京に集まるというのはやっぱり

問題だと。 

  ただ、あと最後に申し上げるとすれば、ずっ

と南陽市から一歩も出ないでほしいというわけ

ではないというのは、多分議員も同じだと思い

ます。ずっといると、なかなか、うちの地元に

は何もないと、そういう話になりがちですので、

これが一歩でも外に出れば、うちのふるさとっ

ていいところだったんだなというふうな感覚も

身につきますし、やっぱり外の刺激も必要だと

思います。 

  最近、コロナ禍を経て、東京で子育てするの

はやっぱりふさわしくないと考える人が、この

間も地域おこし協力隊で来てくれたりしており

ますので、外も見て、そしてふるさとはやっぱ

りよかったというふうに思える教育であればい

いなと、教育委員会への権利の侵害にならない

ように、立場を考えながら協力してまいりたい

と思っております。 

○議長  ６番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  突然すみません、ありがとう

ございました。 

  そのようなことで、価値観が違ってきている

ということも、私、Ｗｅｂ3.0の社会になって、

本当にグローバルにできる、うちにいながらで

きるということがありますので、私たちも変わ

ってきた中での教育というのは、やっぱり自分

たちが変わらなきゃ駄目なんだなというふうに

思っていますので、市長の今のお話、よく分か

りました。ぜひよろしくお願いしたいと思いま

す。 

  私の質問を終わります。 

○議長  以上で６番高橋一郎議員の一般質問は

終了いたしました。御苦労さまでした。 

  ここで、暫時休憩といたします。 

  再開は２時５分といたします。 

午後 １時４９分  休  憩 

─────────────────── 

午後 ２時０５分  再  開 

○議長  再開いたします。 

─────────────────── 

佐 藤   明 議員 質 問 

○議長  次に、16番佐藤 明議員。 

〔16番 佐藤 明議員 登壇〕 

○佐藤 明議員  既に通告しております経済対

策、熱中症対策について質問をいたします。 

  なお、熱中症対策について、３番の山口裕昭

議員の質問と重複の点は御容赦願いたいと存じ

ます。 

  それでは最初に、市の経済対策について質問

いたします。 

  １点目、長期化する新型コロナウイルス感染

症拡大に物価高騰が追い打ちをかけ、多くの中

小企業が苦境に立たされています。中小企業白

書は、中小企業、小規模事業者の経営環境は、

感染症流行後の水準からは回復しつつあるもの

の、急激な為替や物価の変動、サプライチェー

ン混乱等の影響で、引き続き厳しい状況にある

と指摘をしております。 

  白書は、2020年第４四半期の中小企業全体の

売上高は129兆円、感染症流行前の19年同期の

売上高135.3兆円までは回復していない状況に

注目しております。 

  中小企業の経営利益に目を移すと、大企業と

の格差が鮮明に表れております。21年以降、大
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企業の経常利益は右肩上がりに急増し、22年第

４四半期は過去最高の14.3兆円。一方、同期の

中小企業の経常利益は5.2兆円で、21年以降の

推移も、おおむね横ばいから減少傾向に転じま

した。 

  中小企業と大企業で大きく明暗が分かれてい

る現状には、長引く物価高騰が色濃く影響して

おります。中小企業の原材料商品仕入価格指数、

ＤＩは、21年第１四半期から全産業、建設、製

造、卸売、小売、サービス等で上昇に転じ、22

年も急激な上昇が続きました。 

  白書は、仕入価格をどれだけ販売価格に転嫁

させたかを示す交易条件指数を算出。中小企業

の22年第４四半期の同指数はマイナス30台で、

コロナ流行前より低水準でした。白書は、コロ

ナが流行した３年間で、大企業と中小企業間で

価格転嫁力の規模間格差が開きつつあるとも指

摘をしております。 

  東京商工リサーチの調査によると、コロナ関

連の経営破綻、負債額1,000万以上は、今年７

月時点で累計6,738件。昨年９月以降、11か月

連続で200件を超えています。白書も倒産の増

加に警戒感を示しております。 

  南陽市においても同様の状況にあると伺って

おりますが、南陽市の経営状況はどのようにな

っているのか、市長の御認識、御見解を賜りた

いと存じます。 

  ２点目は、今後の見通しについて、どのよう

に見通しされているかお尋ねをいたします。 

  ３点目は、これまでも第１弾から第21弾まで

いろいろと各種経済支援をやってまいりました

が、今後の支援策はどのようにされるのか、改

めてお尋ねいたします。 

  次に、２点目でありますが、熱中症対策につ

いてお伺いいたします。 

  １点目、国連のグテーレス事務総長が先々月、

７月27日の記者会見で、地球温暖化の時代は終

わり、地球沸騰化の時代が到来したと述べまし

た。同日、世界気象機関、ＷＭＯなどが、今年

７月は観測史上最も暑い月になる見通しを受け

ての警告であります。グテーレス氏は、異常気

象が新たな日常になりつつあるとも指摘してお

ります。同時に、私たちはまだ最悪の事態を食

い止めることができるとも強調しております。

各国に具体的な行動を呼びかけました。気候危

機打開に向けた取組の抜本的強化は、待ったな

しであります。 

  欧州、北米、アジアをはじめ、各地は熱波に

襲われ、山火事などの被害が発生しております。

日本も災害級の猛暑が続き、熱中症で亡くなる

人も相次いでおります。 

  県内でも、米沢の女子生徒が部活動後の下校

途中、熱中症の疑いで搬送され、死亡が確認さ

れました。改めて、御遺族の皆さんにお悔やみ

を申し上げます。 

  また、県の教育委員会は、22日の県議会文教

公安常任委員会で、熱中症による事故防止策の

報告をし、事案後、各市町村の教育委員会に暑

さ指数が31度を超えた場合の部活動を原則中止

するなどの対応を求めておりますが、市の対応

はどのようにされたのか、お尋ねをするもので

あります。 

  ２点目は、全国各地での猛暑による夏休みの

延期の考え方がマスコミ等で、また保護者から

もあるようですが、その考えをお尋ねするもの

であります。 

  ３点目でありますが、５月１日から８月20日

の間、県内では763人が熱中症で救急搬送され

たとの報道がありましたが、南陽市での救急搬

送された方は何人おられるか、お尋ねするもの

であります。 

  ４点目は、今後の対策対応はどのように考え

ておられるか、お尋ねをいたします。 

  以上、何点か質問いたしましたが、市当局の

誠意のある御答弁を期待をいたしまして、最初

の質問といたします。終わります。 
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○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  16番佐藤 明議員の御質問にお答え申

し上げます。 

  なお、熱中症対策についての御質問につきま

しては、学校教育課長より答弁いたさせますの

で、御了承願います。 

  初めに、市の経済対策についての御質問の１

点目、市内事業者の経営状況についてでござい

ますが、現在、新型コロナウイルス感染症が５

類に移行し、経済活動が活発化され、材料、半

導体不足についても徐々に解消されつつあるも

のの、原油をはじめとするエネルギー価格や原

材料、資材価格の高騰、価格転嫁が進まないな

ど、売上げが伸びても利益を確保することが困

難な経営環境は、依然として厳しい状況にある

と認識しております。 

  市内事業者100社を対象に実施しました令和

５年７月の企業動向調査において、前年同月比

の景況判断指数ＢＳＩ値は、売上高はプラス

4.0、収益はマイナス3.0となり、収益確保の厳

しさが反映されております。 

  なお、コロナ禍以降、令和２年３月から令和

５年８月までの市内事業者の閉店・廃業件数は

66件であります。そのうち、令和５年４月から

８月までの閉店・廃業件数は13件となっており

まして、コロナ禍や物価高騰の影響により、厳

しい経営を強いられていると認識しております。 

  次に、２点目、今後の見通しについてでござ

いますが、今後も様々な原材料価格等の高騰は

続いていくものと考えられ、市内経済活動に深

刻な影響を及ぼしていくものと認識しておりま

す。先ほどの企業動向調査の３か月先の見通し

では、売上高はプラス3.0、収益はマイナス1.0

となっており、収益確保は今後も厳しい状況が

続くものと考えております。 

  また、令和２年度に実施された無利子融資の

地域経済変動対策資金により借入れを行った事

業所においては、償還が開始されており、収益

力の低い事業所については、大変厳しい経営環

境が続いていくものと認識しております。 

  次に、３点目の今後の支援策についてでござ

いますが、経済支援については、電気・ガス料

金、ガソリン・灯油価格等の負担軽減策など、

国主導の下、対策を講じていただくことが重要

だと考えております。 

  なお、今年６月、全国市長会では、全国会議

員及び国に対して、物価高騰等を踏まえた地域

経済対策の充実強化について要請しております。

市としましては、国・県の状況を注視しつつ、

適切な対応をしてまいりたいと考えております。 

  私からは以上でございます。 

○議長  答弁を求めます。 

  佐野学校教育課長。 

○学校教育課長  16番佐藤 明議員の御質問の

２点目、熱中症対策についてお答え申し上げま

す。 

  初めに、１点目、暑さ指数が31度を超えた場

合の市の対応についてでございますが、本市と

しましても、熱中症事故防止についての通知を

発出しており、暑さ指数が31度を超えた場合、

運動等は原則中止とすることとしております。 

  次に、２点目、夏休みの延期の考え方につい

てでございますが、いわゆる夏休み、夏季休業

は、地域の実態や発達段階に応じて、市内各小

中学校ごとに設定しております。しかしながら、

昨今の気象状況を踏まえ、何よりも児童生徒の

命を守るという観点から、夏季休業の時期や期

間については、行事等も含めた教育計画全般の

在り方を各学校と議論し、適切に検討してまい

ります。 

  次に、３点目、５月１日から８月20日までの

南陽市での救急搬送数についてでございますが、

総合防災課から提供された資料によりますと、

熱中症で救急搬送された方は19名となっており
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ます。その後、８月末まで救急搬送された方は

ございません。また、救急搬送された市内小中

学校の児童生徒はおりません。 

  次に、４点目、今後の対策対応についてでご

ざいますが、昨今の猛暑は議員御指摘のとおり、

災害級であるという考えの下、備えております。

その上で、子供の健康状態は一人一人異なると

いう認識に立ち、個々の子供の様子をより把握

できるよう、毎日の健康観察や日常の様子を適

切にみとることについて、御家庭の御理解と御

協力をいただきながら、一層連携を図ってまい

ります。 

  あわせて、児童生徒の発達段階に応じて、自

分の健康状態を知ること、体調に異変を感じた

ときはすぐに周囲に伝えることなど、健康や安

全に関する指導をより充実させてまいります。 

  以上でございます。 

○議長  再質問に入ります。 

  16番佐藤 明議員。 

○佐藤 明議員  それでは、何点か再質問しま

す。 

  市長、ちょっと私、歯の治療をして、入れ歯

も皆壊れて、非常に、歯医者さんにお願いして

いるんですけれども、今日まで間に合わなかっ

たということで、歯がスースーして、なかなか

言葉尻というか聞きにくい点も多々あるかと思

いますが、ひとつ30分ほど御容赦いただきたい

ということで質問に入ります。 

  しかし、歯がないというのは非常に大変だね、

よだれが出てね。やっぱり歯があると、よだれ

って垂れてこないんだね。歯で押さえられるん

だね。初めて今回やっと分かったというか、そ

ういうことなんです。いずれ分かる年になると

思いますよ。そういうことでよろしくお願いし

ます。 

  最初に、経済対策ですが、コロナが発生して、

令和２年度から、３月６日の補正予算から今年

の、せんだっての第21弾まで、ずっといろいろ

と支援策をやってきたと。県や国、あるいは市

独自のものもありまして、各分野にわたって、

いろいろ事務方の商工観光課を中心にして、そ

れぞれの分野で非常に頑張ってきましたけれど

も、ここからが私は大変なのかなと。 

  さっき市長もおっしゃったように、南陽市の

地域の状況を見ると、非常に、私が指摘してき

たように、売上げの、若干増えたものの収益は

減っているとか、そういうことが先ほど答弁さ

れました。廃業、転業、あるいは倒産も含めて、

コロナ後、80件近い、79件ですか、さっき報告

あったわけですが、合わせてですよ、そういう

状況の中で…… 

（「66件のうち、今年の４月以降13件です」

の声あり） 

○佐藤 明議員  全体では66件ということね、

はい、分かりました。 

  そういうふうな状況であるわけですね。です

から、この対策対応がいかに重要になるのかな

と、このように思っております。 

  そこでお尋ねしたいんですが、この経済対策、

先ほど申しましたが、中小企業の緊急経済対策

の利子補給からずっと始まってきたわけですが、

これまでこの21弾の中で、全額どの程度の金額

を要したのか、その状況をまずお伺いいたしま

す。 

○議長  長沢商工観光課長。 

○商工観光課長  お答え申し上げます。 

  商工観光課で実施済みの経済対策というふう

なことの前提でお答え申し上げます。 

  第１弾から第21弾まで総額で、見込額でござ

いますけれども、15億6,400万円となっており

ます。 

  ただいまの金額につきましては、先ほど佐藤

議員からのございました経済対策の第１弾の無

利子融資のほうの関係で、令和12年度まで利子

補給、保証料補給いたしますので、その金額を

含めた金額となっております。 
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○議長  16番佐藤 明議員。 

○佐藤 明議員  この15億何千万の内訳ですけ

れども、国や県、今課長がおっしゃったように

見込みも含めてと、こういう金額を示されたわ

けですが、その内容等について、もう少し詳し

く教えていただけますか。 

○議長  長沢商工観光課長。 

○商工観光課長  お答え申し上げます。 

  国・県・市の財源内訳というふうなことだと

思いますので、国のほうが約９億8,400万円、

県が４億1,400万円、市が１億6,600万円となっ

てございます。 

○議長  16番佐藤 明議員。 

○佐藤 明議員  今、課長のほうから具体的に、

県・国・南陽市ということで区分けをして報告

があったわけですが、私、問題なのは、さっき

市長がおっしゃったように、66件の転廃業、あ

るいは倒産と、こういう、この南陽市に今まで

かつてなかったような事態が起きていると。こ

ういった方々を救済するのが行政の仕事でもあ

り、役割だと思うんですよね。 

  ですから、これからのいわゆる緊急支援策、

対策が非常に大事だなと思っているんですが、

さっきいろいろ市長もおっしゃいましたが、今、

課長がおっしゃったように、区分の中で、業種

が製造業から始まって、教育も含めて様々17項

目の業種があるわけで、しかも、支援というの

は多岐にわたっているわけですね、全体的にわ

たっていると。しかも、全体額が15億6,000万

ほどあるわけですけれども、国の対策もこれか

らいろいろ計画しているようですけれども、や

っぱり国待ちでなくて、南陽市で同時に支援も

あり得ると思うんですよ、先取りしてですね。

こういう考えがあるのかないのか、まずお聞き

をしておきたいと思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  コロナ禍の３年間、事業がほとんど動

かなくなってしまったと。どの業種においても、

ほとんどの業種で動きがストップしてしまった

ということがあって、一番大きなものが無利子

融資等なわけでありますけれども、まずそこを

その時々で途絶えさせないような対策が必要で

あったと。その後、１年目、２年目、３年目と

なるにつれて徐々に、その凍りついた動きがよ

うやく少しずつ動き出して、それを後押しする

ような支援が行われました。 

  そして、今現在においては、国全体の平均値

で言えば、コロナ禍前にちょっと欠けるものの、

ほぼコロナ前と同じような状況に戻りつつある、

全体の平均としては、ということだというふう

に思っています。 

  ただ、一方で、地方ではやはり東京とか大都

市圏のような状況ではないという実情がありま

す。その実情に応じた支援というのは必要だと

いうふうに思っておりますが、一方で、その財

源となる、今まで政府のほうから交付されてい

た臨時交付金があったわけですが、それを非常

に有効に活用させていただいたわけです。 

  そうした財源も踏まえて、どういった方策が

取れるかというのは、今ちょっと今後の見通し

がまだ出ていないものですから、なかなか難し

いところではありますが、地域の実情はしっか

り見て、何ができるかは考えていかなければい

けないと思います。 

○議長  16番佐藤 明議員。 

○佐藤 明議員  市長の言っていること分かる

んだけれども、それじゃ、具体的にどういった

形での支援をやるのかなというのが問われると

思うんだよね、行政として。 

  だから、確かに地域の実情に合ったというふ

うな、市長はおっしゃるんですけれども、それ

じゃ何ができるかと。するためにどういう方法

の手段を取るかと、これが私は大事だと思うん

だね。恐らく、市長もしないための施策を考え

ているのでなくて、するための施策をどう考え
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ているかと、私そう思うんですよ、これはどこ

の自治体も皆同じだと思うんですけれども。や

っぱりその実情に応じた支援というのは、具体

化が必要でないのかなと。 

  今までは、担当課を中心に第１弾から21弾ま

で17業種の、様々にわたって支援策を考えてや

ってきた、頑張ってきたという経過、いきさつ

があるんですけれども、そういう具体性があれ

ば私はなおいいんですけれども、どうもその辺、

臨時交付金の話もされましたが、やっぱりもっ

と具体的にしたほうがもっと市民の、業者の間

でも、その辺なるほどと分かりやすいんじゃな

いのかなと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長  市長。 

○市長  今、一番求められていると考えられる

のがやはり物価高騰、原材料、エネルギー、電

気、ガス等の高騰が最も収益悪化、下に下げる

要因となっていることから、これについては、

やはり国でしっかり対応してもらいたいという

ふうに思います。 

  一方で、様々な需要を喚起するような方策に

ついては、それぞれの地方の産業の在り方に応

じて、各自治体が考えるべきことかなというふ

うに思っています。 

  そうした意味で、今、観光についても国のメ

ニューに手を挙げて、それの内定を得て進めよ

うと思っていることや、先般発表しましたけれ

ども、これは産業とは微妙に違いますが、スポ

ーツ庁の交付金なども得て、健康づくりを通じ

た市内の活性化策なども考えております。 

  いずれにしても、市が何か大きなことをやろ

うとする場合には、独自財源というのはなかな

か厳しいものがありますので、財源については、

よく工夫をして研究をしながら、有効な策を考

えてまいりたいと思います。 

○議長  16番佐藤 明議員。 

○佐藤 明議員  今、市長がおっしゃったけれ

ども、多くの中小零細企業は、コロナがもう３

年以上になっている、４年目なわけだ。非常に

長引いているわけだね。ですから、この長引く

状況の中で一番今問題になっている、今、市長

もおっしゃったように、原材料と燃料価格の高

騰、これ非常に高騰しているわけだ。 

  私たまげたんですけれども、この辺のガソリ

ンスタンドさ行くと、もう190円。これはたま

げたというか、運送業なんてどうしてやってい

るのかなと不思議に思うわけだね。 

  今回、21弾で運送業に対しての支援策講じた

ようですけれども、こういった中小零細企業ほ

どこのコストに転嫁できないわけだ、残念なが

ら。大企業と全く構造が違う、大体。そのこと

によって、中小零細企業が回復しないままに実

態が推移していくと、このことによって、転廃

業、あるいは倒産が余儀なくされているという

のが、私は現状だと思うんですよ。 

  ですから、こういったことを見ない限り、中

小零細企業を救うことができないと私は思うん

ですね。 

  まさに国家が責任を持ってそれぞれの施策を

講じていくということがもちろん大事でありま

す。しかし、それを待っているだけでなくて、

市独自としても支援策を提供しながら協力して

いくと、これが最も私は大事なことかなと思う

んですよ。 

  それで、今、中小零細企業のことばかり言っ

ているわけにはいきませんが、ちょっと農林課

長にお尋ねしたいんですが、今言ったようなこ

とが農家の方々にも当てはまる部分がたくさん

あるわけですね。いわゆる飼料の高騰をはじめ

様々な、燃料の問題を含めて、こういうことあ

るわけですが、その辺の現状はどうでしょうか、

お尋ねいたします。 

○議長  答弁を求めます。 

  寒河江農林課長。 

○農林課長  お答えいたします。 

  今、佐藤議員からありましたように、酪農農
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家におきましては、配合飼料の高騰で飼料のほ

とんど３分の１程度が負担となっていると。あ

と、その他につきましても、燃料等々の高騰に

より大変だというお話はお聞きしております。 

  以上でございます。 

○議長  16番佐藤 明議員。 

○佐藤 明議員  私、あまり専門家でないから

分かりませんが、農家の人がたくさんいらっし

ゃるんでね。 

  今回の夏の酷暑で、地域によっては相当の被

害が、例えば新潟県のコシヒカリ、地割れして

米が値上がりするんでないかと心配されている

わけですね。この南陽市においても、そういう

ことはないというふうなお話聞いているんです

けれども、果樹や、あるいは野菜等も含めて、

そういう被害の実態って、今の状況ではあるの

かないのか、その辺ちょっとだけお伺いします。 

○議長  寒河江農林課長。 

○農林課長  お答えいたします。 

  やっぱり野菜につきましては、生育不良とか、

いろいろそういうお話をお聞きしております。

あと、果樹につきましても、今デラは終わりま

したが、これから大粒に入りますけれども、何

とか水をまいたりして栽培をやっていると。あ

と、リンゴについては、日焼けがちょっと心配

されるかなという、様々なそういうことについ

ては確認しているところでございます。 

  以上です。 

○議長  16番佐藤 明議員。 

○佐藤 明議員  中小零細企業にしろ、農業の

今のお話ですが、非常に今、熱波によって全世

界にもう広がっていると。火災も、オーストラ

リア、あるいはギリシャのアテネ近郊の山火事

で、20人前後の方々が亡くなっていると。もう

アメリカのハワイ州でも百何十人、行方不明者

が三百何十人と、このように甚大な被害が出て

いるわけですね。 

  これちょっと熱中症のことで言おうかと思っ

たんですけれども、そういうふうにして、やっ

ぱり経済にもこの酷暑が影響していると、こう

いうことが私は言えると思うんですね。ですか

ら、この辺も含めてしっかりした経済対策をし

ていただきたいものだなと。市長の新たな決意

をお伺いしたいと思います。 

○議長  市長。 

○市長  原材料が高騰しているというのは、一

番の理由は円安、これは国に当然対応してもら

わなきゃいけない。そして、エネルギーが高騰

しているというのは、これは、第一は戦争、こ

れも国に対応してもらわなきゃいけないと。そ

して、価格転嫁が進まないというのは、これは

今まで長年にわたるデフレが続いてきて、なか

なか価格転嫁する機運が醸成されないと、そう

いったこともありますし、また、急激な変化と

いうのがやはりうまくないわけで、そこの調整

というのは政府に担ってもらわなければいけな

い。 

  しかしながら、細やかなところについては地

方が行うべきというふうに考えますので、南陽

市としては、できることは行ってまいりたいと

思いますが、それにしても、大規模なものは、

なかなか独自では行えないということで、さら

なる国の臨時交付金の配分などが必要でありま

して、そういうものも求めてまいりたいと思い

ます。 

○議長  16番佐藤 明議員。 

○佐藤 明議員  じゃ、熱中症対策について関

係課に質問いたします。 

  最初に、この熱中症対策ですが、先ほどは、

幸いに南陽市では熱中症で搬送された児童生徒

はいないと、これは幸いだと思います。残念な

がら19名の方が搬送されたと、これは課長、軽

傷者ということでみなしてよろしいですか。 

○議長  答弁を求めます。 

  髙野総合防災課長。 

○総合防災課長  ただいまの御質問にお答えい
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たします。 

  消防署のほうで救急搬送された分で報告をい

ただいたものですが、その際の救急隊のほうが、

傷病者の関係について概要的なものは添付して

いただいておりますが、結果的にその傷病者の

程度がどうだかというところまでは、こちらの

ほうでは承知をしておりません。 

  以上でございます。 

○議長  16番佐藤 明議員。 

○佐藤 明議員  分からないということですね。

分かりました。 

  それで、学校教育課長にお尋ねいたします。 

  さっき一郎議員かな、いわゆる気象庁が先月

28日、異常気象分析検討委員会を開いて、７月

後半以降の高温問題等について分析をしたと。

その結果、1898年、今から125年前、明治30年、

これ初めて統計を開始した125年前以降、最も

暑い夏だというふうになっているわけですけれ

ども、随分かなり前の話だなと、そういうふう

に思うわけですけれども、やっぱり残念ながら、

全国各地で亡くなられた方が小中学生でもいる

と、こういうふうな報道があったわけですけれ

ども、これはあってはならない事故だと思うん

ですね。 

  ですから、我々大人の責任でもあるし、関係

者の責任でもあると言わざるを得ないわけです

けれども、何とか避けることができなかったの

かと、こういうことだと私は思うんですが、さ

っき課長は、31度以上については運動は中止す

ると、こういうふうなお話であったわけですけ

れども、これは県が、米沢の女子生徒が亡くな

って、緊急に会議を開いていろいろ議論して、

各自治体の教育委員会に指示指導したと、こう

いうことだと思うんですが、それにもかかわら

ず残念ながら、これは山形新聞の社説でも厳し

く指摘しておったわけですが、山形の十中でし

たか、13人の子供たちが搬送されたと。これは

分かっていたわけだ。しかも、山形新聞辺りで

は１週間ぐらいの書いた様子、これは運動しな

いほうがいいとかといろいろ、安全とか危険と

かといろいろなことが書いてあるわけですね。

我々もしょっちゅう見ると、今日もまた37度か

と、35度かと、こういうふうに常に頭に持って

いるわけですね。なぜ教育の現場でこういうこ

とできなかったか、非常に私は残念だと思うん

ですね。 

  幸い南陽市では、さっき課長から報告あった

ように、南陽市では搬送された子供たち、児童

はいなかったと、こういう安堵しているわけで

すけれども、課長として、何でこういうふうな、

県内でそういうことが起きたのか、総括的に課

長がどのように認識されているか、ちょっとお

尋ねしたいと思います。 

○議長  佐野学校教育課長。 

○学校教育課長  ただいまの御質問にお答え申

し上げます。 

  やはり児童生徒の命を守るということを最優

先に考えるべきだな、学校は。そういう場であ

るべきだなというふうに思います。安全安心に

子供たちが学べるような環境をいかに整備して

いくかというのが重要かなというふうに思いま

す。 

  その上で、危機管理意識というものを各学校、

管理職をはじめ各担任まで広く持ってもらう必

要があるなというふうに思います。本市におい

てもそれらが十分なされるよう、今後も指導し

てまいりたいというふうに思います。 

○議長  16番佐藤 明議員。 

○佐藤 明議員  全くそのとおりだと思うんで

すね。さっき私が最初に質問したとき、個々の

健康状態の状況を見ながら、保護者、父兄と相

談しながら連携して対応していくと、最も基本

的なことだと思うんですね。これを忘れている

からこそ、そういう事故、事件が各地で起きて

いるわけだと思うんですよ。 

  ですから、この山形県は内陸で、非常に昔、
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最高の気温を記録したというふうな歴史もある

わけですね。ですから、常にそういうことを頭

に置きながら、やっぱり指導していくことが非

常に重要なんだと私は思うんですが、そのこと

についてはいかがでしょうか。 

○議長  佐野学校教育課長。 

○学校教育課長  ただいまの御質問にお答え申

し上げます。 

  議員御指摘のとおりというふうに思います。

本市においても、例えば、運動会は９月になん

ていう意識で取り組んでいたところがございま

す。それも含めて、この昨今の気象状況を鑑み

まして、学校行事の在り方、年間を通しての教

育計画の在り方を学校と議論し、対応していく

必要があるなというふうに捉えているところで

ございます。 

○議長  16番佐藤 明議員。 

○佐藤 明議員  市長にちょっとお尋ねしたい

んですが、いわゆるＥＵですね、欧州連合、こ

の気象情報機関、この機関があるわけですね。

世界にはいろいろな機関があるわけですね。そ

の機構によると、高温については、人為的な温

室効果ガスの排出が主になっているという見方

を示していると、こういうふうに指摘している

わけだ。人為的な温室効果ガスの排出が原因だ

と。 

  一方、異常気象を分析する国際研究グループ、

こういうふうなグループもあるそうです。これ

によりますと、化石燃料を一刻も早く中止しな

ければならないと、こういうことを言っている

わけだね。今、化石燃料を使っているのが日本

も含めて多々あるわけですね、世界各国では。

こういうことを指摘している。 

  それで、私は思うんですけれども、せんだっ

て広島で主要７か国の首脳会議、いわゆるＧ７

サミット、これ広島で行われたわけですけれど

も、この中でも指摘されているわけだ、日本は。

岸田総理は薄らとぼけていたようですけれども、

これは私はそういうことでなくて、やっぱり事

実は事実として捉えて、全世界的になくしてい

くという方向で進んでいるわけですから、せめ

て、地元でしたサミットの主催国である日本が

率先してやるべきだと思うんですが、市長の認

識はどのような考えを持っているのかなと思っ

て、私、聞きたいと思っている。機会与えられ

たからお聞きしていますが、これどうでしょう。 

○議長  市長。 

○市長  私も問題意識、まず地球温暖化は起こ

っていると。その主な原因は温室効果ガスであ

ると。その中でも多くを占める化石燃料が非常

に悪影響を及ぼしているので、その使用はでき

る限り削減しなければいけないと、ここまでは

多分一致です。 

  ただ、この先どうするかについては、私は、

いわゆる再生エネルギー一辺倒では、恐らく現

実的に立ち行かないだろうというふうに思って

おりまして、エネルギーの配分といいますか、

どのようにしてエネルギーをつくり出すかとい

うのは、ベストミックスが一番大事だろうと。 

  その中には、いわゆる原子力発電所も入れる

かどうかというのは、これは各国の施策による

わけでありますが、私はそこも入れるべきだと

いうふうに思っておりまして、そういう意味で

いうと、大きなウエートを占める火力発電所を

できるだけ減らす方策は、原子力発電によるの

か、それとも風力や太陽光、あるいは水力、そ

ういったものによるのか、１つに過度に依存し

ないベストミックスが重要だと考えております。 

○議長  16番佐藤 明議員。 

○佐藤 明議員  確かにおっしゃることも分か

るんですが、やっぱり世界的な流れ見ると、何

とかこの温暖化を止めようと、世界的な流れな

わけですよ。皆協力し合おうと、こういうふう

にして確認しているわけだ。ところが、残念な

がらそういう国もまだまだ多く見られると、こ

ういう残念な状況が多々あるわけですね。 
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  ですから、私はこういったことも含めて、こ

の気候の変動、全世界でやっぱり止めようと。

そして、台風も来なくなるような、そういうふ

うな気候にしなければならないと私は思うんで

すよ。 

  だって、市長も分かるとおり、今もう太平洋

の上で高気圧が、海水が物すごい高いわけだ。

その原因は何だかというと、さっき言ったよう

なことが全世界で起きているんじゃないかと、

こういうふうに言えるわけですね。 

  ですから、やっぱり再生エネルギーも含めて、

こういったことも含めて徐々にしていくような、

そういう施策を講じていくと、これが非常に大

事になってくるのではないかと思いますが、そ

の辺どうでしょうか。 

○議長  最後に、市長。 

○市長  おっしゃるとおりで、最後に付け加え

ますと、産業革命以降、既に地球の平均気温は

１度上昇していると。それをあと0.5度、だか

ら合計で1.5度までの上昇に抑えなければ、何

が起こるかというと、これ以上の猛烈な異常気

象が起こってしまうと。なので、1.5度に抑え

なければいけないわけですが、今最大の努力を

したとしても、その効果が現れてくるのは、多

分10年後か20年後です。この間はどうしても今

の状況がさらに悪化する形で続くということは、

見据えておかなければいけない。 

  最大の努力をして、20年後か30年後かに気温

の上昇が止まると、まずそこをつくらなければ

いけないというのが急務だと思っております。 

○議長  以上で16番佐藤 明議員の一般質問は

終了いたしました。御苦労さまでした。 

  ただいま一般質問中でありますが、本日はこ

れまでとし、日程に従い、明日に引き続き行い

たいと思います。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

散      会 

○議長  本日はこれにて散会といたします。 

  御一同様、御起立願います。 

  傍聴席の方もお願いします。 

  御苦労さまでした。 

午後 ２時５７分  散  会 

 



 
 
 
 

 
令 和 ５ 年 ９ 月 ５ 日 （ 火 曜 日 ） 

 
 
 
 
 
 
 

 本   会   議  
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令 和 ５ 年 ９ 月 ５ 日 （ 火 ） 午 前 1 0 時 0 0 分 開 議 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議事日程第３号 

令和５年９月５日（火）午前１０時開議 

 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 

 日程第 ２ 一般質問 

 

   散   会 

──────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 議事日程第３号に同じ 



－80－ 

────────────────────────────────────────────── 

出 欠 席 議 員 氏 名 

 

◎出席議員（１６名） 

 １番 伊  藤  英  司  議員  ２番 佐  藤  憲  一  議員 

 ３番 山  口  裕  昭  議員  ４番 島  津  善 衞 門  議員 

 ５番 髙  岡  亮  一  議員  ６番 高  橋  一  郎  議員 

 ７番 舩  山  利  美  議員  ８番 山  口  正  雄  議員 

 ９番 片  平  志  朗  議員 １０番 梅  川  信  治  議員 

１１番 川  合     猛  議員 １３番 板  垣  致 江 子  議員 

１４番 髙  橋     篤  議員 １５番 遠  藤  榮  吉  議員 

１６番 佐  藤     明  議員 １７番 殿  岡  和  郎  議員 

◎欠席議員（１名） 

１２番 髙  橋     弘  議員   
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

開      議 

○議長（舩山利美議員）  御一同様、御起立願

います。 

  傍聴席の方もお願いいたします。 

  おはようございます。 

  御着席願います。 

  これより本日の会議を開きます。 

  ただいま出席されている議員は16名で、定足

数に達しております。 

  なお、本日の会議に欠席する旨、通知のあっ

た議員は、12番髙橋 弘議員の１名であります。 

  よって、直ちに会議を開きます。 

  なお、当局より、説明員、長濱洋美教育長と

佐藤和宏上下水道課長が都合により欠席する旨

通知がありました。上下水道課長に代わり、遠

藤晃司上下水道課長補佐が出席をしております

ので、御報告いたします。 

  本日の会議は、お手元に配付してございます

議事日程第３号によって進めます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長  日程第１ 会議録署名議員の指名を行

います。 

  ９月１日、本定例会の会議録署名議員として、

12番髙橋 弘議員を指名いたしましたが、欠席

でありますので、本日の会議録署名議員として、

13番板垣致江子議員を追加指名いたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第２ 一般質問 

○議長  日程第２ 一般質問であります。 

  昨日に引き続き一般質問を始めます。 

─────────────────── 

片 平 志 朗 議員 質 問 

○議長  最初に、９番片平志朗議員。 

〔９番 片平志朗議員 登壇〕 

○片平志朗議員  おはようございます。 

  本日のトップバッターを務めます９番、真政

会、片平志朗です。 

  ２週間ほど前、痛風になりまして一時弱りま

したが、今日は元気が戻ってまいりましたので、

元気よく一般質問をさせていただきたいと思い

ます。 

  ８月24日、ついに福島第一原発事故でたまっ

た原発処理水の放出が始まりました。政府は、

漁業関係者の理解が得られなければ放出はしな

いと約束しておりました。本当に理解が得られ

たのでしょうか。 

  また、震災後12年の間、理解が得られるよう

に海洋への放出以外の方法の検討や、漁業関係

者をはじめ国民に十分に説明責任を果たしてこ

られたのか疑問に思います。 

  たまり続けて行き場のない処理水の現状に迫

られ、半ば強行放流ではないでしょうか。たま

ったタンクの処理水を全部放出するには、30年

ほどかかると言われておりますが、今もって原

子炉内部への地下水の流水が止められておらず、

この間にたまった処理水のことも併せると、30

年どころではないのではないのでしょうか。 

  この構図は、産業革命以来経済活動を優先さ

せ、温室効果ガスを大気中に放出してきた地球

温暖化問題に酷似しています。原発を既に稼働

している国では、トリチウムがあるかないかの

相違はありますが、大気中や海洋へ放出し続け

ているのです。 

  薄めて基準以下になれば問題ないという考え

は、あまりにも楽観的であります。ちりも積も

れば山となるで、環境負荷を強いている構図に

変わりはないのです。 

  話は変わりますが、今年の９月１日で、関東

大震災から100年を迎えました。死者、行方不
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明者は10万5,000人余り。地震時には昼近い時

間帯ということもあって、その９割が火災によ

るものでありました。この未曾有の災害は、地

震による倒壊をはじめとして、津波、そして前

日に降った雨による地滑り、そして火災と複合

的な災害でありました。 

  当時には、建築基準法などの定めもなく、都

市部には無秩序に建てられた密集した木造が建

ち並んでおり、大規模な火災を引き起したと言

われております。 

  以来、国では、この大惨事を後世に伝えるべ

く、９月１日を防災の日として制定しました。

その後、建築基準法が昭和25年に公布され、幾

多の大規模な災害の教訓を得て改正されました。

現在は建築基準法にのっとり、耐震化や不燃化

が進みました。 

  しかしながら、いかに法的整備や建築技術が

進んだとしても、予想だにしない災害は必ずや

ってくることは、最近の災害から教訓として念

頭に置いておきたいものです。 

  さて、発言通告に従いまして、本題に入りま

す。 

  １点目、防災対策の強化についてであります。 

  我が国は、諸外国に比べて地震、津波、火山、

台風、水害、地滑り、森林火災等々の自然災害

の多いところでもあります。それに加えて、近

年には地球温暖化により、災害の多発化や激甚

化が進んでおります。災害は、備えあれば憂い

なしと言われますが、人知を超えるような予期

せぬ災害がやってくることを常に念頭に置き、

早めの対策を取っておかねばなりません。 

  そのような観点から、次の質問を行います。 

  １点目、内水氾濫の対策は十分でしょうか、

お伺いいたします。 

  ２点目、森林火災の対策への対応はどのよう

に考えておられるでしょうか。 

  ３点目、防災ＤＸへの取組はどのように考え

ておられるでしょうか。 

  次に、２点目の地方創生についてであります。 

  2014年９月に、国の「まち・ひと・しごと創

生本部」が設置され、同時に12月に「まち・ひ

と・しごと創生法」が、略して地方創生法と呼

ばせていただきます、が制定されました。 

  既に第１期地方創生2015年から2019年は終了

し、現在は第２期地方創生に取り組まれておら

れます。 

  本市においても、第２期まち・ひと・しごと

総合戦略を策定し、第６次総合戦略と併せて人

口減少に歯止めをかけるべく、多種多様の施策

の展開がなされております。 

  そこで、下記の点について質問を行います。 

  １点目、第１期の総括はどのようにされてい

るのかお伺いいたします。 

  ２点目、今までの取組の結果、本市の人口減

少に現時点において歯止めがかかっているのか

お伺いいたします。 

  ３点目、地方創生条例制定のお考えはおあり

なのかお伺いいたします。 

  以上、壇上からの質問を終わります。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  おはようございます。 

  ９番片平志朗議員の御質問にお答え申し上げ

ます。 

  初めに、防災対策の強化についての１点目、

内水氾濫の対策についてでございますが、ハー

ド対策といたしまして、吉野川雨水第１・第２

幹線整備や準用河川改修、側溝整備により、水

を速やかに下流に流し浸水を抑制するための事

業等を行っております。 

  また、織機川流域の漆山地区において、県営

事業として実施中の基盤整備事業の中で、水田

の落水量を調整する装置を設置し、水を貯留す

る田んぼダムの取組を進めていただいておりま

す。 
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  ソフト対策として、大雨警報発令時など大雨

が予想される場合、吉野川や織機川の取水堰の

うち町内に流入する水路の水門操作を水門管理

者に依頼し、市街地への水の流入を制限するな

どの対応を行っております。 

  また、平成25、26年の豪雨で浸水したエリア

をハザードマップに明示するとともに、各地

区・団体が行う防災訓練や研修会において、こ

ういった内容を説明し、速やかな避難を心がけ

るよう啓発しております。 

  次に、２点目、森林火災の対策についてでご

ざいますが、空気が乾燥し、火災の発生しやす

い春に、春の火災予防運動や全国山火事予防運

動を実施し、広報紙やＳＮＳ、消防車両等によ

る火災予防広報などを行うとともに、入山口に

火災防止ののぼり旗や横幕を設置し、入山者へ

の注意を喚起したり、農地等への火入れに際し

ての届出を徹底するなど、林野火災予防対策を

推進しております。 

  また、吉野地区の消防団第１分団へ高出力の

ポンプと資機材を搭載した山林火災特化型ポン

プ自動車を配備するなど、消防団の装備充実を

図るとともに、４月に実施される春季消防演習

においては、火災防御訓練と併せ、林野火災を

想定したジェットシューターを使用した消火訓

練を実施するなど、林野火災に備えております。 

  さらに、十分一山の大規模な山林火災の経験

を踏まえ、いざというときに自衛隊への支援要

請が円滑に進むよう、常日頃から関係機関と顔

の見える関係の構築に努めております。 

  次に、３点目、防災ＤＸの取組についてでご

ざいますが、防災ＤＸとは、大規模災害の対応

にＡＩなどのデジタル技術を用いる取組であり、

災害時における情報伝達や災害復旧時の諸手続

等において、多くのメリットが期待されるなど、

防災ＤＸへの取組は大変重要なものと認識して

おります。 

  国では、災害時に国と自治体が情報を共有す

る新たなシステムとして、仮称防災デジタルプ

ラットフォームの作成を行っており、また、防

災分野におけるデータ連携等の推進を通じた住

民の利便性の向上を目指し、官民が連携して、

防災分野のデータ連携基盤の構築等の検証を行

う防災ＤＸ官民共創協議会が発足し、活動を進

めるなど、様々な形で防災ＤＸが推進されてお

ります。 

  本市においては、今年度、防災情報アクセス

ソリューション整備事業として、公民館等の指

定避難所に、誰もが利用できる無線通信ネット

ワーク、Ｗｉ－Ｆｉ環境を整備し、市有施設の

デジタル通信環境の整備と、防災拠点施設とし

ての機能改善を図るべく事業を進めているとこ

ろであり、今後とも防災ＤＸに関する先端の情

報をいち早く捉え、市の政策に反映するなど、

防災ＤＸ実現に取り組んでまいります。 

  次に、地方創生についての御質問の１点目、

第一期の総括についてでございますが、コロナ

禍による影響が大きく、第一期南陽市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略で掲げた各数値目標の

うち、達成できたのは39％でございました。 

  次に、２点目、本市の人口減少に歯止めがか

かっているかについてでございますが、国立社

会保障人口問題研究所による将来推計人口によ

ると、2030年までに、合計特殊出生率が人口置

換水準である2.07に達した場合においても、人

口が均衡するのは2090年代になると推計されて

おります。 

  したがいまして、本市の総合戦略は、計画期

間内に人口減少をストップする、歯止めをかけ

ることを目指すのではなく、地方創生を実現す

るための手法の一つとして、人口減少の抑制を

目標に掲げております。 

  令和２年度の本市の人口は、国立社会保障人

口問題研究所の推計を上回っており、人口減少

の抑制が一定程度図られたものと捉えておりま

すが、一方で、市独自推計人口を下回っている
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ことや、コロナ禍により出生数の低下に拍車が

かかっており、厳しい状況にあると考えており

ます。 

  次に、３点目、地方創生条例制定の考えにつ

いてでございますが、地方創生条例を制定し、

官民一体となって施策を推し進めるという方法

についても、地方創生を進める幅広い選択肢の

一つとさせていただきながら、今後は、国が定

めたデジタル田園都市国家構想総合戦略に基づ

き、本市の総合戦略を改定し、人口減少への取

組のみならず、デジタルの力を活用して、誰も

が便利で快適に暮らせるまちづくりを目指して

まいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長  再質問に入ります。 

  ９番片平志朗議員。 

○片平志朗議員  答弁、大変ありがとうござい

ました。 

  それでは、再質問をさせていただきたいと思

います。 

  この防災対策の強化についてでありますけれ

ども、１点目の内水氾濫の対策は十分かという

ことで、いろいろ今、市長の答弁をお聞きしま

すと、吉野川の第１・第２幹線整備をはじめ、

重要な施策を、田んぼダムを造って着々と進め

ているなというふうに感じておりますけれども、

記憶に新しいところで、2022年８月に、西置賜

を中心として線状降水帯が発生して、河川の氾

濫、住宅の浸水、堤防の決壊、道路の陥没、は

たまた鉄道の脱落、大変な災害にみまわれたこ

とは記憶に新しいことでございますけれども、

そのうち飯豊町では内水氾濫があった場所は、

ハザードマップには明示されていなかった。 

  よもやそういうことは起きないだろうという

ことを想定したんだろうと思いますけれども、

本市においても、例えばこの間の飯豊町並みに

24時間の雨量が300ミリを超えた場合、今の状

況、インフラの整備、内水氾濫に対してはどう

いうふうになるのか、シミュレーションをやっ

たことございますでしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  髙野総合防災課長。 

○総合防災課長  ただいまの御質問にお答えを

いたします。 

  これまで大きな河川、いわゆる最上川、そし

て吉野川、織機川などの国・県の河川に関しま

して、それが最大規模の降雨で氾濫した場合の

想定の浸水区域を公表し、それを市としてハザ

ードマップで住民の方にお知らせをしています。 

  今、御質問のあった内水氾濫の件ですけれど

も、現在、国のほうにおいて、令和７年をめど

に内水氾濫に関するハザードマップの作成に向

けた取組が、県、市町村、私ども含めて進めら

れているところでございます。 

  まだそのシミュレーション、具体的な部分に

つきましては、当市においてもできてはおりま

せんが、それを補完する役割として、平成25年、

そして26年の豪雨災害時に浸水をしたエリアを

ハザードマップに明記をし、住民の方に避難等

の注意を促しているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長  ９番片平志朗議員。 

○片平志朗議員  ありがとうございました。ぜ

ひこの飯豊町の教訓を生かして、令和７年には

内水氾濫が起きた場合のハザードマップを作成

して、市民にも十分周知徹底を行っていただき

たいというふうに思います。 

  次に、本市には２か所ほどのアンダーパスが

ございますけれども、あの中で黄色のラインと、

それから赤のラインが二重に引かれております。

アンダーパスはどこでもそうですけれども、低

いわけですから、どうしても雨水がたまりやす

い状況、場所なわけですね。 

  そういった場合の緊急の対応、例えばこのく

らい降ったらそこを通行止めにして閉鎖すると

か、そういう対応はどのように計画されている
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のか、お尋ねしたいと思います。 

○議長  髙野総合防災課長。 

○総合防災課長  ただいまの御質問にお答えを

いたします。 

  ただいま質問のありました２つのアンダーパ

スにつきましては、いずれも県の管理となって

おります。県のほうでは、一般の県道管理と同

じように、その管理に関する実施要領を定めて

いるところでございますが、特にこのアンダー

パスに関しましては、例えば浸水、そして停電、

その他異常が生じた場合に、それを担当者のほ

うに知らせるシステムがあるというふうにお聞

きをしております。 

  そこから、職員、あるいは維持管理を勤めて

いる業者さんのほうに連絡が行って、例えば通

行規制を行うなどの対応をするというふうにお

聞きをしております。 

  ただ、そこに至るまでの時間について、タイ

ムラグが生じるというふうなこともございます

ので、そういった場合について、例えばそこで

消防団が通りかかった場合に、その部分を確認

をした場合は、通行規制する権限はございませ

んけれども、警察に通報する、あるいはそこの

ところで住民の方にその状況をお知らせするな

どの対応をこれまでの災害では取っておりまし

た。 

  以上でございます。 

○議長  ９番片平志朗議員。 

○片平志朗議員  災害、そういった緊急な災害

時は刻々と状況が変化するわけですね。最近の

雨の降り方ですと、一気にドバッと降るんで、

一気に水かさが増してくる。 

  それに対して、いかに県の管轄内といえども、

そこを通るのはほとんど南陽市民なわけですか

ら、そういう南陽市民の命と財産を守っていか

なきゃいけない責務が私たちにはあるわけです

から、そういう、例えばあそこで車が浸水して、

ドアが開かなくて閉じ込められたというような

状況をやっぱり誰か通行人が知らせてくれれば、

それはそれにこしたことはないんですが、そう

いう状況を把握するようなカメラの設置という

のはしているんでしょうか。 

○議長  髙野総合防災課長。 

○総合防災課長  ただいまの御質問にお答えを

いたします。 

  そういった状況を確認をするための防犯カメ

ラ等、カメラの設置をしているというふうには

お聞きしておりません。防犯カメラの設置は、

災害の関係については設置されないというふう

に承知をしております。 

  ただ、災害時大雨が降ったときに、そのアン

ダーパス以外にも、南陽市のほうで浸水で危険、

いわゆる今までの災害の中で浸水が起こってい

る常習地等がございます。そういった部分につ

きましては、建設課さんのほうで常にその現場

のほうの確認をするなど、そういった補完をす

る対応を取っていただいております。 

  以上でございます。 

○議長  ９番片平志朗議員。 

○片平志朗議員  話は違いますけれども、二重

のラインを引いている意味というか、どういう

意味があるんですか。 

  例えば、路面から最深部で50センチのところ

なのか、黄色はね。赤は１メーターのところな

のか。その意味合いをちょっと教えてください。 

○議長  答弁を求めます。 

  髙野総合防災課長。 

○総合防災課長  ただいまの御質問にお答えい

たします。 

  黄色、そして赤というふうに二重のライン引

かれておりまして、その高さ等も表示されてい

たかと思うんですけれども、申し訳ございませ

ん、そこのところを詳しく御説明できるところ

まで承知しておりませんでした。申し訳ありま

せん。 

○議長  ９番片平志朗議員。 



－87－ 

○片平志朗議員  もう少し、あそこを通行する

人に一目で分かる、例えば黄色なら車は通るな

とか、そういう極端な話ですけれども、そうで

もしないと、やっぱり無理に通っちゃうんです

ね、心理的に。 

  だから、ただライン引いたから、どっちにし

ろ雨水になれば、ラインなんて見えるかどうか

も分かりませんので、水がそんなきれいな水で

はありませんので。その辺を少し管理者の県と

部局で、もう少し御協議いただけたらなという

ふうに思います。それは私の要望であります。 

  時間が押し迫ってまいりましたので、次に、

森林火災の対策、対応ということで、さっきの

市長の答弁ですと、林野火災に備えて新しい山

火事用の消防ポンプ車を配備してやっていると

いうことでございますが、今、日本では、本当

に諸外国と比べて、あんなに大規模な森林火災

というのはまだ発生はしていませんけれども、

今、外国では、アメリカのハワイのマウイ島で

大規模な火災が発生しました。行方不明者も入

れますと、相当の犠牲者が出ているようです。

101名ですか、亡くなった方も。また行方不明

者が何人いるかまだ把握できていないんですね。 

  これから日本においても、特に周りが全部森

林なわけですね。やっぱり７割くらい山に囲ま

れている、そういう中で私たちは生活している

わけですけれども、外国での火災から見ると、

本当に他人事では済まされない、そういった気

になります。 

  また、カナダでは大規模な火災で、現在も延

焼し続けているということで、実に焼失面積が

11万平方キロメートル。こう言われてもぴんと

私もきませんけども、日本の国土が38万平方キ

ロメートルですから、実に３割近い、そういう

面積が焼失したことになります。 

  さっきの内水氾濫と似ていますけれども、も

し大規模な火災が発生した場合のシミュレーシ

ョン、そういうことは行ったことがあるのか、

お聞きしたいと思います。 

○議長  髙野総合防災課長。 

○総合防災課長  ただいまの御質問にお答えい

たします。 

  大規模火災発生のシミュレーションというふ

うなことでございますけれども、具体的にそう

いったことをシミュレーションしてというふう

なことではなく、これまで議員も御承知のとお

り、十分一山での大規模な火災、あるいは吉野

地区での火災、近隣では米沢でも大きな火災が

ございました。 

  そういった火災の発生を踏まえまして、特に

山林火災の場合は、地上部隊での消火が非常に

困難になるというふうなことがありますので、

１つは消防航空隊、いわゆる消防防災ヘリの要

請、そして先ほど答弁にもありましたけれども、

自衛隊への派遣について速やかな連絡を取ると

いうふうなことを心がけ等しております。 

  特に、その場ですぐ連絡をして要請というふ

うなことだけではなくて、火災が発生した際に、

その火災が発生している事態、情報をその航空

隊あるいは自衛隊のほうに提供するなど、そう

いった積み重ねを行う、そして日頃の顔の見え

る関係をつくりながら、速やかな消火活動にで

きるように努めているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長  ９番片平志朗議員。 

○片平志朗議員  当然、大規模な森林や林野火

災、あるいは住宅火災になれば、南陽市だけの

単独消防はとても不可能なわけですね。どうし

ても広域連携に頼らざるを得ないわけですけれ

ども、その場合の、今、防災課長がおっしゃら

れた上部との連絡体制ですね。瞬時にできるよ

うにやっていただきたいと思います。 

  もう一つ、先ほどのハワイのマウイ島のお話

ではありませんけれども、出火の原因は、強風

によって電柱が30本倒れて火花が散って、それ

が着火したというふうに、これは確定ではあり
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ませんけれども、電柱が30本ほど倒れたのは間

違いないですけれども、今、詳細については検

討済みだと思いますが、日本においても、日本

は電柱王国なんですね。まさに、まず北は北海

道、南は沖縄まで電柱がない市町村なんていう

のは、私も見たことありません。 

  ただ、本市においては、そういう先立って赤

湯停車場線拡張工事ですか、無電柱にされてい

ますけれども、やっぱりこういう取組は、ぜひ

今後必要ではないかなというふうに思います。 

  まず、電柱が倒れればどうなるかということ

は、さっきの火災にも結びつくわけですけれど

も、また、道路を塞いでしまって災害救助の妨

げになるということになりますので、この辺、

本市だけでこれは取り組める問題ではないんで

すけれども、この辺少し各関係機関と協議をし

て、今後進めていただきたいなというふうに思

いますが、市長のお考えをお聞きいたします。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  今、全国で無電柱化の取組が推進され

ております。本市におきましても議員御指摘の

とおり、赤湯停車場線において無電柱化が今現

在進んでおりますし、温泉街においても一部無

電柱化は既に実施されていたり、あるいは市内

各所で、ごく一部ではありますが、取組は既に

実施されています。 

  観光面でも無電柱化が必要ですし、それから

防災面でも有効性があるということで、本市に

おいても、できる範囲で無電柱化は進めていき

たいというふうに考えております。 

  一方で、無電柱化はコストが一番問題なわけ

で、そこのところは様々な事業のメニューを見

ながら、有利な、市の負担があまり発生しない

ようなメニューを探して実施していきたいとい

うふうに思っております。 

○議長  ９番片平志朗議員。 

○片平志朗議員  分かりました。 

  ぜひ、努力して取り組んでいただきたいもの

だと思います。 

  次に、２点目の地方創生についてであります

けれども、この争点は、俳句の夏井いつき先生

でありませんけれども、競争から共創の地方創

生の転換の時期だと思うんです。 

  先ほど市長も、地方創生については、今現在

取り組んでおりますけれども、その中で、第一

期の創生の総合戦略を終了して、総括として、

先ほど全体的に39％の達成率だということを言

われましたけれども、これは終盤に新型コロナ

等あって大変厳しい状況ではなかったかと思い

ますが、この39％という数字そのものですね、

どのように、満足はしていらっしゃらないでし

ょうけれども、どのように捉えているのかをお

聞きしたいと思います。 

○議長  市長。 

○市長  39％にとどまったということについて

は、残念な思いで捉えております。見込みでは、

年々目標数値への実績が近づくように積み上げ

ていって、もっと多くの目標が達成される見込

みを持っておりました。 

  しかしながら、やはりコロナの影響はかなり

大きかったなということで、大事なのは今後こ

こからいかに立ち直っていくかということだと

思っております。 

○議長  ９番片平志朗議員。 

○片平志朗議員  ありがとうございました。 

  次に、創生の意味を考えてみたいと思います

けれども、創生という意味は、牧瀬教授も言わ

れたとおり、初めて生み出すということであり

まして、牧瀬教授の話をお借りするならば、現

実は、日本全国津々浦々、まち・ひと・しごと

総合戦略に取り組まれているわけですけれども、

現実は今までの踏襲や、それから模倣、他地方

自治体の模倣が多いと。創生という看板を掲げ

ているのに、それでは実効性がなく、逆に、真

逆のことをやっているんじゃないかと。そうし
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たら、いつまでも地方創生は実現しない。 

  私も、全部はこの点では思いませんけれども、

ややもするとこういう固執的になりがちなわけ

ですけれども、この辺は市長どのようにお考え

になっているんでしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  当初、第２次安倍政権時に地方創生を

掲げた、その趣旨の大きなポイントは、東京一

極集中の是正、地方こそが日本を支えるんだと

いうことで、各地方の活性化がなくしては、今

後の日本の将来はないという思いで取り組まれ

たと思います。 

  その中で、各1,740を超える自治体がある中

で、それぞれがどうやってその地方を活性化し

ていくかということについては、議員御指摘の

とおり、好事例の横展開ということが多く行わ

れております。 

  これは、私は仕方がない面があると思ってお

りまして、仕方がないといいますか、そういっ

たやり方もあるというふうに思っています。と

いいますのは、やはり1,700の自治体がそれぞ

れほかの自治体が考えつかなかったことを考え

つくかというと、なかなか難しいのが現実なわ

けです。 

  きらりと光り輝くような発想というのは、そ

れが数少ないからこそ光り輝いているわけで、

その点においては、なかなかこうアイデアを出

すのは難しいなというふうに感じているところ

です。 

  しかしながら、議員がおっしゃる模倣では、

やっぱり横並びで金太郎あめのような施策ばか

りになって、みんな同じになるじゃないかと、

それでは効果が出ないんじゃないかという点に

ついては、ごもっともだというふうに思ってお

りますので、我々当局も、そして議員からも、

ぜひ様々なアイデアをいただいて、地方創生を

進めてまいりたいと思っております。 

○議長  ９番片平志朗議員。 

○片平志朗議員  ありがとうございました。 

  次に、人口減少の考え方なんですが、計画の

中で、人口ビジョンの中で、ケース１から３と

いうことでシミュレーションされていると思い

ます。 

  ケース１はどういうことか、ケース２はどう

いうことかということはお分かりだと思います

から説明は省略しますけれども、人口増には、

自然増、要するに出生と死亡数の関係ですね。

それから、社会増、転入とそれから転出の関係。

この２つしかないわけでありまして、天から人

が降ってくるわけもないんで。 

  ここですね、ケース１、ケース３というシミ

ュレーションやっていますけれども、いずれの

ケースにおいても、自然増減による影響よりも

社会増減のほうが将来に及ぼす影響が大きいと

いうふうに書いてあります。 

  ここに私が疑問に思うんでありますけれども、

確かに、シミュレーションの数値の上ではそう

いう結果が出たんだと思います。要するに、私

たちの人間社会が今まで継続されているのは、

いにしえから人間社会の継続性は世代交代によ

って行われているわけです。ですから、自然増

がちょっと達成しようもないから、社会増に力

を入れるという方向に走ることだけは避けてい

ただきたいなと思います。どのようにお考えで

すか。 

○議長  市長。 

○市長  おっしゃるとおりで、何回かお話をさ

せていただいたように、日本国内での移動とい

うのは、最終的にはプラス・マイナス・ゼロな

わけで、特に影響を及ぼさないと。東京と沖縄

の例を昨日の一般質問で申し上げましたけれど

も、そういったことはあるものの、全体として

は大きな影響はないと。 

  したがって、合計特殊出生率を2.07にまず引

き上げなければ、永久に人口減少は続くという



－90－ 

意味で、自然増減を重視すべきだというのは、

おっしゃるとおりだと思います。 

○議長  ９番片平志朗議員。 

○片平志朗議員  最後、これからの取組の中で、

地方創生条例などをつくって取り組むお考えは

ありますかということについてでありますけれ

ども、ちょっと先ほど何て言ったか覚えていな

いんですが、検討するということでしたっけ、

取り組む方向に検討するということを言われた

んですか、ちょっともう一回確認です。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  答弁書がちょっと不明瞭で大変恐縮で

ありますけれども、もう一度お話ししますと、

条例を制定するという方法につきましても、地

方創生を進める幅広い選択肢の一つとさせてい

ただきながらまちづくりを進めていきたいと。

つづめて言えばそういうことを申し上げました。 

  この地方創生条例について、私はまだ不勉強

なものですから、それの目的や、あるいは効果、

そういったものをぜひ議員からも御教授をいた

だきながら考えてまいりたいと思っております。 

○議長  ９番片平志朗議員。 

○片平志朗議員  ありがとうございました。 

  日本全体として、人口減少に歯止めをかける

べくしのぎを削っていますけれども、この今の

この状況で言いますと、牧瀬教授のように、Ａ

市の人口が増えたとしてもＢ市の人口が減ると。

まさに人口の奪い合い、要するに競争ですね。

そういった事態が起きているんでいないかとい

うことを御指摘されているようなんですけれど

も、やっぱりたとえ、人口減少を抑制するよう

に、これはいろんな施策を打って努力していか

なきゃならないわけですけれども、万が一人口

減少に歯止めをかけたとしても、日本全体、総

体的には、縮小社会の到来は避けられないんで

すね。これはもう明確なんですね。 

  だとすれば、そういう現状を踏まえて市民の

様々な福祉やサービスが低下しないように、言

わば市民のＱＯＬですね、生活の質を高めてい

く社会づくりが必要でないかというふうに思い

ます。すなわち、競い合う地方創生から共創で

すね、共に創っていく地方創生へと転換してい

っていただきたいというようなことを強く望ん

でおられました。 

  こういうことに関しては、上位法にあるわけ

ですから、条例を制定し、しっかり取り組んで

いただきたいということの意味で質問させてい

ただきましたけれども、改めて、市長の意気込

みのほどをお聞きしたいと思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  共創、競い合うのではなく共に創る、

という趣旨については大いに賛同いたします。 

  私、最初に選挙を行ったときから、合計特殊

出生率をとにかく上げなければ、ずっと減少が

続くということは申し上げておりまして、2.07

にするのを最大の目標にすべく今後も取り組ん

でまいりますし、そのための方法の一つとして、

条例の制定についても研究させていただきたい

と思っております。 

○議長  ９番片平志朗議員。 

○片平志朗議員  どうもありがとうございまし

た。よろしくお願いしたいと思います。 

  以上で私の質問を終了させていただきます。 

○議長  以上で９番片平志朗議員の一般質問は

終了いたしました。 

  大変御苦労さまでした。 

  ここで、暫時休憩といたします。 

  再開は11時５分といたします。 

午前１０時５２分  休  憩 

─────────────────── 

午前１１時０５分  再  開 

○議長  再開いたします。 

─────────────────── 

髙 岡 亮 一 議員 質 問 
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○議長  次に、５番髙岡亮一議員。 

〔５番 髙岡亮一議員 登壇〕 

○髙岡亮一議員  ５番髙岡亮一です。 

  いつもトリを狙っているわけではないんです

けれども、商売柄、納期にぎりぎり間に合わせ

るのが習い性になっておりまして、何事もこう

やってぎりぎりになって提出ということなんで、

御了解いただきたいと思います。 

  ちょうど今回の一般質問通告文書をつくって

いたとき、市長が山形県トップセミナーで聞い

てこられた福井県鯖江市のＮＰＯ法人エル・コ

ミュニティ竹部美樹代表の講演、協創による、

ここでの協創は、先ほどの片平議員の共に創る

ではなくて、協創です。「協創による鯖江モデ

ル～地域の担い手育成」の内容を市長のフェイ

スブックで読みました。 

  竹部さんはまだ若い女性で、今年で16回目に

なるという、全国の学生に呼びかけて開催され

る鯖江市地域活性化プランコンテスト「市長を

やりませんか？」というイベントの仕掛け人と

いうことです。文章から、市長の共感の様子が

伝わってきました。 

  その最後は、こうしめられてありました。自

分たちのまちは自分たちで。鯖江市はその仕掛

けで、そういう意識の人が増えている。当時の

市長は、鯖江市の市長は、居場所と出番を与え

れば市民はやってくれると言っていた。トップ

のアイデアや実行力は大事だが、継続するため

には、市民の育成、きっかけづくり、市民主役

の体現が大事。こう締められてありました。 

  実は、この文章を読む前日、宮内公民館改築

をめぐってこれまで語り合ってきた「宮内から

市民の新しい拠点をつくろう会」の会合があり

ました。そこで語られたことは、新しい公民館

が誰もが気軽に集える場になるように、市は精

いっぱい我々の意見を取り入れてくれた。新公

民館の完成まで、何とかその姿勢を取り続けて

ほしいということでした。 

  そのことを受けての今回の１番目の質問です。 

  現在進められている宮内公民館改築事業は、

本市における公共物建設の在り方について、画

期的とも言える方向性を示したことで高く評価

されます。すなわち、地域住民にとって最も身

近である公民館について、市民自らが意見を出

し合って行政に示し、行政もまた住民意思に応

えて、極力設計に反映させるという形ができた

ことです。 

  そこで、お尋ねします。 

  （１）現在の進捗状況について御説明くださ

い。 

  （２）今後のスケジュールについて御説明く

ださい。 

  （３）残念ながら例年にない暑さのために、

市民運動会は中止になりましたが、コロナ騒ぎ

の一段落で従来の市民活動も息を吹き返し、交

流の機会も元に戻るに伴って、新しくなる公民

館への期待も日増しに高まっているのを肌で感

じます。地域住民が喜んで使えるみんなの公民

館になるためには、夢を具体化につなげていく

今の時期が非常に重要です。 

  折も折、山形県市町村トップセミナーでの竹

部美樹さんの講演の、市長による詳細な報告を

読んで非常に感銘を受けました。そして、福井

県鯖江市が高い実績を誇る提案型市民主役事業

課制度の趣旨に、宮内公民館改築の現況も当て

はめることができるのではないかと思ったとこ

ろです。 

  行政からの一方的なあてがいぶちでなく、ま

さに市民が主役の公民館建設に向けて、今後ど

のような方策を考えておられるかお聞かせくだ

さい。 

  大きな２番目、本市におけるワクチン政策に

ついてお尋ねします。 

  厚労省疾病・障害認定審査会が８月30日まで

に公開した資料によると、新型コロナワクチン

による健康被害補償の受理数8,652件、うち
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51.3％の4,441件が審査済みで、うち87.5％の

3,881件が補償対象として認定されています。

そのうち死亡認定が210件で、この方々には

4,420万円の一時金が一律に支払われることに

なります。昨年末までほとんどゼロで推移して

きた死亡認定が、ワクチン被害者の声が大きく

なるにつれて、ここ数か月で一挙に200名を超

えたのでした。 

  一方、2021年以降２年半が過ぎた現在、超過

死亡数は30万人に達しています。2021年はワク

チン接種が始まった年です。ワクチン接種との

関連が疑われて当然なのに、なぜかマスコミは

沈黙です。 

  そうこうしているうちに、６月16日に開催さ

れた第47回厚生科学審議会予防接種・ワクチン

分科会での審議の結果、９月20日から、６か月

以上の乳幼児を含めて全年齢層を対象にＸＢＢ

対応ワクチンの接種が開始されることになった

というのです。９月20日はもう間もなくです。 

  「コロナが怖い」から始まって、ワクチン打

たせられて、そのせいで具合悪くなった人もコ

ロナのせいと思い込まされて、またワクチンを

打たせられて、コロナが怖いと思い込んで何度

も何度もワクチン打たせられて、そのうち免疫

力がどんどん下がって、ますます具合が悪くな

って、またワクチンに頼ってという悪循環。 

  コロナなんか怖くない、かかっても寝てれば

治ると言ってしまえば全ておしまいなんです。

マスクも要らない。５類相当に引き下げられて

も、なおコロナを恐れ続けてマスクを外せずに

いるのは、世界中見渡しても日本だけなのでは

ないでしょうか。早くこの悪循環から抜け出し

てほしいと切に切に思います。 

  新型コロナワクチンについては、これまで何

度もこの場で語ってきました。同じことを繰り

返してもしようがないので、今回はワクチン一

般について考えてみたいと思います。 

  というのも、二十歳のつどいでの市長祝辞が

ＨＰＶワクチン推奨の話に終始したのに引き続

き、市報の７月１日号の最初の３ページがＨＰ

Ｖワクチンでした。 

  家族の判断でＨＰＶワクチン接種を見送って

いた女性が医学部に進み、そこで初めてワクチ

ンの効用に目覚め、医療界の常識と一般の常識

の隔たりを埋めるべく、ワクチン推奨の運動に

取り組むようになるという内容でした。新型コ

ロナワクチンの副反応をものともせず、医療の

専門家から成る厚生科学審議会予防接種・ワク

チン分科会が生後６か月以上の全年齢層を対象

にＸＢＢ対応ワクチン接種判断を下す、その構

図と同じように思います。 

  50年前の岩波新書で、今なお評価の高い吉原

賢二著「私憤から公憤へ 社会問題としてのワ

クチン禍」、吉原賢二さんの子供さんがワクチ

ン、インフルエンザワクチンだったですけれど

も、このワクチンで病気になった。そのことを

受けて書かれた本です。その中に、ワクチンの

限界と題してこうありました。 

  伝染病の予防には、予防接種だけではなく、

環境衛生対策、感染防止対策、免疫力強化策等

ほかの対策との組合せが必要であり、予防接種

はその一つの対策にすぎない。予防接種はほか

の方法がなければやむを得ずやるというのが世

界の良識ある医学者の意見である。ところが、

長年にわたって、日本では予防接種は万能薬で

あるかのように過大評価され、どこの市町村に

行っても、ワクチンの効果は神秘的なまでに高

められており、また多くの開業医が積極的にワ

クチンを勧めた。 

  忘れてならないのは、ワクチンは人体にとっ

て異物であり、この異物は時として思いもよら

ぬ反応を起こすことがあるということである。

ワクチン接種は、衛生的な環境をつくり上げる

ことより安上がりであるため、多少の副作用を

我慢すればこちらのほうがはるかに飛びつきや

すいというのが真相であった。よほどの例外を



－93－ 

除いては、ワクチンは万能ではない。従来ワク

チンに神秘的な能力があるように宣伝してきた

役人や医学者たちは猛省してもらいたいもので

ある。 

  これが50年前に書かれた文章です。このこと

を念頭に、本市のワクチン政策についてお尋ね

します。 

  （１）ＨＰＶワクチンについて。 

  １、南陽市及び山形県における子宮頸がん罹

患者数及び死亡者数は。できれば年齢別に教え

ていただきたい。 

  ２番、南陽市におけるＨＰＶワクチンの現在

の接種状況は。 

  ３番、ＨＰＶワクチンの接種のコストは。 

  ４番、ＨＰＶワクチンキャッチアップ接種事

業のキャッチアップというのはどういう意味か。 

  ５番、ＨＰＶワクチンキャッチアップ接種事

業費2,132万3,000円の財源の詳細は。 

  ６番、ＨＰＶワクチンキャッチアップ接種事

業費2,132万3,000円の現在の消化の状況は。 

  （２）予防接種一般について。 

  １、市として関わる予防接種には何があるか。

また、その中で特に重点を置いているのは。 

  ２番、予算措置とその財源は。 

  そして、３番、その詳細は。 

  （３）さきに述べたごとく、予防接種は伝染

病対策としては二義的であるとの考え方があり

ます。針を使って、体にわざと異物を入れて病

気と闘うという考え方は、本来リスクの大きい

異常な考え方というのです。伝染病によっては、

むしろ罹患することで免疫力をつけたほうがい

い場合もある。予防接種頼みの一辺倒になるこ

となく、免疫力強化を図ることにこそ重きを置

くべきではないかと考えるのですが、どうお考

えか。 

  以上、よろしく御答弁いただきたくお願い申

し上げます。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ５番髙岡亮一議員の御質問にお答え申

し上げます。 

  初めに、宮内公民館新築工事における現在の

進捗状況及び今後のスケジュールについてでご

ざいますが、昨年度中に実施設計が終了してお

りますが、このたび市が購入して拡充する建設

予定地につきましては、所有する事業者の都合

から、10月に譲渡となります。したがいまして、

今後は、９月の早い時期にプロポーザル提案書

を審査の上、さらなるコスト削減や工期短縮の

技術提案を受けるＥＣＩ協議を経て業者を選定

し、その後、工事請負業者との仮契約を進め、

議会に議案を上程する予定となっております。 

  議決をいただけました後は、本契約を締結し、

その後、速やかに工事に着手いたします。完成

は令和６年度末頃を予定しております。 

  次に、公民館建設に向けた今後の方策につい

てでございますが、昨年８月に実施した市民説

明会におきまして、参加者の皆様からたくさん

の御意見、御要望、御提案をいただきました。

説明会での御意見を踏まえ、運営委員会に御意

見の取りまとめをお願いし、法律や予算の許す

範囲内で実施設計に組み込ませていただきまし

た。 

  今後は、完成後の公民館の利用促進や、将来

に向けた多様な公民館の利用の在り方について、

鯖江市の事例も研究しながら、運営委員会との

協議を重ね、地域づくり、生涯学習の拠点施設

として利活用いただけるよう進めてまいりたい

と考えております。 

  次に、ＨＰＶワクチンについての御質問の１

点目、南陽市及び山形県における子宮頸がん罹

患者数及び死亡者数についてでございますが、

山形県における子宮頸がん罹患者数は、令和元

年１年間で329人でございます。本市の数字に

つきましては持ち合わせておりません。 
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  死亡者数につきましては、子宮頸がんのみの

統計を持ち合わせておりませんので、子宮体が

んを含む子宮がんによる死亡者数を申し上げま

すと、令和２年の１年間で山形県は72人となっ

ております。 

  統計資料から年代別に申し上げますと、30代

２人、40代６人、50代11人、60代13人、70代19

人、80代16人、90代５人となっております。南

陽市はゼロ人でございます。 

  次に、２点目、南陽市におけるＨＰＶワクチ

ンの接種状況についてでございますが、小学６

年生から高校１年生及びキャッチアップ接種対

象者を含む対象年齢全体の累計接種率は、７月

末で１回目の接種が30.4％、２回目が22.9％、

３回目が18.9％でございます。 

  次に、３点目、ＨＰＶワクチン接種のコスト

についてでございますが、医師会と契約してい

る１回当たりの接種費用となりますが、２価と

４価のワクチンは、問診料及び注射実施料等が

約2,700円、ワクチン代が１万2,000円。この合

計額に消費税を合わせまして、１万6,200円で

ございます。９価ワクチンは、問診料及び注射

実施料等が同じく約2,700円、ワクチン代が２

万2,572円、消費税を合わせて２万7,800円でご

ざいます。 

  次に、４点目、ＨＰＶワクチンキャッチアッ

プ接種事業のキャッチアップの意味についてで

ございますが、ＨＰＶワクチン接種の積極的勧

奨が控えられていた平成25年６月から令和３年

11月に、定期接種の対象年齢である小学校６年

生から高校１年生だった方に、改めて接種の機

会を提供するという意味でございます。 

  次に、５点目、ＨＰＶワクチンキャッチアッ

プ接種事業費の財源の詳細についてでございま

すが、女性のＨＰＶワクチン接種は、予防接種

法における定期接種に位置づけられており、全

額一般財源により支弁しておりますが、約９割

が普通交付税で措置されております。 

  次に、６点目、ＨＰＶワクチンキャッチアッ

プ接種事業費消化の現況についてでございます

が、８月末で373万2,000円を執行しており、執

行率は17.5％となっております。 

  次に、予防接種一般についての１点目、市と

して関わる予防接種と重点接種についてでござ

いますが、予防接種法に基づく定期接種には、

Ａ類疾病として14種類ございます。ジフテリア、

百日咳、ポリオと呼ばれる急性灰白髄炎、麻し

ん、風しん、日本脳炎、破傷風、結核、Ｈｉｂ

感染症、小児の肺炎球菌感染症、ＨＰＶと略さ

れるヒトパピローマウイルス感染症、水痘、Ｂ

型肝炎ロタウイルス感染症の14の感染症に対す

る予防接種がございます。 

  このほかＢ類疾病として、高齢者の季節性イ

ンフルエンザ、高齢者の肺炎球菌感染症の２つ

の感染症に対する予防接種がございます。 

  また、新型コロナワクチンの特例臨時接種の

ほか、市独自に助成しているものとして、妊婦

と生後６か月から中学校３年生までの子供を対

象とした季節性インフルエンザの予防接種、妊

娠を希望する女性とその家族を対象とした風疹

の予防接種、男性のＨＰＶワクチン接種がござ

います。 

  どの予防接種にもひとしく重点を置いて事業

実施しております。 

  次に、２点目、予算措置とその財源について

でございますが、予防接種関連予算は、令和５

年度当初予算で総額２億1,112万6,000円でござ

います。全額一般財源により支弁しております

が、定期接種のうちＡ類疾病は約９割、Ｂ類疾

病は約３割が普通交付税で措置されております。

そのほか国の補助金が8,362万8,000円、県の補

助金が50万円となっております。 

  次に、３点目、その評価についてでございま

すが、予防接種法第１条に「国民の健康の保持

に寄与するとともに、予防接種による健康被害

の迅速な救済を図ることを目的とする。」とあ
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りますように、定期接種は、国の審議会で安全

性が確認されたワクチンを接種による有効性が

副反応のリスクを明らかに上回ると認められる

ために実施されているものであり、今後も国か

ら提供される情報を注視しながら、予防接種事

業を推進してまいります。 

  また、市独自で助成している子供の季節性イ

ンフルエンザの予防接種につきましては、平成

29年度に、中学校３年生のみを対象に事業を開

始し、対象者を拡大しておりますが、令和４年

度の接種率が約47％となっており、発病を予防

する効果や重症化を予防する効果が一定程度あ

るものと考えております。 

  次に、免疫力強化を図ることにつきましては、

健康的な生活習慣を心がけて免疫の働きを高め、

体調を整えるなどは、一般的によく言われてい

ることでありますが、伝染病対策としての免疫

力強化に重きを置くべきとの御指摘につきまし

ては、人間の体を病原体から守る免疫の仕組み

は非常に複雑なものであり、免疫システムにつ

いては多くの研究が行われておりますが、完全

にそのメカニズムが解明されておらず、厳密な

医学的根拠に基づく定義はいまだなされていな

いものと認識しております。 

  感染症対策は、市民の生命健康の保全を図る

重要な施策でございますので、国や専門機関等

において示される医学的根拠に基づき実施する

ことが肝要であると考えております。 

  以上でございます。 

○議長  再質問に入ります。 

  ５番髙岡亮一議員。 

○髙岡亮一議員  ありがとうございました。 

  最初に、公民館の問題についてです。 

  今、市長もお話ありましたけれども、昨年の

８月８日だったですか、現在の宮内公民館の大

ホール、あそこいっぱい、私ちょっと遅れてい

ったらもう座る席がないほどの盛況ぶりで、そ

して、その中でしかもかなりの時間、あのとき

１時間半か２時間近かったですか、20名近い発

言者が出て、非常に熱気のある、私自身も、こ

ういうエネルギーが宮内にあるんだなと。それ

はまた、宮内公民館への期待の表れだと。 

  市長もそのとき一生懸命、一人一人の質問、

それから思いに答えを出していただきました。

私も発言させていただいたんですけれども、私

の発言をあのとき思い返しますと、この場限り

でこれ終わったら何もないよねというような思

いがあって、私もその辺を言った記憶がありま

す。 

  その後、市のほうから、最初の計画の設計か

らは大幅な変更が提示されまして、それが非常

にそのときの発言を受け入れた形で、高く評価

されるものだったと思います。いろんな細かい

点については、こうしてほしい、ああしてほし

いというのがあったと思いますけれども、市が、

市のほうでそういった住民の意見を取り入れて

くれたということで、物すごい達成感を持った

ことは確かです。 

  それが今回、市長が鯖江市の竹部さんの講演

を聞かれて、恐らく共感されて非常に長い文章

を、よく市長忙しい中これだけ書いてくれたな

と思って、私も感銘を受けて読んだんですけれ

ども、そこでまさに市民が主役の一つのこれか

らの行政の在り方というのが提示されていたわ

けです。 

  まさにこれが宮内公民館の、今求められてい

るのは、これなんではないかというふうなこと

を私も強く思って、今日ここで、今発言したわ

けですけれども。 

  今、市長は公民館の運営委員会、それを通し

てこれからも住民の意思を反映していくと、そ

ういったふうなお答えだったわけですけれども、

私がやっぱり求めるのは、私もかつて地区長を

やっていたときに、公民館運営委員としてその

責を担ったことがあるんですけれども、やっぱ

り公民館運営委員会を通しての市民の意見と、
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それから、昨年８月８日のあの会合で感じた市

民の熱気とでは、全然やっぱりレベルが違うん

で、正直。 

  今の公民館運営委員会の中では、かなりそれ

なりに意見も出して活発な形になっているよう

ですけれども、やっぱりそれは一部の意見にと

どまる。 

  何とか昨年の８月８日のような、ああいった

会合をこれから何度かぜひ持ってほしいと切に

思うんですが、市長いかがか、お答えください。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  今後の運営についてという御意見だと

思いますけれども、今後の運営をどうするかに

ついては、現実的には公民館の事務局があって、

そして運営委員会があるわけです。 

  市が先日、去年の集まりについては、地区の

皆さんに呼びかけをして行いましたけれども、

多分今後は、やはり宮内公民館の運営について

は、宮内地区の公民館の事務局、そして運営委

員会を通して、例えばああいった意見交換の場

を設けるとか、そういったことは考えられると

思いますけれども、市が公民館について、こう

いうふうにしていくというような段階を経過し

て、今後は公民館に様々なものが委ねられてい

くのではないかなというふうに思っております。 

○議長  ５番髙岡亮一議員。 

○髙岡亮一議員  今、運営ということだけに限

ってのように受け止められておられたようです

けれども、運営だけでなく、これから具体的に

公民館がだんだん具体化していく中で、例えば

備品、そういったものをこれは市のほうだけの

判断になるのか。 

  それから、先ほどこれからのスケジュールに

ついて、今後の設計業者もプロポーザルでこれ

から決まるわけですね。そこらでいろんな案が

出てくると思うんですけれども、そこらでの市

民の選択というか判断、その余地などはないの

かどうか、これは誰が判断するのか。 

  プロポーザルというようになれば、金額だけ

ではない、それなりの具体的なこうしたい、あ

あしたいというような業者の意向を受け止めて、

そこで判断することになるわけですけれども、

その辺で一体誰が判断するのか、そこらをお聞

かせください。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  簡潔に申し上げれば、市長が判断する

ということになります。 

  例えば、プロポーザルで出てきた意見を去年

のような意見交換会に出して、また意見をいた

だくと。これはやはり収束がつかないことにな

りますので、途中経過において御意見を様々に

承った後に、最終的には私の責任で判断をさせ

ていただくということになります。 

○議長  ５番髙岡亮一議員。 

○髙岡亮一議員  市長が様々な意見を伺った後

にというような言葉、これは非常にありがたく

受け止めたところですけれども、その機会をど

ういうふうな形でつくられますか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  様々な意見を伺った後にといいますの

は、昨年、様々な意見を伺って、現在があると

いう意味でございます。 

○議長  ５番髙岡亮一議員。 

○髙岡亮一議員  私の今日の質問の意図、半分

しかまだ理解していただけなかったかなと、ち

ょっと残念に思うんですけれども。 

  今後、やっぱり市民が主役、この公民館は

我々が造ったんだと。そういった思いに市民が

なるための方策、そういったものを考えたとき

に何らかの、去年あれで聞いたからあれでもう

いいんだでなくて、これからそういう場を設け

る必要があると思うんですけれども、その辺、

考えていただけるかどうか、お願いします。 
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○議長  市長。 

○市長  公民館がどういったものであるべきか

については、昨年、大変多数の御意見をいただ

いて、その段階は今現在は経過して、いかに、

そのいただいた意見を基に、その意見を反映で

きる施設を造るかということについては、市長

の責任で進めるべきものというふうに考えてお

ります。 

○議長  ５番髙岡亮一議員。 

○髙岡亮一議員  そういうことをやっていたら

きりがないというような声も後ろのほうから聞

こえたようですけれども。どこまでやるかいう

と、それは際限なくやっていたらきりがないわ

けですけれども、形として、やっぱり市民が、

俺たちの意見を入れて、そしてこういった公民

館ができる。その意見を言うエネルギーが宮内

には、今燃え上がっています。それを御理解い

ただいて、何とかそれを受け止めていただきた

い。 

  何もないとこだったら私言わない。私なんか

本当お客様でその話聞いているだけで、よくこ

れだけの意見をみんな持っているなと、私は本

当に感心します。私はお客様、そこでは。 

  そういった今エネルギーがあるんで、これか

らのことを考えたとき、何らかの形でそれを受

け止める受皿を用意していただきたい。それを

強く要望したいんですけれども、いかがでしょ

うか。 

○議長  市長。 

○市長  その受皿となるのが運営委員会だとい

うふうに思っております。 

○議長  ５番髙岡亮一議員。 

○髙岡亮一議員  それ堂々巡り。本当に運営委

員会というのは、私も運営委員長を務めたんで

分かりますけれども、本当に、形だけと言った

ら悪いですけれども、そんなこと言ったら委員

の人に悪いですけれども、確かにそこではそれ

なりの議論は今活発になされているのを私も聞

いていますけれども、そうではなくて、もっと

宮内全体のエネルギーを受け止める気があるか

どうか、それ確認したい。 

○議長  市長。 

○市長  宮内全体の意見を受け止めたものが今

回の公民館建設でございます。 

  その御意見は、ぜひ今後の運営、こういうふ

うにしたらいいんじゃないか、我々はこういう

ことができるぞという形で、御意見として運営

委員会のほうに出していただければ、それを生

かして運営できるものというふうに期待してお

ります。 

○議長  ５番髙岡亮一議員。 

○髙岡亮一議員  了解しました。 

  運営委員会とも連絡取り合いまして、それな

りに今後いろんな形で、公民館がよりよい、市

民全体の本当に私たちの公民館、自分事として

考えられる公民館になるように、私なりにも頑

張っていきますので、市長のほうもどうか御理

解いただいて、今後よろしくお願い申し上げて、

この公民館に関する議論を終わりたいと思いま

す。 

  それからあと、次……。 

（発言する声あり） 

○髙岡亮一議員  何、何だ……。 

○議長  静粛にお願いします。 

○髙岡亮一議員  今、雑音もあるようですけれ

ども、これは後で雑音は話しますので。 

  ワクチンの問題です。 

  さっき市長のほうからワクチンのメリットと

デメリット、それをはかりにかけて、そしてワ

クチンが有効であるということで、ワクチンを

進めていくというようなお考えを聞きましたけ

れども、ワクチンの副作用と、それからその病

気、感染症そのものの大きな違いがあるわけで

す。 

  どういう違いかというと、ワクチンによる副

反応副作用は、これはまさに健康な人を突然襲
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うと。それに対して感染症そのものは、先ほど

も申し上げていますように、免疫力の低下、そ

れなりのその人の病に陥らざるを得なかったい

ろんな不摂生、そういったふうなそれなりの理

由があって、そして病に陥る。その大きな違い

があるわけで、ワクチン接種による副反応、こ

れ認定になっただけで８月30日、新型コロナワ

クチン210名、これ市長、御存じですか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  審査会において認定が進んでいるとい

うことについては承知しております。 

○議長  ５番髙岡亮一議員。 

○髙岡亮一議員  実は私もこの210名までなっ

ているとは本当に知らなかったんです、これ。

ある１人のジャーナリストの人が徹底的に調べ

で、自分なりに何月に何人、何月に何人という

グラフまでして、たしか８月30日が60人、その

前が44人だかで、その前が20人くらいで急激に

増えているんです。 

  これ、その前は、今年、去年のうちくらいだ

ったらほとんど数人だったのが、今年になって

急激に増えている。これは取りも直さずやっぱ

りいろんな被害者の声が大きくなったことで、

そして、現在、厚労省のほうに届出なっている

死亡者数というのが2,000人超えているわけで

すね。そのうち、補償要求として出されている

のが、先ほど言いましたけれども、八千何人だ

ったですか、そういったふうな形になっている

ということで、今、急激にこの変化が。 

  ところが、それを厚労省がなかなか分かりに

くく分かりにくくしていて、今、市長も恐らく

210人という数字は初めて聞かれたと思うんで

すけれども、増えてはいるというものの、その

人数がなかなか見えにくいままになっている。 

  そういったところで、やっぱりワクチンにつ

いては、根本的に考えるときに来ているんでは

ないか。 

  例えば日本脳炎、今回頂きました主要な施策

の成果報告書、令和４年度、これを見ますと、

日本脳炎が延べ接種者数1,118人になっていま

す。ところが、今、日本脳炎にかかる人、これ

は年寄りがごく僅かにかかる人があるだけで、

そして…… 

（発言する声あり） 

○髙岡亮一議員  いやいや、それは、いやワク

チンしたからでもいい、それでも少なくなって

いる。 

  ワクチンの、これ、いや実は、これはインド

で子宮頸がんというのが、インドが一番多かっ

たらしいです、世界で。ところが、ここ十数年、

この間に、もう50％になったんだそうです。そ

れがワクチンのせいかということで議論になっ

て、そしてそのワクチンを進める側と、それか

らインドの国との間で議論になって、結果とし

ては、ワクチンのせいではない。 

  結局は、先ほど私が言いましたように、疾病

の予防には、まず環境をよくすること、衛生環

境をよくすること。それから、食物をよくなる

こと、そういったことで病気というのはどんど

んなくなっていく。確かにワクチンの効用もな

くはなくても、それでもそれ以上にその環境が

よくなること、それから食料事情がよくなるこ

と、そういったことによって病気がどんどん少

なくなる。日本脳炎というのははもうほとんど

ない。 

  それから、ジフテリアとかというのはもう全

くなくなっているにもかかわらず、ジフテリア、

破傷風が202名の方が、何かこれ、そして、昨

年度の予防接種に使った金が6,620万2,000円と

いうような金額がここへ出ているんですけれど

も、ちょっとその辺、見直す必要があるんでは

ないかと思うんですけれども、その辺、市長ど

うお考えでしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 
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○市長  公衆衛生全般において、病気を防ぐた

めに環境をよくするとか、様々な、いわゆる免

疫力を高めるとか、いろんな方法の中の一つと

してワクチンがあり、検査があり、様々な方法

によってこの病気を防ぐということだというふ

うに思っています。 

  それをやるかやらないかというのは、これ予

防接種法で決まっていることですので、地方自

治体においてはそれに従って進めていくという

ことになりますし、やはり専門的な知見に基づ

いて、国において適切に進めていいただきたい

と思っております。 

○議長  ５番髙岡亮一議員。 

○髙岡亮一議員  これを言っちゃおしまいだよ

ということなんですけれども、結局ワクチンは

医療業界にとって一番金になる。普通の薬は病

気になった人しか使ってくれないけれども、ワ

クチンは健康な人に使ってもらえる。その意味

で、無限の金のもととなるという。これを言っ

ちゃおしまいだよということで言ったんですけ

れども、やっぱりその辺も頭の片隅に置きなが

ら、これは確かにそう言われてしまえば、なる

ほどなって思わざるを得ない。 

  今回、ファイザー社、モデルナ社がどの程度

ワクチンでもうかったか知らないですけれども、

あるいはいろんな、新型コロナで金銭的にいい

思いをした人はたくさん。我々大変な思いをす

る一方で潤った人がいるということも確かなわ

けで、その辺も残念ながら、今の世の中では現

実なのだということも頭に置きながら、いろい

ろなことを考えていかねばならないなと、自分

なりにも思っているところなんで、市長、その

辺についてちょっと、市長なりのお考えを最後

にお聞きしたいと思います。 

○議長  市長。 

○市長  ワクチンは、お医者さんにとっては非

常に望ましくないといいますか、利益を追求す

るお医者さんにとっては望ましくないものです。

なぜかというと病気が、議員がおっしゃるよう

に撲滅されていくからです。永久にもうけるた

めには、ずっと病気が発生していなければいけ

ないのを、先ほどおっしゃった病例のように、

撲滅されてしまえば自分の診療報酬にはつなが

らない、その点は逆であります。 

  それから、もうける人がいっぱいいるという

ことについては、いつどこで誰が幾らもうけた

のかということがなければ、風評の域を出ない

ものと考えております。 

○議長  ５番髙岡亮一議員。 

○髙岡亮一議員  予防接種に要した予算、例え

ばここで去年の報告書では6,620万2,089円。こ

の金額というのがどこにどう流れたか、その辺

をちょっと私なりにまた探って、改めてお尋ね

したいと思いますけれども、その辺を最後に言

わせていただきまして、今日の質問を終わりま

す。 

  ありがとうございました。 

○議長  以上で５番髙岡亮一議員の一般質問は

終了いたしました。御苦労さまでした。 

  以上をもちまして、通告されました６名の一

般質問は全て終了いたしました。長時間御苦労

さまでございました。 

  質問された議員、答弁なされた執行部各位の

労をねぎらい、今後の市政運営に生かされるこ

とを期待しております。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

散      会 

○議長  本日はこれにて散会といたします。 

  御一同様、御起立願います。 

  傍聴席の方もお願いします。 

  どうも御苦労さまでした。 

午前１１時５６分  散  会 

 



 
 
 
 

 
令和５年９月２１日（木曜日） 

 
 
 
 
 
 
 

 本   会   議  
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令 和 ５ 年 ９ 月 ２ １ 日 （ 木 ） 午 前 1 0 時 0 0 分 開 議 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議事日程第４号 

令和５年９月２１日（木）午前１０時開議 

 

 議会報告  議会運営委員長報告 

 

（文教厚生常任委員長報告） 

 日程第 １ 議第 40号 南陽市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 日程第 ２ 議第 41号 南陽市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 日程第 ３ 議第 42号 南陽東置賜休日診療所設置及び管理に関する条例の一部を改正する条 

             例の制定について 

 

（予算特別委員長報告） 

 日程第 ４ 議第 34号 令和５年度南陽市一般会計補正予算（第５号） 

 

 日程第 ５ 議第 35号 令和５年度南陽市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 

 日程第 ６ 議第 36号 令和５年度南陽市財産区特別会計補正予算（第１号） 

 

 日程第 ７ 議第 37号 令和５年度南陽市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 

 日程第 ８ 議第 38号 令和５年度南陽市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 

（決算特別委員長報告） 

 日程第 ９ 認第 １号 令和４年度南陽市一般会計歳入歳出決算の認定について 

 

 日程第 10 認第 ２号 令和４年度南陽市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

 日程第 11 認第 ３号 令和４年度南陽市財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

 日程第 12 認第 ４号 令和４年度南陽市育英事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

 日程第 13 認第 ５号 令和４年度南陽市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 
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 日程第 14 認第 ６号 令和４年度南陽市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい 

             て 

 

 日程第 15 認第 ７号 令和４年度南陽市水道事業会計決算の認定について 

 

 日程第 16 認第 ８号 令和４年度南陽市下水道事業会計決算の認定について 

 

（議会機能等検討特別委員長報告） 

 日程第 17 議会機能等検討特別委員会報告 

 

（追加議案） 

 日程第 18 議第 44号 宮内地区交流センター（宮内公民館）建設工事請負契約の締結につい 

             て 

 

 日程第 19 議第 43号 令和５年度南陽市一般会計補正予算（第６号） 

 

（予算特別委員長報告） 

 日程第 20 議第 43号 令和５年度南陽市一般会計補正予算（第６号） 

 

 日程第 21 発議第４号 南陽市議会議員定数条例の一部を改正する条例の制定について 

 

   閉   会 

──────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 議事日程第４号に同じ 
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────────────────────────────────────────────── 

出 欠 席 議 員 氏 名 

 

◎出席議員（１６名） 
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◎欠席議員（１名） 

 ９番 片  平  志  朗  議員   
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小 阪 郁 子 庶 務 係 長  丸 川 勝 久 書 記 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

開      議 

○議長（舩山利美議員）  御一同様、御起立願

います。 

  おはようございます。 

  御着席願います。 

  これより本日の会議を開きます。 

  ただいま出席されている議員は16名であり、

定足数に達しております。 

  なお、本日の会議に欠席する旨通知のあった

議員は、９番片平志朗議員の１名であります。 

  よって、直ちに会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付してございます

議事日程第４号によって進めます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議会報告 議会運営委員長報告 

○議長  ここで、本日の会議の運営等について、

議会運営委員長より報告を願います。 

  議会運営委員長 山口正雄議員。 

〔議会運営委員長 山口正雄議員 登壇〕 

○議会運営委員長  おはようございます。 

  ９月定例会の最終日であります本日の議会運

営について、先ほど議会運営委員会を開催し、

協議いたしましたので、その結果を御報告いた

します。 

  初めに、付託議案の審査の結果について、文

教厚生常任副委員長より報告を受け、続いて予

算特別委員長及び決算特別委員長から報告を受

け、それぞれ質疑、討論、表決を行うこととい

たしました。 

  次に、報告１件については、議会機能等検討

特別委員長より報告を行っていただくこととい

たしました。 

  次に、本日追加されます議案について申し上

げます。追加議案は、事件案１件、補正予算案

１件、発議案１件の計３件であります。 

  事件案１件については、提案理由説明、委員

会付託省略、質疑、討論、表決の順で行うこと

といたしました。 

  補正予算案１件につきましては、提案理由説

明、質疑省略、予算特別委員会に付託し、本会

議休憩中、同委員会を開催し審査、審査終了後、

委員長報告、質疑、討論、表決の順で行うこと

といたしました。 

  発議案１件については、提案理由説明、委員

会付託省略、質疑、討論、表決の順で行うこと

といたしましたので、御了承くださるようお願

いいたします。 

  次に、本日の会議の日程でありますが、お手

元に配付してあります議事日程第４号により行

うことといたしました。 

  以上、本定例会の最終日の運営につきまして、

議会運営委員会において協議、決定いたしまし

たので、議員各位の御賛同と御協力を賜ります

ようお願い申し上げ、報告といたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

（文教厚生常任委員長報告） 

日程第１ 議第４０号から 

日程第３ 議第４２号まで計３件 

○議長  日程第１ 議第40号 南陽市印鑑条例

の一部を改正する条例の制定についてから、日

程第３ 議第42号 南陽東置賜休日診療所設置

及び管理に関する条例の一部を改正する条例の

制定についてまでの議案３件を、議事の都合に

より一括議題といたします。 

  ただいま議題となっております議案３件につ

いて、文教厚生常任副委員長の報告を求めます。 

  文教厚生常任副委員長 佐藤憲一議員。 

〔文教厚生常任副委員長 佐藤憲一議員 登

壇〕 

○文教厚生常任副委員長  おはようございます。 
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  片平委員長に代わりまして、私から文教厚生

常任委員会の報告を申し上げます。 

  本定例会において当委員会に付託されました

議案３件について、日程に従い、去る９月８日

午前10時から議員全員協議会室において、関係

課長等の出席を求め、委員会を開催し慎重に審

査いたしましたので、その経過と結果について

御報告申し上げます。 

  議第40号 南陽市印鑑条例の一部を改正する

条例の制定について及び議第41号 南陽市手数

料条例の一部を改正する条例の制定についての

両議案は関連がございましたので、一括して審

査を行いました。 

  議第40号 南陽市印鑑条例の一部を改正する

条例の制定については、個人番号カードや多機

能端末機等を活用し、印鑑登録証明書の交付方

法を拡充するため、また、議第41号 南陽市手

数料条例の一部を改正する条例の制定について

は、多機能端末機等による諸証明の交付に係る

手数料を定めるため、それぞれ条例の一部を改

正するものであります。 

  当局より、議第40号について、個人番号カー

ドやスマートフォンを利用してコンビニエンス

ストア等に設置されている多機能端末機等から

住民票の写しや印鑑登録証明書を取得できる、

いわゆるコンビニ交付を導入するものであるこ

と、また、印鑑登録証明書の交付に当たり、本

人が申請する場合に限り、印鑑登録証の提示に

替えて個人番号カードの提示と暗証番号を利用

することで申請が行えるよう所要の改正を行う

ものであるとの説明がなされました。 

  また、議第41号については、コンビニエンス

ストア等に設置されている多機能端末機と市庁

舎に設置する予定である多機能端末機と同等機

器から交付される住民票の写し及び印鑑登録証

明書について、１通当たり200円に設定するも

のであり、金額の設定については、コンビニ業

者への委託手数料１件当たり117円を勘案し、

また、県内自治体の状況を踏まえ総合的に勘案

したものであるとの説明がなされました。 

  なお、施行日は令和５年11月１日とし、11月

上旬からコンビニ交付が開始される予定である

が、スマートフォンを活用したコンビニ交付に

ついてはデジタル庁の調整が済み次第開始され

る予定であるとのことであります。 

  委員より、多機能端末機等を利用する場合、

全国どこでも200円で交付されるのか、また、

コンビニへの支払いは１件当たり117円のほか

にかからないのかとの質問があり、当局より、

全国どこの多機能端末機でも200円であること、

また、117円以外の費用負担はないとの説明が

なされました。 

  審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議

なく原案のとおり可決すべきものと決した次第

であります。 

  次に、議第42号 南陽東置賜休日診療所設置

及び管理に関する条例の一部を改正する条例の

制定について申し上げます。 

  本案は、南陽市、高畠町、川西町の１市２町

が共同で運営する休日診療所について、診療日

の追加及び漢字表記の適正化を行うため条例の

一部を改正するものであります。 

  当局より、これまで12月31日が日曜日でない

場合と１月１日は開所しないとの規定となって

おり、１月２日と３日は曜日にかかわらず慣例

的に開所していたものを、保健所からの要請、

地区医師会からの要望を踏まえ12月31日から１

月３日までの日を開所することに整理したもの

であるとの説明がなされました。 

  審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議

なく原案のとおり可決すべきものと決した次第

であります。 

  以上、文教厚生常任委員会の報告といたしま

す。 

○議長  これより質疑に入ります。 

  ただいまの文教厚生常任副委員長の報告に対
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し、質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  質疑がないようですので、質疑を終結

いたします。 

  これより討論に入りますが、討論の通告がご

ざいませんので、討論を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第40号 南陽市印鑑条

例の一部を改正する条例の制定についてから、

議第42号 南陽東置賜休日診療所設置及び管理

に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いてまでの議案３件については、文教厚生常任

副委員長報告のとおり決するに御異議ございま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、議第

40号から議第42号までの議案３件については、

文教厚生常任副委員長報告のとおり決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

（予算特別委員長報告） 

日程第４ 議第３４号から 

日程第８ 議第３８号まで計５件 

○議長  日程第４ 議第34号 令和５年度南陽

市一般会計補正予算（第５号）から、日程第８ 

議第38号 令和５年度南陽市後期高齢者医療特

別会計補正予算（第１号）までの補正予算議案

５件を議事の都合により一括議題といたします。 

  ただいま議題となっております補正予算議案

５件について、予算特別委員長の報告を求めま

す。 

  予算特別委員長 殿岡和郎議員。 

〔予算特別委員長 殿岡和郎議員 登壇〕 

○予算特別委員長  おはようございます。 

  私から予算特別委員会の報告を申し上げます。 

  本定例会において、当委員会に付託されまし

た案件は、令和５年度各会計補正予算５件であ

ります。 

  これを審査するため、去る９月12日に委員会

を開催し、審査を行いました。 

  当委員会は、議長を除く全員で構成されてお

りますので、審査経過などは省略し、結果のみ

を報告させていただきます。 

  議第34号 令和５年度南陽市一般会計補正予

算（第５号） 

  議第35号 令和５年度南陽市国民健康保険特

別会計補正予算（第１号） 

  議第36号 令和５年度南陽市財産区特別会計

補正予算（第１号） 

  議第37号 令和５年度南陽市介護保険特別会

計補正予算（第１号） 

  議第38号 令和５年度南陽市後期高齢者医療

特別会計補正予算（第１号） 

  以上、補正予算５件は、いずれも原案のとお

り可決すべきものと決した次第であります。 

  以上、予算特別委員会の報告といたします。 

○議長  これより質疑に入ります。 

  ただいまの予算特別委員長の報告に対し、質

疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  質疑がないようですので、質疑を終結

いたします。 

  これより討論に入りますが、討論の通告がご

ざいませんので、討論を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第34号 令和５年度南

陽市一般会計補正予算（第５号）から、議第38

号 令和５年度南陽市後期高齢者医療特別会計

補正予算（第１号）までの補正予算議案５件は、

予算特別委員長報告のとおり決するに御異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、議第

34号から議第38号までの補正予算議案５件は、

予算特別委員長報告のとおり決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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（決算特別委員長報告） 

日程第 ９ 認第１号から 

日程第１６ 認第８号まで計８件 

○議長  日程第９ 認第１号 令和４年度南陽

市一般会計歳入歳出決算の認定についてから、

日程第16 認第８号 令和４年度南陽市下水道

事業会計決算の認定についてまでの決算認定議

案８件を議事の都合により一括議題といたしま

す。 

  ただいま議題となっております決算認定議案

８件について、決算特別委員長の報告を求めま

す。 

  決算特別委員長 板垣致江子議員。 

〔決算特別委員長 板垣致江子議員 登壇〕 

○決算特別委員長  おはようございます。 

  私から決算特別委員会の報告を申し上げます。 

  本定例会において、当委員会に付託されまし

た案件は、決算認定議案８件であります。 

  これを審査するため、去る９月15日委員会を

開催し、審査を行いました。 

  当委員会は、議長及び議会選出監査委員を除

く全員で構成されておりますので、審査経過な

どは省略し、結果のみを報告させていただきま

す。 

  認第１号 令和４年度南陽市一般会計歳入歳

出決算の認定についてでありますが、本案件に

つきましては反対の意思表示がありましたので、

採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべ

きものと決した次第です。 

  次に、認第２号 令和４年度南陽市国民健康

保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

  認第３号 令和４年度南陽市財産区特別会計

歳入歳出決算の認定について 

  認第４号 令和４年度南陽市育英事業特別会

計歳入歳出決算の認定について 

  認第５号 令和４年度南陽市介護保険特別会

計歳入歳出決算の認定について 

  認第６号 令和４年度南陽市後期高齢者医療

特別会計歳入歳出決算の認定について 

  認第７号 令和４年度南陽市水道事業会計決

算の認定について 

  認第８号 令和４年度南陽市下水道事業会計

決算の認定について 

  以上、決算認定議案７件は、いずれも原案の

とおり認定すべきものと決した次第であります。 

  以上、決算特別委員会の報告といたします。 

○議長  これより質疑に入ります。 

  ただいまの決算特別委員長の報告に対し、質

疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  質疑がないようですので、質疑を終結

いたします。 

  これより討論に入りますが、討論の通告がご

ざいませんので、討論を終結いたします。 

  お諮りいたします。認第１号 令和４年度南

陽市一般会計歳入歳出決算の認定についてから、

認第８号 令和４年度南陽市下水道事業会計決

算の認定についてまでの決算認定議案８件は、

決算特別委員長報告のとおり決するに御異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、認第

１号から認第８号までの決算認定議案８件につ

いては、決算特別委員長報告のとおり決しまし

た。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

（議会機能等検討特別委員長報告） 

日程第１７ 議会機能等検討特別委員会報告 

○議長  日程第17 議会機能等検討特別委員会

報告についてであります。 

  議会機能等検討特別委員会に付託されており

ます諸調査事項について、特別委員長の報告を

求めます。 

  委員長 髙橋 篤議員。 

〔議会機能等検討特別委員長 髙橋 篤議員 

登壇〕 

○議会機能等検討特別委員長  おはようござい

ます。 

  私から、議会機能等検討特別委員会の経過と

結果について報告いたします。 

  本年４月21日の第１回臨時会において、議員

定数、報酬、政務活動費及び議員としての倫理

強化などの調査研究を行うため、委員６人で構

成される議会機能等検討特別委員会が設置され、

これまで９回の委員会を開催し慎重に検討を重

ね、審議を行ってまいりました。 

  ここに審議途中ではありますが、議員定数、

報酬及び政務活動費については、次期改選が令

和６年３月であることから、特に優先的に検討

を進め、このたび結果がまとまりましたので、

その経過の概要について御報告をいたします。 

  なお、詳細については報告書に記載している

とおりであります。 

  まず第１点目、議員定数については、これま

で平成９年、11年、15年、19年、23年、令和元

年に特別委員会を設置し、再三の調査・検討を

行い、結果、現在の17人の定数とした経緯があ

ります。 

  しかし、近年、全国の地方議会において投票

率の低下や無投票当選の増加傾向が強まってお

り、議員の成り手不足への対応が喫緊の課題と

なっております。 

  国においては、昨年12月に議員立法により提

出された地方自治法の一部を改正する法律案が

可決成立、さらに５月にも一部改正が行われる

など、そうした課題を解決するための制度改正

や環境整備が図られてきております。 

  また、全国的な市議会の状況としては、本市

と人口規模の近い２万5,000人から３万人以下

の市は51市であり、１市当たりの市議会議員の

定数は、平均16.45人になっております。また、

今年の統一地方選挙に合わせ、県内では村山市、

天童市、川西町がそれぞれ定数１人削減となっ

ております。 

  このような中、適正な議員定数につきまして

は、全国及び県内の類似市、近隣市町議会の動

向や各会派の御意見、また議員全員アンケート

などを考慮し、さらに人口、現下の社会情勢等

を総合的に勘案しながら議論を重ねてまいりま

した。 

  議会は議決機関であり、行政のチェック機関

であること、また、市民の付託に応え得る適正

な議員定数が望まれることから、審議の中で、

現状維持、また２人削減の意見も出されました

が、委員多数の意見により、次の一般選挙から

定数を１人削減し、16人が適当であるとの結論

に至りました。 

  第２点目、報酬については、平成９年以降改

定がなされておらず、現下の経済情勢等を考慮

すれば２万円程度の増額が適当であるとの結論

に至りました。 

  第３点目、政務活動費については、各議員か

ら、政務活動費の廃止を検討すべき、また増額

すべき等様々な意見があったものの、政務活動

費の額や使途については現状を変更する必要は

ないが、公開の方法については今後さらに透明

性の確保に努めていくべきとの結論に至りまし

た。 

  なお、議員の倫理強化についての課題などに
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ついては、12月までの調査期限内で引き続き検

討してまいりますので、議員各位の御理解と御

協力をよろしくお願い申し上げます。 

  以上であります。 

○議長  議会機能等検討特別委員会の報告が終

わりました。 

  報告でありますので、御了承をお願いいたし

ます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

（追加議案） 

日程第１８ 議第４４号 宮内地区交流セン 

      ター（宮内公民館）建設工事請 

      負契約の締結について 

○議長  日程第18 議第44号 宮内地区交流セ

ンター（宮内公民館）建設工事請負契約の締結

についてを議題といたします。 

  この際、市長に対し、提案理由説明を求めま

す。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  おはようございます。 

  ただいま上程されました議第44号 宮内地区

交流センター（宮内公民館）建設工事請負契約

の締結について、提案理由を申し上げます。 

  本案は、宮内地区交流センター（宮内公民館）

建設工事について請負契約を締結するため、議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得または

処分に関する条例第２条の規定により提案する

ものでございます。 

  以上、提案理由を申し上げましたが、御審議

の上、御可決くださいますようよろしくお願い

申し上げます。 

○議長  市長の提案理由の説明が終わりました。 

  お諮りいたします。ただいま議題となってお

ります議第44号は、会議規則第37条第３項の規

定により委員会付託を省略いたしたいと思いま

す。 

  これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、議第

44号は、委員会付託を省略することに決しまし

た。 

○議長  これより質疑に入ります。 

  質疑ございませんか。 

  ５番髙岡亮一議員。 

○髙岡亮一議員  今回のこの契約、プロポーザ

ルということだったんですけれども、そのプロ

ポーザルでの最終的な判断は市長がされるとい

うのは、この間の一般質問のときに答弁をいた

だいております。その判断の経過について、御

説明お願いします。 

○議長  答弁を求めます。 

  山口社会教育課長。 

○社会教育課長  私からお答え申し上げます。 

  今回の入札、あるいは決定方式については、

ＥＣＩ方式というものを取らせていただきまし

た。ＥＣＩ方式というものについては、平成26

年６月から技術提案の審査及び価格等の交渉方

式として、アーリーコントラクターインボルブ

メントの略称でございますけれども、この決定

方式が採用されたものでございます。 

  一定の条件の下に工事の受注したい業者を募

りまして、当方の仕様を示した中で、民間のノ

ウハウを持ってコストの削減や工期短縮の提案

をいただくと。その中で優先交渉権者を定めま

して、基本協定を交わし、その提案いただいた

内容について精査をさせていただいて、それに

ついて金額の精査もさせていただいて、見積合

わせ、仮契約、それから本日の議決をいただい

て本契約というようになってございますので、

そういった手順については、さきの一般質問の

折にもその経過についてはお話ししたところで

ございます。 

  以上であります。 
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○議長  ５番髙岡亮一議員。 

○髙岡亮一議員  それ数字的な、客観的な判断

根拠というのがあるわけですか。 

○議長  答弁を求めます。 

  山口社会教育課長。 

○社会教育課長  あくまでもＥＣＩ協議につき

ましては、先ほど申し上げましたとおり、コス

ト削減や工期の短縮、こういったものの技術提

案を受けて、それを対価としての金額の評価を

見るというようなことでございます。議会でも

答弁させていただきましたとおり、実施設計に

ついては昨年度末で仕上がっているということ

で御報告させていただいたとおりでございます。 

  以上であります。 

○議長  よろしいですか。 

○髙岡亮一議員  はい。 

○議長  ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  質疑がないようですので、質疑を終結

いたします。 

  これより討論に入りますが、討論の通告がご

ざいませんので、討論を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第44号 宮内地区交流

センター（宮内公民館）建設工事請負契約の締

結については、原案のとおり決するに御異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、議第

44号は原案のとおり決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第１９ 議第４３号 令和５年度南陽市 

      一般会計補正予算（第６号） 

○議長  日程第19 議第43号 令和５年度南陽

市一般会計補正予算（第６号）を議題といたし

ます。 

  この際、市長に対し、提案理由説明を求めま

す。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ただいま上程されました議第43号 令

和５年度南陽市一般会計補正予算（第６号）の

補正予算案１件につきまして提案理由を申し上

げます。 

  補正の内容は、低所得世帯に対する灯油購入

費等の生活応援事業費の増額、海外からの観光

誘客を図るための国際交流観光資源創出事業費

を追加するものであり、財源につきましては国

県支出金、基金繰入金で措置いたすものでござ

います。 

  以上、提案理由を申し上げましたが、御審議

の上、御可決くださいますようよろしくお願い

申し上げます。 

○議長  市長の提案理由の説明が終わりました。 

  お諮りいたします。質疑は予算特別委員会に

おいて行うこととし、この際、質疑を省略いた

したいと思いますが、これに御異議ございませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、この

際、質疑を省略することに決しました。 

  ただいま議題となっております補正予算議案

１件は、会議規則第37条第１項の規定により、

別紙議案付託表のとおり予算特別委員会に付託

いたします。 

  それでは、予算特別委員会を休憩中に開催し、

審査願います。 
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○議長  ここで、暫時休憩いたします。 

  再開は予鈴を持ってお知らせいたします。 

午前１０時３７分  休  憩 

─────────────────── 

午前１１時１０分  再  開 

○議長  再開いたします。 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

（予算特別委員長報告） 

日程第２０ 議第４３号 令和５年度南陽市 

      一般会計補正予算（第６号） 

○議長  ただいま議題となっております議第43

号 令和５年度南陽市一般会計補正予算（第６

号）について、予算特別委員長の報告を求めま

す。 

  予算特別委員長 殿岡和郎議員。 

〔予算特別委員長 殿岡和郎議員 登壇〕 

○予算特別委員長  私から予算特別委員会の報

告を申し上げます。 

  本定例会最終日において、当委員会に付託さ

れました案件は、令和５年度一般会計補正予算

１件であります。 

  これを審査するため、休憩中に委員会を開催

し、審査を行いました。 

  当委員会は、議長を除く全員で構成されてお

りますので、審査経過などは省略し、結果のみ

を報告させていただきます。 

  議第43号 令和５年度南陽市一般会計補正予

算（第６号）は、全員異議なく原案のとおり可

決すべきものと決した次第であります。 

  以上、予算特別委員会の報告といたします。 

○議長  これより質疑に入ります。 

  ただいまの予算特別委員長報告に対し、質疑

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  質疑がないようですので、質疑を終結

いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の希望ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  討論の希望がございませんので、討論

を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第43号 令和５年度南

陽市一般会計補正予算（第６号）は、予算特別

委員長報告のとおり決するに御異議ございませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、議第

43号は、予算特別委員長報告のとおり決しまし

た。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第２１ 発議第４号 南陽市議会議員定 

      数条例の一部を改正する条例の 

      制定について 

○議長  日程第21 発議第４号 南陽市議会議

員定数条例の一部を改正する条例の制定につい

てを議題といたします。 

  ここで、提案理由説明を求めます。 

  14番髙橋 篤議員。 

〔14番 髙橋 篤議員 登壇〕 

○髙橋 篤議員  私から、発議第４号 南陽市

議会議員定数条例の一部を改正する条例の制定

について、提案理由を申し上げます。 

  さきに御報告いたしました議会機能等検討特

別委員会の報告のとおり、本市議会の議員定数

を現行の17人から１人削減し、16人とするもの

であります。 

  なお、この条例は次の一般選挙から施行する

ものであります。 

  以上、御提案申し上げますので、議員皆様の

御賛同を賜りますようよろしくお願い申し上げ、

提案理由の説明といたします。 
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○議長  お諮りいたします。ただいま議題とな

っております発議第４号は、会議規則第37条第

３項の規定により、委員会付託を省略いたした

いと思います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、発議

第４号は、委員会付託を省略することに決しま

した。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑ございませんか。 

  ２番佐藤憲一議員。 

○佐藤憲一議員  ただいま発議として上程され

ました定数条例の一部改正の件であります。 

  委員会ができてから、機能検討委員会でアン

ケートとかいろいろ御苦労なさっているわけで

す。私もアンケートに議員定数については基本

的には定数減にしなくても、ただ、類似団体と

かそういう関係、また隣接の動きなんかを見る

と減数になっているというようなことで、減に

ついてはやむを得ないのではないかということ

が１項目。 

  あと、政務調査費については不要というよう

な２点をアンケートとして提出しておりました。 

  ただ、今回、この議会の最終日に、初めてこ

こに来てから中間報告というような、先ほど委

員会の委員長である髙橋議員のほうから提案が

あって、中間報告にしては、この机に上がって

おった後すぐに発議という形で、早急でないか

なというような感じを持っております。私のほ

うの会派でも髙橋 弘議員、川合 猛議員が委

員会のほうでいろいろ御苦労なさっているわけ

なんですが、今回の今議会の提案には私は反対

をいたします。 

○議長  反対意見だけで、意見だけですか。 

  ほかに。 

  ６番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  私は反対ではないんですけれ

ども、例えば今回９月に議案として提出すると

いう何か、例えば12月に提案をするというふう

なことなのかなと、最初は思っていたんですけ

れども、本会議９月で出さなければならないと

いうのは、何かいろいろスケジュールの関係と

か、そういったことも含めてあるのかどうか、

その辺、ちょっと分からないものですから、お

伺いをしたいと思います。 

○議長  14番髙橋 篤議員。 

○髙橋 篤議員  ただいま佐藤議員、そしてま

た高橋一郎議員のほうから御意見ありました。 

  それで、まず佐藤議員のほうに申し上げたい

と思います。 

  我々委員は、それぞれ会派、そして無会派の

ほうから代表に出ていただいて、審議をしっか

りとしてきました。その間、途中でお話し申し

上げると、出せば、また議会の中でも大変な苦

労もあるのではないかということで、外部に、

外部というより会派の方にも、そして無会派の

方にも、この委員会の内容等については決して

他言をなさらないようにということで、進んで

今日まで来ました。そんなことで、佐藤議員か

らも途中でというお話もございましたが、それ

はしっかりと審議をしてまいりましたので、佐

藤議員のほうにはお話をさせていただきます。 

  また、ただいま高橋一郎議員より御意見等ご

ざいましたが、先ほども議運の中でお話しした

とおりでありますので、その辺は納得していた

だくように、私としてはお願い申し上げます。 

○議長  高橋一郎議員、よろしいですか。 

  ６番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  すみません、私の意図が通じ

なかったようです、すみません。 

  舌足らずでしたけれども、私が申し上げてい

るのは、別にいいんです、これ私も賛成します

けれども、ただ、そのいわゆる９月の定例会に

出さなければならない理由みたいなものがある

のかどうか。だから、委員長ではなくて、当局

のほうで何かそういった情報があるのかどうか。 
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  例えば、平成23年ですかね、前回のときとい

うのは、例えば９月の定例会に出したのか、12

月定例会に出したのか。そうでないと、タイム

リー的に何か間に合わないものがあるのかどう

か、その辺がよく分からないものですから、そ

こだけお聞きしたかったんです。 

○議長  14番髙橋 篤議員。 

○髙橋 篤議員  高橋議員のほうにお答えさせ

ていただきます。 

  この議員定数に関しては、次年度、来年の３

月の選挙があるわけですので、それを逆算する

と、やはりこのたび９月の定例会において決め

ていただかないとできないと。それで、これそ

れぞれ定数削減、今までやってきたわけなんで

すけれども、９月の定例会においてこの定数だ

けは決定するというようなことでありますので、

御了承いただければと思っております。 

  以上です。 

○高橋一郎議員  分かりました。 

○議長  ほかに。 

  髙岡亮一議員。 

○髙岡亮一議員  私はかねてより議員は多いほ

どいいと。確かに今議員の成り手がないという

ふうな現実を前にしていろいろ考えるんですけ

れども、これはやっぱり議員の成り手がいない

ということは、議員そのものに魅力がない、さ

らに言えば、こうした議会というものが本来の

機能を発揮していないのではないだろうかと。

議会が本来の機能を発揮して、それが魅力的で

あるならば、議員の成り手はまだまだ若い人か

ら何から増えてくるはずなのですと私はずっと

かねてより思っております。 

  ここで、議員を減らすことではなくて、どう

したら魅力ある議会に、私も議員になりたいと、

そういう魅力ある議会にすることができるか、

そのことが第一義であって、世の中の流れがど

んどん減らすということで、それに倣って減ら

そうと、その今回の条例に関しては反対します。 

○議長  反対意見だけですか。 

○髙岡亮一議員  はい。 

○議長  ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  質疑がないようですので、質疑を終結

いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の希望ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長  討論の希望がございませんので、討論

を終結いたします。 

  ただいま、２番佐藤憲一議員より発議第４号 

南陽市議会議員定数条例の一部を改正する条例

の制定について、反対の意見がありましたので、

採決を行います。 

  お諮りいたします。発議第４号の採決は起立

採決により行いたいと思いますが、これに御異

議ございませんか。 

（「ちょっと待って、髙岡さんも反対と言っ

たよ」の声あり） 

○議長  最後に反対という言葉を使ってくださ

い。反対という言葉がなかったので。 

（「反対しますと言ったよ」の声あり） 

○議長  言った、失礼しました。 

  ２名の反対の意見がありました。 

  それでは、お諮りいたします。発議第４号の

採決は起立採決により行いたいと思いますが、

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。発議第４号 

南陽市議会議員定数条例の一部を改正する条例

の制定については、原案のとおり決するに賛成

の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長  御着席願います。 

  起立多数であります。よって、発議第４号は

原案のとおり決しました。 

  最後にお諮りいたします。本定例会において
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議決されました議案の中で整理を要するものに

ついては、会議規則第43条の規定により、その

整理を議長に委任願いたいと思います。これに

御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、整理

を要するものについては、その整理を議長に委

任することに決しました。 

  以上をもって、本定例会に提案されました議

案の審査は全て終了いたしました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

市 長 挨 拶 

○議長  ここで、市長より発言を求められてお

りますので、これを認めます。 

  市長。 

〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ９月定例会の閉会に当たり、一言御挨

拶を申し上げます。 

  本定例会に提案いたしました議案につきまし

て、慎重に御審議を賜り、全議案とも原案のと

おり御同意、御可決をいただきましたことに厚

く御礼を申し上げます。 

  定例会の中で、各議員からいただきました御

提言等につきましては、その実現に向け努力を

してまいる所存でございますので、今後とも御

指導、御支援を賜りますようお願い申し上げま

す。 

  さて、９月９日、10日に開催されました赤湯

地区のふるさと祭りでは、台湾から62名の方が

参加されるなど本格的にインバウンドが再開さ

れてまいりました。10月１日には、議員各位に

も御案内をしております第35回ふるさと南陽の

つどいが、東京都内でコロナ禍前のスタイルで

盛大に開催されます。６日には、第111回目を

迎える南陽菊まつりが開催され、９日には、第

24回さわやかワインマラソン大会が開催される

など、秋のイベントがめじろ押しなっておりま

す。秋の行楽シーズンを迎え、多くの事業がコ

ロナ禍前に戻ってきている一方、新型コロナウ

イルス感染症やインフルエンザ、あるいは幼児

のヘルパンギーナ等の感染が増加している状況

もございますので、そういった感染症の予防に

も気をつけながら、たくさんの方に南陽市に訪

れていただくことを期待するものでございます。 

  結びになりますが、議員の皆様におかれまし

ては、残暑の疲れが続く季節でもございますの

で、御自愛をいただきながら、各般にわたって

さらなる御活躍をされますよう御祈念申し上げ

まして、９月定例会の閉会に臨み、御礼の御挨

拶とさせていただきます。 

  誠にありがとうございました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

閉      会 

○議長  これをもちまして令和５年南陽市議会

９月定例会を閉会いたします。 

  御一同様、御起立願います。 

  傍聴席の方もお願いいたします。 

  どうも御苦労さまでした。 

午前１１時３０分  閉  会 

 

南陽市議会議長 舩 山 利 美 

会議録署名議員 伊 藤 英 司 

同       髙 橋   弘 

同       板 垣 致江子 

 



 
 

 

令 和 ５ 年 ９ 月 定 例 会 
９月１２日（火曜日） 

 
 
 
 
 

 
 

 予 算 特 別 委 員 会  
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令 和 ５ 年 ９ 月 １ ２ 日 （ 火 ） 午 前 1 0 時 0 0 分 開 会 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

殿  岡  和  郎  委員長 島  津  善 衞 門  副委員長 

 

出 欠 席 委 員 氏 名 

 

◎出席委員（１６名） 

 １番 伊  藤  英  司  委員  ２番 佐  藤  憲  一  委員 

 ３番 山  口  裕  昭  委員  ４番 島  津  善 衞 門  委員 

 ５番 髙  岡  亮  一  委員  ６番 高  橋  一  郎  委員 

 ８番 山  口  正  雄  委員  ９番 片  平  志  朗  委員 

１０番 梅  川  信  治  委員 １１番 川  合     猛  委員 

１２番 髙  橋     弘  委員 １３番 板  垣  致 江 子  委員 

１４番 髙  橋     篤  委員 １５番 遠  藤  榮  吉  委員 

１６番 佐  藤     明  委員 １７番 殿  岡  和  郎  委員 

◎欠席委員（０名） 
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────────────────────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

 

白 岩 孝 夫 市 長  大 沼 豊 広 副 市 長 

穀 野 純 子 総 務 課 長  嶋 貫 憲 仁 みらい戦略課長 

佐 野   毅 
情 報 デ ジ タ ル 

推 進 主 幹 
 髙 橋 直 昭 財 政 課 長 

板 垣 幸 広 税 務 課 長  髙 野 祐 次 総 合 防 災 課 長 

竹 田 啓 子 市 民 課 長  尾 形 久 代 福 祉 課 長 

大 沼 清 隆 
すこやか子育て 

課 長 
 嶋 貫 幹 子 

ワ ク チ ン 接 種 

対 策 主 幹 ( 兼 ） 

観 光 振 興 主 幹 

鈴 木   淳 農 林 課 長 補 佐  長 沢 俊 博 商 工 観 光 課 長 

川 合 俊 一 建 設 課 長  佐 藤 和 宏 上 下 水 道 課 長 

髙 橋 宏 治 会 計 管 理 者  鈴 木 博 明 管 理 課 長 

佐 野 浩 士 学 校 教 育 課 長  山 口 広 昭 社 会 教 育 課 長 

土 屋 雄 治 
選挙管理委員会 

事 務 局 長 
 矢 澤 文 明 監査委員事務局長 

山 内 美 穂 
農 業 委 員 会 

事 務 局 長 
   

───────────────────────────────────────────── 

事 務 局 職 員 出 席 者 

安 部 真由美 事 務 局 長  太 田   徹 局 長 補 佐 

小 阪 郁 子 庶 務 係 長  丸 川 勝 久 書 記 
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─────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 議第34号 令和５年度南陽市一般会計補正予算 

      （第５号） 

 議第35号 令和５年度南陽市国民健康保険特別 

      会計補正予算（第１号） 

 議第36号 令和５年度南陽市財産区特別会計補 

      正予算（第１号） 

 議第37号 令和５年度南陽市介護保険特別会計 

      補正予算（第１号） 

 議第38号 令和５年度南陽市後期高齢者医療特 

      別会計補正予算（第１号） 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

開      会 

○委員長（殿岡和郎委員）  朝の挨拶をします

ので御起立願います。 

  おはようございます。 

  御着席願います。 

  これより予算特別委員会を開会いたします。 

  ただいま出席されている委員は16名全員であ

ります。 

  なお、当局より説明員、長濱洋美教育長と寒

河江英明農林課長が都合により欠席の旨、通知

がありましたので御報告いたします。農林課長

に代わり鈴木 淳農林課長補佐が出席しており

ますので、御報告いたします。 

  これより予算の審査に入ります。 

  本委員会に付託されました案件は、令和５年

度補正予算５件であります。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議第３４号 令和５年度南陽市一般会計補正 

      予算（第５号） 

○委員長  初めに、議第34号 令和５年度南陽

市一般会計補正予算（第５号）について審査を

行います。 

  当局の説明を求めます。髙橋直昭財政課長。 

〔財政課長 髙橋直昭 登壇〕 

○財政課長  〔令和５年９月定例会 予算に関 

        する説明書により 議第34号に 

        ついて説明〕省略別冊参照。 

○委員長  この際、委員各位並びに当局にお願

い申し上げます。 

  質疑、答弁は、ページ数、款項目を明示し、

簡明に行い、議事進行に特段の御協力をお願い

いたします。 

  これより質疑に入ります。 

  補正予算書の予算に関する説明書により、歳

入、歳出の順に行います。 

  最初に、歳入全般、10ページから14ページま

でについて質疑ありませんか。 

  16番佐藤 明委員。 

○佐藤 明委員  私は、去る６月定例の議会の

補正予算についてもいろいろ質問したわけです

けれども、地方創生臨時交付金、これ第２回目

が10月２日に締切りと、各自治体の様々な要望、

要請は締め切られると、このように報道がある

わけですけれども、南陽市としてどのような方

針を出されて、どのような支援策を講じるのか

第１点。 

  それから、第２点でありますが、第１回目の

地方創生臨時交付金が施行されて南陽市でも相

当金額来たわけですけれども、全国各地で交付

金の残額が結構あると、こういう報道もあるわ

けですね。 

  例えば都道府県では全国的には2,400億円で

すね、約。それから、各自治体での残金が

3,400億円ほどあると、このように言われてお

りますが、南陽市での残額というのはあるのか

ないのか、その辺どうなのか、まずお尋ねをし

たいというふうに思います。 

○委員長  髙橋財政課長。 

○財政課長  それでは、ただいまの御質問にお
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答え申し上げます。 

  まず、１点目の方針でございますが、昨日、

山形県のほうでもこの臨時交付金を活用した事

業のほうを公表してございます。こちらの状況

を確認しながら、また、近隣の状況、そして、

この物価高が１回目の予算化を措置してから、

どのように影響を及ぼしているかという点を見

ながら予算編成のほうに取り組んでまいりたい

と思います。 

  なお、10月２日の締切りということでござい

ますが、こちらのほうの情報、まだ正式なとこ

ろは来てございませんが、12月補正予算、また

はその前に必要な予算の計上のほうを図ってい

きたいと考えているところです。 

  また、２点目の南陽市における臨時交付金の

残でございますが、現在、予算化ベースの残で

ございますが、934万6,000円の残額となってご

ざいます。 

  以上です。 

○委員長  16番佐藤 明委員。 

○佐藤 明委員  最初の10月２日の締切りまで

については、まだ、いろいろ検討してどうする

のかと、こういうふうなお話ですが、２点目の

残額については、934万何がしの残額があると。

これ南陽市だけが残っているのか、そのほかに

ほかの自治体でも残っているのか、県内的には

どのように見ておられるのか、その辺どうでし

ょう。 

○委員長  髙橋財政課長。 

○財政課長  それでは、お答え申し上げます。 

  今回の県のほうの９月の補正予算、各項目に

おきまして、このコロナウイルスの臨時交付金、

電力、ガス、食料品高騰の重点交付金、こちら

を活用した事業が結構上がっておりますので、

県のほうでも今回、まだ予算的には対応できる

という状況なのかなと思っています。 

  あと、電話での聞き取りの状況ではございま

すが、近隣自治体におきましても、この秋まで

の状況を見極めて予算化を図りたいというよう

なところもございました。 

  以上でございます。 

○委員長  16番佐藤 明委員。 

○佐藤 明委員  南陽市では934万残っている

と、こういうわけですけれども、思ったより少

ないんですけれども、全国的にはさっき言った

ように、都道府県では2,400億円ほど、それか

ら各自治体では5,828億円ほど残っていると。

これ非常にせっかく交付税措置したにもかかわ

らず残っているというのは、やっぱり問題があ

るのではないかと、このように思っております

が、市長はどのように考えているか、まずお尋

ねしたいと。 

  それから、もう１点でありますが、せんだっ

ての新聞報道では、経済対策等について、これ

は別枠だと思うんですけれども、来月策定して、

そして何とかめどをつけて経済対策を講じたい

と、このように報道されているわけですけれど

も、この中身について見ますと、いわゆる非正

規労働者への正規雇用の問題、さらには電気、

ガスの問題、あるいは半導体支援の問題等々、

様々な支援の方向をこの10月に何とかしたいと、

このような報道があるわけですが、これに対し

ての市の方針というか、その辺、どのように考

えておられるかお尋ねしたいというふうに思い

ます。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  まず、各自治体、都道府県や市町村で

残っている残額については、それぞれの自治体

における事情があるんだろうというのが受け止

めであります。 

  一方で、南陽市は既に前回配分された１億

2,000万ほどについては、ほぼほぼ使い切って

いる状況なわけで、それはできるだけスピーデ

ィーに皆さんが影響を受けている物価高騰につ

いて、何らかの対策を講じたいという意味でも

なくなっているわけです。 
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  今後の政府の経済対策でありますが、当然な

がら物価高騰、まだ10月もさらに数千品目が値

上げされるというふうに見込まれておりますし、

エネルギーもなかなか落ち着いてくる気配がな

い中で、国においてはしっかりとその対策を取

っていただきたいですし、その中身を注目して

まいりたいと思っております。 

○委員長  16番佐藤 明委員。 

○佐藤 明委員  市長のおっしゃることはその

とおりだと私は思うんです。やっぱりせっかく

交付税措置したならば、しかも今今、様々な暮

らしの分野ですね、物価の高騰はじめ様々な問

題が浮き上がっている状況の中で、あれから数

か月たっているわけだ。それいまだに残ってい

るなんていうのは、普通、何のための交付税措

置したのか、これはやっぱり理解するべきでは

ないのかなと。各自治体からの様々な要望も相

当あるわけですから、これをやっぱり機敏にや

っていくのが自治体の本来の在り方でないのか

なと私は思うんですが、南陽市では若干残って

いる程度というふうなお話ですが、これからも

様々な経済対策があると思うんです。ですから、

しっかりスピーディーに対応していただきたい、

このことを重ねて申し上げたいというふうに思

います。 

  以上です。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  次に、歳出に入ります。 

  第１款議会費から第６款農林水産業費までの

15ページから28ページまでについて質疑ありま

せんか。 

  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  24ページの保健衛生費の中の

運動・スポーツ習慣化促進委託料626万9,000円

についてお伺いをしたいと思います。 

  御説明では子育て世代がなかなかスポーツを

する環境にならないというようなこともあって、

何かそこに焦点を当ててやっていくというよう

な事業と心得ておりますが、これからなんでし

ょうけれども、どのような方法でやっていくの

か。それから当然、スポーツ協会も同じように

市民の健康、運動、安全というふうなことに取

り組んでいるわけですので、その辺との兼ね合

い、協働、ともにやっていく、協力し合ってい

くといったことについては、どのようにお考え

かお伺いをしたいと思います。 

○委員長  嶋貫みらい戦略課長。 

○みらい戦略課長  ただいまの御質問にお答え

を申し上げます。 

  まず、このたびの事業はどういう方法かとい

うふうな御質問でございます。今回、子育て世

代の、特に女性への働きかけといたしまして、

新たにコンディショニングという内容で働きか

けを行ってまいりたいというふうに考えており

ます。 

  これにつきましては、今年度、部活動の地域

移行が進む中で、同様にコンディショニングに

ついても一つの地域移行の受皿として取組を進

めているところでございます。コンディショニ

ングを今後、今までの健康スポーツの取組に加

えて追加して取り組んでいくことに当たりまし

て、子供たちがコンディショニングの取組を進

める、併せてそれと同時期に親御さん世代にも

コンディショニングで取組を進めていきたいな

というふうに考えているところでございます。 

  当然、働く現役世代でございますので、主に

週末等にコンディショニングの教室を開催をし

て展開をしていきたいというふうに考えており

ます。 

  ２点目のスポーツ協会との連携でございます。

こちらにつきましては、今後、スポーツ協会、

また、スポーツ少年団等とも連携が必要かなと

いうふうに思っております。それぞれ構成の

方々にお集まりをいただきまして、このたびの

新たな事業の説明の機会を設けて、コンディシ
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ョニング等、取組への理解を進めて一緒にさせ

ていただきたいというふうに考えているところ

でございます。 

  以上でございます。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  説明は分かりました。 

  ちょっと懸念しているのは、いわゆる部活動

移行の話も出たものですから、そちらのほうも

話をしていきたいと思うんですが、部活動移行

と、このいわゆる運動・スポーツ習慣化につい

ては別個の事業ですよね、基本的に。しかも、

いわゆる文科省の予算とこっちのほうは総務省

の予算ですかね、違う。ただ、やる人は同じだ

というふうなことになるのかなというふうに思

うんですけれども、それで一緒にやったほうが

効果があるというふうなことなんでしょうけれ

ども、現場的には部活動移行と、それから子育

て世代の運動習慣化というのは別個のものだと

いうふうには思っているんです。 

  したがって、どういうふうに捉えたらいいの

か。スポーツラボさんでやっていく、アスリー

トラボさんでやっていくというようなことはそ

れはいいんですけれども、私はやること自体は

賛成ですよ。非常にこれは市民にとってよくな

るとは思うのでいいんですけれども、そのやり

方がちょっと現場で少し戸惑うのかなというふ

うな形もありますので、その辺についてちょっ

とどうでしょうか。 

○委員長  嶋貫みらい戦略課長。 

○みらい戦略課長  御質問にお答えを申し上げ

ます。 

  まず、このたびの運動・スポーツ習慣化促進

事業、スポーツ庁からの補助金を頂戴して展開

するものにつきましては、部活動の地域移行と

別個の取組というふうに我々も理解をしており

ます。コンディショニングを新しい課題解決の

道具として使わせていただくわけですけれども、

決して中学校の部活動の時間とか、そこの場所

の一部をお母さん方に共有してやるというふう

なものではなくて、あくまでも部活動が週末に

地域で行われることが、今後広がっていくだろ

うというふうなことは予想されます。 

  それと併せまして、地域という、地域の中で

お母さん方、お父さんも含めてというふうなこ

とになるかもしれませんけれども、子供たちが

体験しているコンディショニングをお母さん方

も体験してみませんかというふうなことで、別

なステージを設けてお集まりいただいて、教室

を開催したいというふうな取組を計画しており

ます。 

  以上です。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  分かりました。 

  そうすると、例えばスポーツ協会あたりはも

うサポートしていくというふうなスタンスでよ

ろしいかというふうに思うんですけれども、そ

れから、新たなツールで、新たなルートという

か、そういった形でやっていくというようなこ

とは、それはそれでいいと思うんですけれども、

先ほど申し上げたように、何か一生懸命やって

いくんだけれども、何か宙に浮くような感じは

避けたいと思うので、そこはぜひ協力をしてい

く、そして、うまく事業が遂行するようにスポ

ーツ協会等にも声をかけていただければなとい

うふうに思います。 

  以上です。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  28ページの商工費に関連して、

四季南陽についてお尋ねしたいと思います。 

  令和３年の９月17日に売買契約が締結しまし

て、そして９月21日の議会を経て22日に発行と。

売買契約の第13条の１には、売買物件の引渡し

日から２年以内に提案事業を開始するものとす

る。間もなく２年たとうとしている。この間、

いろんなことがあったわけですけれども、売買
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契約の第14条には、法制度の変更とやむを得な

い事由により提案事業、事業開始日または移行

期間を変更する必要が生じた場合は、提案事業

の趣旨を損なわない範囲内で変更を申し入れる

ことができる。続きには、書面による承諾がな

い限り提案事業、提案開始日または履行期間の

変更を行うことはできないというのがあるんで

すけれども、もう22日にはこれは２年間の期限

が切れるわけですけれども、この２年間の間に

交わされた書面というのはどのようなものがあ

ったか教えてください。 

○委員長  農林課の案件までですからね。 

  商工はまだ入っていません。 

  この次に商工から教育までやる。同じページ

なんだけれども、どうします、この次でいいで

すか。 

  はい、分かりました。 

  ほかに質疑ありませんか。 

  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  27ページ、先ほど歳入のほう

で佐藤 明委員がいろいろと質問されたことに

も重なりますけれども、一応念のためお聞きし

たいというふうに思います。 

  県議会が９月19日に招集されて、10月６日ま

であります。そこの中でいろいろ物価高騰対策

等についても予算審議がなされ可決されていく

のかなというふうに思います。 

  それと、国のいわゆる国会の動き等も見なが

ら様々な補正予算、市の補正予算ということで、

農家対策であったり物価高騰対策であったりや

っていくというふうなことについては、市長の

お考えはどのように思っているのかお伺いした

いと思います。 

  今後、例えば12月定例会の前に、先ほど財政

課長からありました。例えば臨時会等を開いて

やっていくとか、そういったものも考えている

のかどうかお伺いをしたいと思います。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  現時点では臨時会を具体的に想定して

いるものはまだございません。ただ、先ほど佐

藤委員の御質問にお答えしましたとおり、本市

における臨時交付金の残額は934万円というこ

とで、なかなかこれのみでは物価高騰対策規模

の対策は難しいだろうというふうに思っていま

す。 

  一方で、さらなる追加の臨時交付金の配分に

ついても、地方からの声は国にも届けている状

況であります。そういったものを見ながら必要

な対策を考えてまいりたいと思います。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  分かりました。 

  そのような形で、やはり市長の先ほどの答弁

にもあったように、10月からまた物価値上げに

なるみたいな感じだと、本当に辟易していると

いう状況です。したがって、本当にタイムリー

にスピーディーにやっていかなきゃならないと

思いますので、ぜひそこをお考えいただいて、

よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長  要望。 

  ほかにありませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  次に、第７款商工費から第10款教育

費までの28ページから38ページまでについて質

疑ございませんか。 

  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  先ほど早とちりして言ってし

まいましたけれども、その内容について、また

繰り返す必要ありますか。いいですか。 

○委員長  簡潔に。さっき説明言いましたから。 

○髙岡亮一委員  四季南陽の事業開始が９月22

日に迫っているわけですけれども、いろんな事

情があって延期になっていると。それで、その

間に書面を交わして事由をするというような契

約事項がありましたので、これまでどのような

書面が交わされてきたか、それについてお尋ね

します。 
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○委員長  長沢商工観光課長。 

○商工観光課長  お答え申し上げます。 

  旧ハイジアパーク南陽関係で四季南陽さんの

ほうと売買契約の第14条に基づいた提案事業等

の変更、書面での承諾というふうな質問だと思

います。 

  昨年の８月16日の日にオンラインでなります

けれども、四季南陽さん側とあと市のほう、市

長、副市長、商工観光課出席のもと、四季南陽

さんのほうから変更の御説明がございました。 

  その内容というのが２点ございまして、１点

目が宿泊施設については、３年程度遅らせて実

施したいというもの、２点目が旧ハイジアパー

クの本館については、文化施設として改修して

2023年の秋に開館したいというふうな内容でご

ざいました。 

  それで、先ほどの書面による承諾というふう

なことで、四季南陽さんのほうからは同日付の

昨年の８月16日付で変更の申入れがございまし

て、翌日17日付で市のほうではその変更内容等

について承諾させていただきますというふうな

ことで書面で承諾のほうは行ってございます。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  去年と2023年秋開館というよ

うなところまでの書面は出ているわけですか。

その後についての書面はどうですか。 

○委員長  長沢商工観光課長。 

○商工観光課長  先日、議員の皆様のほうにも

オンラインで奥山代表のほうから、これまでの

経過とあと10月のイベント等について説明のほ

うをいただいたわけでございますけれども、そ

の部分については、まだ書面での申入れはござ

いません。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  私も今回改めてこの契約書を

見まして、書面というのがはっきり明記してあ

りますので、これはきちんとしておく必要があ

るんでないかなということで、今、御質疑させ

ていただいた次第ですので、これは早急にして、

きちっと。これは順調に進んでいるときだった

ら何も細かいことを言わなくてもいい、私も言

いたくないんですけれども、やっぱり事こうい

う形で、この間、私、非常にショックだった、

８月30日、奥山さんの話をお聞きしてショック

だったというのが、どの時点だったかちょっと

あれだったですけれども、もうひょっとすると

ケン・オクヤマデザインが破産するかもしれな

いと、そういったふうな事態にまで至ったんだ

というふうな話を奥山さんが漏らされました。

そこまで大変な状態であったのかということを

改めてあのとき、私は非常にショックを受けて

お聞きしたんですけれども、そういった事態は

何とかうまくいってくれればいいということを

ずっと私も願い続けてきたわけですけれども、

あそこまでかなり切羽詰まった状況があったん

だということが奥山さんから話が出たんで、こ

れはやっぱりいろんな状況を考えながら、市と

してもこれから対応していく必要があるんでは

ないかなというふうなことで、改めて今回お尋

ねするところです。 

  それで、今、変更事項についてはその書類の

ほう、ちょっとまだ正式なあれになってないよ

うですけれども、その辺もきちんきちんと一つ

一つ詰めながらいく必要があるんではないかと。 

  それから、売買契約の第13条の２に事業開始

日から10年間を満了する日までの間、売買物件

を提案事業の用に供しなければならない。売買

契約第15条の１には売買、贈与、交換、出資、

譲渡担保等による所有権の移転の禁止、それか

ら売買契約第15条の２には地上権、質権、使用

貸借または賃貸借その他の使用及び収益を目的

とする権利の設定の禁止が明記されております。 

  そして、売買契約第15条の３には、移譲の期

間は事業開始日から10年間を満了すべきまでと

いうようなことが明記されております。 

  私は８月30日の段階でこれを読んでおりまし
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て、これを奥山さんのほうにちょっとあのとき

も私も発言しまして、これは議論の余地がある

んではないかなと思いながら、その事業開始日

を何をもって事業開始日とするか。というのは、

今回、蔵楽を利用したアーティストフェスティ

バル、それを予定しておられるという話を聞い

て、それはそれで非常に内容的にも、これがで

きたら面白いなというような内容だったわけで

すけれども、それはそれとして、それが果たし

て四季南陽の市から見た場合の、我々から見た

場合の事業開始日として捉えていいのかどうか。 

  本来、やっぱりあの旧ハイジアパークをいか

に利用するかというふうなことで出発した今回

の奥山さんとの売買契約だったわけで、それを

蔵楽で事業したから、それを事業開始日とする

のか、あるいは事業開始日はあくまで旧ハイジ

アパークのあの施設を利用した時点で事業開始

とするのか、そこについての見解をお聞きした

いと思います。 

○委員長  長沢商工観光課長。 

○商工観光課長  お答え申し上げます。 

  本来であれば、旧ハイジアパーク南陽の本館

で事業を開始していただくことになるかと思い

ますけれども、今回、アスベストが検出された

というふうなことで、そういった理由によりハ

イジア本館での事業開始はできないというふう

なことで、代わって10月７、８、９日と宮内の

蔵楽を会場に事業を開始する予定というふうに

伺っているわけでございまして、その10月の７、

８、９日が事業開始日というふうなことで捉え

ていいのではないかなというふうに考えてござ

います。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  今度の10月のイベントを事業

開始日とする。ハイジアのほうはなかなかアス

ベストのほうで解決つかなくて、いつまでも使

えないと。仮に、この10年間たってハイジアの

ほうは何も使わないままで、そして、外で一応

事業は開始したからというような、そういった

可能性も考えられるわけですけれども、その辺

についてはどう理解すればいいですか。 

○委員長  長沢商工観光課長。 

○商工観光課長  お答え申し上げます。 

  現段階では四季南陽さんについては、蔵楽で

のほうのイベントについて、今取り組んでござ

います。また、旧ハイジアパーク南陽のほうの

アスベストのほうの対応についても併せて検討

いただいてございますので、今の段階で10年間

何もしないでというふうなことではなくて、四

季南陽さんのほうと、これからも調整をしなが

ら、なるべく早く旧ハイジアパーク本館のほう

でも事業を活動していただくように調整してま

いりたいと考えてございます。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  先ほど課長は、10月をもって

事業開始日とするというふうな一応見解出され

たわけですけれども、ただ、私がその後言った

ようなあれで、ちょっとここの事業開始日につ

いてははっきりした見解はまだ保留というか、

ちょっと検討の余地があるというか、これから

の状態、事の推移を見ながら判断していったほ

うがいいような私なりの気持ちでいるんですけ

れども、その辺、市長はどうお考えでしょうか。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  一般的に法人税法上の事業開始日の定

義というものが、また別途あるんだろうという

ふうに思っています。そうしたことも考えなが

ら、委員の意見も斟酌しつつ、どういった考え

方が妥当かについては今後検討したいと思いま

す。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  ここで、もっと慎重に検討し

ながら進めていっていただきたいと思います。 

  これまで四季南陽に直接支払われた金額は幾

らになりますか。 

○委員長  長沢商工観光課長。 
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○商工観光課長  お答え申し上げます。 

  例えばいろんな奨励金も全て含めて。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  金のやり取り、直接四季南陽

との間の金のやり取りは幾ら、売買代金１万

1,000円、そのほか。 

○委員長  長沢商工観光課長。 

○商工観光課長  例えば奨励金とかもあるんで

すけれども、令和３年度にまず事業開始すると

いうふうなこともございまして、補助金として

2,000万円支出してございます。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  分かりました。 

  直接の金額が2,000万円と売買の１万1,000円

なわけですね。 

  次に、改めて四季南陽の提案事業実施に伴う

市の支出額は何ぼだったか。奨励金等も含めて

その金額を改めてお聞きします。 

○委員長  長沢商工観光課長。 

○商工観光課長  お答え申し上げます。 

  保養施設のほうの運営の奨励金というふうな

ことで、固定資産税を納めていただいて、その

分をお返しするというふうな奨励金がございま

す。そちらについては令和４年度から発生して

ございまして、約800万円となってございます。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  二色根温泉の維持管理費、そ

れから二色根温泉の用地借り上げ料、その金額

は幾らになりますか。 

○委員長  長沢商工観光課長。 

○商工観光課長  お答え申し上げます。 

  二色根温泉、源泉のほうの用地の借り上げ料

でございますけれども、年間で240万円となっ

てございます。 

  あと管理料については、赤湯財産区のほうに

特別会計繰出金として市のほうから支出してい

るわけでございますけれども、その年間の経費、

令和４年度の例でいいますと、約430万円とな

ってございます。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  トータルちょっと計算すると、

今の全部トータルすると何ぼになるんですか、

誰か計算してください。 

  それで、そのほかにあと市道取付けの変更、

市道変更、あれはまるっきり四季南陽の意思に

従ってのこっちの対応だったわけですけれども、

あの金額というのはトータルで幾らになったん

ですか。 

○委員長  長沢商工観光課長。 

○商工観光課長  お答え申し上げます。 

  令和３年度にその道路のほうの付け替えの改

良工事を建設課のほうでやっていただきました

けれども、約2,390万円と伺ってございます。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  売買契約の第24条に契約に定

める義務を履行しないため、市が損害を受けた

ときは、その損害の賠償を請求をすることがで

きるとあるんですけれども、今挙げていただい

た金額のその損害の対象というか、その上げて

いただいた金額のどこまで第24条の対象になる

か、その辺の見解をお聞かせください。 

○委員長  長沢商工観光課長。 

○商工観光課長  お答え申し上げます。 

  今、四季南陽のほうでは提案事業を開始する

ために様々取り組んでいただいてございますの

で、現段階において、先ほど申し上げました中

に損害賠償に値するものは、現段階ではないも

のと理解してございます。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  私も先ほどから申し上げてい

ますように、こんなことは言いたくないけれど

も、あえてやっぱりここをきちんと今しておく

必要があるんではないか。先ほど申し上げまし

たように、非常に危機的な状態を奥山さん自身

がこの間表明されたわけです。そういった中で

何とかこの事業を、この間は奥山さんの発言で
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は、重点を、南陽を世界ブランドにするという

ことを第一目的になっているような、そういっ

た奥山さんの話だった。 

  ところが、我々の本来の事業の最初の出発点

というのは、あくまであの旧ハイジア南陽をど

う生かすかということが出発点であり、目的で

あるわけで、それを外れて、そして、南陽を世

界ブランドにすると。それはそれですばらしい

ことなんですけれども、その本来の我々の目的、

そこから逸脱するということはちょっと、辛い

けれども、そこは我々なりに奥山さんのほうと

の間できちんとしておく必要があるんではない

か。その上でどういった打開の道があるかとい

うことを真剣に奥山さん共々我々も探っていく。

そういった方向が必要と思うので、仮にこの提

案事業が履行できなかった場合、その損害賠償

の対象となるのは、先ほど挙げられた金額のど

こまでかということをあえてお尋ねしたい。 

○委員長  副市長。 

○副市長  お答えいたします。 

  仮定の話についてはお答えできません。法的

な整理も全然しておりませんので、本日は仮定

の話についてはお答えできません。 

  以上です。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  了解しました。 

  それでは、私なりのちょっと非常に杞憂とい

うか余計な心配かもしれないけれども、そこの

ことをやっぱり頭に置きながら何とか打開の道、

いい方向の道を探っていく必要があるんではな

いかと思いますので、よろしくお願い申し上げ

ます。 

  それからあと、今回の改装に当たり建築確認

申請は出ていたかどうか、それをお尋ねしたい

と思います。 

○委員長  川合建設課長。 

○建設課長  お答えいたします。 

  把握しておりません。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  私は最初にこのアスベストの

問題が起こったときに、アスベストの問題が起

こる前だ、あそこの現場に行って見たときに、

重機が入ってかなり大がかりな工事をやってい

たわけですけれども、あの10月に予定している

フェスティバルのために、何でカーペットまで

剝がしてする大きな工事にしなければならなか

ったのかということを疑問に思ったわけですけ

れども、どこまでの申請の内容だったか、言え

る範囲で言ってもらえますか。 

○委員長  川合建設課長。 

○建設課長  お答えいたします。 

  こちらではつかんでおりません。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  現場に行って作業員から話を

聞いても、この後どうするかについては作業員

自身分かっていなかったというようなことだっ

たんですけれども。あの後、どういうふうにし

て、何で重機が入ってまでのカーペットを剝が

さなければならないか、ちょっと私自身理解で

きなかった。これは建設課長に聞いても建設課

長だって分かるわけないわけで、どう理解した

らいいか分からないんですけれども。その辺、

私なりにちょっと疑問を持っているところなん

で、今後、どういうふうにアスベストの問題を

どう解決していくかということは、非常に私も

どういうふうな形になるか。この間、奥山さん

の話は何千万どころか億にもなるようなそんな

話もちらっとされたように思うんですけれども、

その辺で今後の仮定というものになるかどうか

分からないですけれども、今後の可能性として

どういうふうに市長、考えておられるかお尋ね

します。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  四季南陽さんが法人としてする事業に

ついて、今様々な変更を経て現状があるわけで

ありますけれども、今後については、その法人
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が行う事業の詳細や今後の見通しについては、

市としては何とも、これも仮定の話は申し上げ

られないことであります。 

  しかしながら、方向性としては四季南陽さん

とできるだけ協力して旧ハイジアパークの活用、

それから南陽を世界ブランドにするということ

については変わらず行っていくということであ

りますので、それを大事にしながら協力して、

できるものは行っていきたいと思っております。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  私もここでこういう質問しな

ければならないというのは非常に苦しいんです

けれども、やっぱり我々なりの責任においてき

ちんとした形で、何とかうまくいい方向になる

ように、シビアに対処しなければならないとこ

ろはシビアにしながら、やっぱりその辺、非常

にリモートの会議でも、言葉巧みにと言ったら

悪いですけれども、大事な、肝心なところは話、

答えが出てないなと。 

  例えば最初、前にあった道路付け替えに関し

て、四季南陽さんから来られた方が、あんなこ

とされてはおかしいというようなことの発言が

あった。それは非常にショックだったわけです

けれども、それに対しての見解を奥山さんに議

長が最初尋ねたはずなんですけれども、それに

対する返答がなかった。 

  それからあと、私がお尋ねした、その後どう

いうふうにするんだと。その辺の計画書をもし

出せるのなら出してほしいというようなことを

尋ねたことに対しても、何の返答もなかった。

そういう肝心なところが非常に抜けているとい

うふうな、そこらで何となく終わってしまうと

いうふうなそういったところもあって、私なり

にちょっとその辺、不信感と言ったらおかしい

ですけれども、大丈夫なのかなというようなそ

んな思いも正直受けたところなんで、そこらで

やっぱり本当に南陽を世界ブランドにする、こ

れはすごい夢で、我々奥山さんがこの旧ハイジ

アに目をつけてくれたときから、大きな希望を

持ってこれまで見守ってきたわけですけれども。

しかし、事ここに至って、それなりにシビアな

面も、我々辛いけれども見ながら、これから対

処していかなければならないかと思っていると

ころなので、その辺、どうかよろしく強く要望

して、この件に関する質問を終わります。よろ

しくお願いします。 

○委員長  要望でいいんだね。 

○髙岡亮一委員  はい。 

○委員長  ここで暫時休憩といたします。 

  再開を11時15分とします。 

午前１０時５７分  休  憩 

─────────────────── 

午前１１時１５分  再  開 

○委員長  再開いたします。 

  第７款から第10款までについて質疑ございま

せんか。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  商工費について、旧ハイジア

パーク南陽について、アスベストの処理につい

てお伺いをしたいと思います。 

  アスベストが出たというふうなことで、新聞

情報、公表されてから、私の元に結構、どうな

ったんだと、どういうふうになったんだと、ど

ういうふうになるんだというふうなことが問合

せがありました。産業建設協議会、先日あった

わけですけれども、その中でも質問させてもら

ったんですが、あえてここは議会を通して、市

長もそのいろんな今の判断というか、契約上に

ついて、しっかりと市民に説明をしていくとい

うようなことが必要かなというふうに私も思っ

たものですから、あえて市長からお伺いをした

いと思います。 

  いわゆるアスベストの費用負担、処理に関す

る費用負担について、売買契約書上、これは南

陽市が持つのか、あるいは向こうが持つのか、

その辺についてお答えいただきたいと思います。 
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○委員長  白岩市長。 

○市長  南陽市が持つという考えは現在ござい

ません。基本的にもう既に持ち主である先方に

おいて負担するものと考えております。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  それはいわゆる売買契約書の

中の瑕疵担保条項の中で、そういうふうにうた

っているというふうな理解でよろしいですか。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  そういったことで結構であると考えて

おります。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  それで少し安心はしています

けれども、ただ、目的は、目標は、南陽を世界

ブランドにするというふうなことだと思います、

奥山さんも言っているとおり。私もそれにやっ

ぱり共感をして、いろんな意味で予算の案に対

して賛成をして執行していただいたというよう

なことですので、一つ一つ山を登るときにいろ

んな谷あり山ありであるとは思うんですけれど

も、ちょっと気になっているのが、やはり当然、

そういうふうなことであれば先方のほうに費用

負担がかかってくると、費用負担がかかってく

るということは、どういうふうなやり方で、最

小限の費用でやっていくというふうには思うん

ですけれども、いずれにしても費用はかかると。

当然、そこの部分について、現在もホテルの建

設関係については物価高騰等の理由で、コロナ

も含めて延びていると。そこにまだ延びる要素

がかかったのかなという心配をしています。こ

れも先ほどの中でも架空のことについては答弁

できないとは思うんですけれども。そういうふ

うな中で、何か市側と先方側と様々なこれから

いろんな協議が出てくるのかなと私なりに思っ

ているんですけれども、その辺について市長は

どのように、今現在で結構です、現在の考え方

で。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  アスベストにどう対応するかというの

は、やはり今回、現状での最大の問題点であろ

うというふうに思っています。その方向性が決

まらないと、なかなか資金をどこにどれだけ投

下するかということが考えられないわけで、そ

の方向性が決まるのが、まず先かなと。それが

決まった上で旧館、そして新館の考え方につい

て従来どおりとするのか、それとも現状を踏ま

えた形で新たに構築をし直すのかということま

で含めて、四季南陽さん側には考えていただく

ことが必要かなというふうに思っています。 

  当初は、これは双方ともに想定していなかっ

た事態でありますので、しかしながら、目標に

たどり着く、その目標は変わらないわけであり

ますから、それに向かって現状で最適なアイデ

アを双方協議の上で見いだしていければという

ふうに思っております。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  現状ではそのような形かなと

いうふうに私も思います。ひとつ別件でアーテ

ィストフェスティバル、今回やるわけですけれ

ども、そのアーティストフェスティバルで招待

制だというふうなことで、招待制の中で南陽市

の人が何人いるか分からないんですが、ちょっ

と私が思っているのは、例えばその世界ブラン

ドにするための一つのゼロ歩だと、今回ゼロと

いうふうなことですので、１歩だというふうな

ことなんでしょうけれども、そういったところ

で市民権を得るために、やっぱり市民の方も何

らかの意味で参画をしていくということでない

と、何か表現悪いんですけれども、ちょっとそ

ちらのほうで勝手にやっているんじゃないのみ

たいな形で浮き上がってしまうというようなこ

とも、ちょっと懸念されるのかなというふうに

思います。 

  そこで、現状で何かそういった市民が、例え

ば見れる、拝観できる、そういった企画という

のは現状であるのかどうかお伺いをしたいと思



－132－ 

います。 

○委員長  長沢商工観光課長。 

○商工観光課長  お答え申し上げます。 

  10月のイベントにつきましても、四季南陽さ

ん側のほうで、今後リリースする予定というふ

うに伺っておりますので、私はこの場で詳細申

し上げることはできませんけれども、四季南陽

さんのほうとの打合せの中では、今、委員がお

っしゃったように、南陽市民が参加できるよう

なイベントについても、招待客とか事前予約制

とかございますけれども、検討していただきた

いというふうなお話はさせていただいてござい

ます。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  いわゆるイベントに海外から

もいらっしゃるような話ですので、ぜひそのよ

うな宿泊も含めて対応いただければというふう

に思っています。 

  今の話で、例えば芸文協ありますよね、芸文

協あたりに対して、何かこんなことがあるんだ

というようなことが、もっとも先方の企画です

ので、どうのこうのというふうに言えないかも

しれませんが、関わり合いとする芸文教のこと

も出てくるのかなと思うんですけれども、その

辺はどうでしょう、何とも言えないかもしれま

せんが、ちょっと分かれば。 

○委員長  長沢商工観光課長。 

○商工観光課長  お答え申し上げます。 

  四季南陽さんのほうとイベントの内容等につ

いて確認をさせていただきまして、芸文協さん

など各種団体のほうにもお伝えしたほうがいい

ような内容であれば、こちらのほうから調整の

ほうはさせていただきたいと考えてございます。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  ぜひよろしくお願いしたいと

思います。 

  あと、最後に、いわゆる私の一般質問の中で、

二色根源泉から揚湯して持っていく、それは配

管の保管にも必要なんだというようなことは分

かりました。 

  上げた後に、要するにハイジアのほうまで行

って、上げて、揚湯して、それの利用というの

は、このアスベストの関係もあってうまくいか

ないというふうな理解になるんでしょうか。 

○委員長  長沢商工観光課長。 

○商工観光課長  お答え申し上げます。 

  そのお湯の利用については、直接アスベスト

が検出されたから駄目だとか、そういったもの

は関係はないと考えております。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  今現場に行くと、いわゆる立

入禁止みたいな形になっていますので、そのよ

うなことでどうなのかなと思ったんですけれど

も、一般質問の中でもお話ししたんですが、ぜ

ひ利用できるふうなことで、いろんな形ででき

るとすれば、なかなか進展しない中で、やっぱ

りただ温泉を投げていくというふうなことは非

常にもったいないなというふうに思いますので、

今答えがなくても結構ですが、そこは再度、温

泉の利用について要望していきたいというふう

に思います。よろしくお願いします。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

  13番板垣致江子委員。 

○板垣致江子委員  34ページの10款教育費の３

項中学校費ですが、このたびの猛暑、夏休み中

に米沢の中学生が部活の帰りに亡くなったとい

うことで、米沢もバスの対策とかいろいろして

いたようなんですが、南陽市として、それを受

けて中学生の部活、また、学校が始まってから

の往復とか、そういうことに対しての対策は何

か取られたでしょうか。 

○委員長  佐野学校教育課長。 

○学校教育課長  ただいまの御質問にお答え申

し上げます。 

  教育委員会で熱中症事故防止に関する通知、

それから南陽市教育委員会でガイドラインを作
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成しまして、それを基に各学校で危機管理マニ

ュアルの見直し等を進めていただいております。 

  危機管理マニュアルに沿って具体的な取組が

進むことになります。例えば一般質問の折にも

お答え申し上げましたが、水分補給のための水

筒の持参、それから、熱中症指数計を用いた天

候の管理などを進めております。数値が高い場

合、下校時間と重なるなんていうときには、一

旦部活動等の活動をクーラー等の効いた部屋で

休んでから下校させるなんていうことも具体的

に取り組んでいただいているところでございま

す。 

  以上でございます。 

○委員長  13番板垣致江子委員。 

○板垣致江子委員  いろいろとガイドラインを

つくったり管理マニュアルつくったりというこ

とで、子供たちのことを考えていただいている

んですが、実は、ちょっと親御さんからも心配

されていたのが、登下校自転車を利用している

子供たちがヘルメットをかぶってますよね。ヘ

ルメットが今度義務化になって大人もかぶらな

きゃいけないんですが、中学生のヘルメットが

物すごい熱を持って熱いと。換気的にも、もう

全然ならない状態で、ある親御さんなんかは自

分がかぶってちょっと30分ぐらいこいでみたと。

物すごい熱くて頭がおかしくなりそうだったと

いうことなんですが、今後、猛暑がやはり続い

ていくようなことがあれば、やはりその辺のこ

とも考えなければならないと思うんですが、そ

の辺のことはいかがお考えでしょうか。 

○委員長  佐野学校教育課長。 

○学校教育課長  ただいまの御質問にお答え申

し上げます。 

  何より優先されるのは児童・生徒の安全、命

を守るということだと考えます。自転車で部活

動に通う等の場合のヘルメットの着用も、ある

意味、命を守るために必要なツールになるとい

うふうに捉えております。 

  ただ、そのヘルメットの種類といいますか、

通気性のあるようなものとか、様々な種類もあ

るようでございますので、その辺のものについ

ては検討の余地があるかなというふうに考えて

おります。学校と協議をして進めてまいりたい

と思います。 

○委員長  13番板垣致江子委員。 

○板垣致江子委員  やはり競技用ではなくても

通気性のいいものがどんどん出ております。そ

ういうものを学校の自転車通学のものに使える

のかどうか。あと、金額的にどのような状況に

なるのかということも考えていただいて、今使

っているのは比較的、多分安めで買えるもので

はないかと思うんですが、今後、このような暑

さが毎年続くとすれば、ちょっとやはり何か月

間か使う時期を考えると、補助とかそういうこ

とも考えていただかなければならないのかなと

思いますが、ヘルメットに対する考え方を少し

改めて検討していただきたいと思うんですが、

市長、どうでしょうか。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  教育委員会における協議内容を踏まえ

て適切に対応してまいりたいと思っております。 

○委員長  13番板垣致江子委員。 

○板垣致江子委員  ぜひ今後の対策として、今

年はこれから涼しくなっていくのかなと期待し

ておりますが、すぐには対応できないと思うん

ですが、来年度に向けて、やはり１年生に入っ

たときのヘルメットはもっと通気性のいいもの

とか、高いものであったら市からの補助とか、

いろいろ考えていただきたいと思います。要望

としておきます。 

○委員長  要望ですね。 

  ほかに質疑ありませんか。 

  16番佐藤 明委員。 

○佐藤 明委員  せんだって私、経済対策につ

いて一般質問したんですけれども、市長答弁で

は、依然として厳しい状況が続いていると、こ
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ういう認識を示されました。それでお尋ねした

いんですが、このコロナがずっと始まって４年

目と。依然として、まだ９波が来たんでないの

かと、こういうふうに報道もされております。 

  このコロナ対策のために実施された、いわゆ

るゼロゼロ融資ですね。これは県内では余り利

活用されていないと、こういうお話を聞いてい

るんですけれども、南陽市のこの利活用の状況

等について、その辺どうなっているのか、第１

点お尋ねしたいと。 

  それから、２点目ですが、いわゆる返済期間

がこの７月から来年４月に本格化すると、この

ように言われているわけですけれども、この状

況等について、まずお尋ねしておきたいという

ふうに思います、 

○委員長  長沢商工観光課長。 

○商工観光課長  お答え申し上げます。 

  佐藤委員のほうからゼロゼロ融資のほうの話

があったわけでございますけれども、山形県の

ほうでは全国でも珍しく無利子融資、あと保証

料のほうもなしというふうなことで、令和２年

の４月から８月ぐらいにかけて融資がございま

した。 

  南陽市の事業所につきましても、308事業所、

融資総額にして85億2,000万円ほどの融資額で

ございました。大部分の事業所がそちらのほう

が返済期間も10年間、そして、据置き期間につ

いても最大２年までというふうなことだったも

のですから、そちらのほうの融資を利用された

事業所が多かったものですから、そちらのほう

の状況について申し上げますと、そちらのほう

の元金の返済期間が昨年から始まってございま

す。それで、本来であればコロナが終わって、

そして売上げも伸びて、利益のほうもある程度

確保して、その粗利の中から返済のほうに回す

というふうな計画を立てている事業所がほとん

どだったのかなというふうに考えております。 

  ですが、今、様々な物価高、あとエネルギー

の高騰によりまして、本来であれば見込めた利

益がなかなか出せなくて、そして返済のほうに

回せるお金のほうも大変になってくる事業所も、

今後、増える可能性もあるのかなというふうな

認識もしております。 

  あと物価だけでなくて、最低賃金につきまし

ても、今年最大の上げ幅、46円の値上げという

ふうなことで、３年間で最低賃金が107円上が

っているんですね。そういったことについても

事業所にとっては負担になってくることが考え

られまして、今後、厳しい状況がもうちょっと

続くのかなというふうに考えてございます。 

○委員長  16番佐藤 明委員。 

○佐藤 明委員  県内では南陽市でも今、課長

の答弁であったように、余り利活用されていな

いというふうな状況だと思うんですが、県内で

はいわゆる経済対策の第１弾として、南陽市の

場合ですと中小企業緊急経済対策利子補給と、

これ第１弾あったわけですね。 

  それから、２点目は市独自の単独事業として

緊急経済対策利子補給、これがあったわけです。

そういう形で今まで21弾までされてきて、31事

業が実施されてきたと、こういうふうなことだ

と思うんですが、今、課長がおっしゃったよう

に、やっぱり返済時期がもう始まっていると。

こういうふうな状況が全国的にあるわけですけ

れども、なかなか払えない状況がずっとあると

いう事業所もあるわけですけれども、こういっ

た方々を救済するためにも、やっぱり新たな対

策が私は必要かと思うんですが、その辺の考え

方はどうでしょうか。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  このゼロゼロ融資に関しましても、毎

年行っている金融機関への訪問での各金融機関

からの聞き取りをしましたところ、昨年、返済

が始まった段階では、それに伴う混乱というの

は、その時点では生じていないというような支

店長さんのお話でありました。ですので、そこ
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については一定程度順調にいっているのかなと

いうふうに思っておりましたが、ここにきて、

このエネルギーや物価の高騰というのは、また

違う要素が加わったというふうに思っています。

そうした意味で政府も今後、新たな経済対策を

打とうということだというふうに理解しており

ます。 

  そういった状況を踏まえた、国全体として非

常に危機的な状況でありますので、対応を、こ

れは求めてまいりたいというふうに思っており

ますし、全国市長会においても、そういった重

点点検や決議も行って、政府に必要な提言を今

後もしてまいりたいと思っております。 

○委員長  16番佐藤 明委員。 

○佐藤 明委員  市長が今おっしゃったとおり

だと思うんですね。やっぱり救済していくと、

国も含めて一緒になってそういう方向を進めて

いくと。 

  それで、なかなか国もこういった全く零細企

業に対しての救援策が、やっぱり長引けば長引

くほど脇に置いてしまうような状況が多々ある

わけですね。そうでなくて、やっぱり常に回り

を見ながら、ぜひ対応していただきたいと、こ

のように特段、市長に御要望しておきます。 

  以上です。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  次に、その他、附属資料39ページか

ら42ページまでについて質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  質疑がないようですので、質疑を終

結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の希望ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  討論の希望がありませんので、討論

を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第34号 令和５年度南

陽市一般会計補正予算（第５号）は原案のとお

り可決すべきものと決するに御異議ございませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長  御異議なしと認めます。 

  よって、議第34号は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議第３５号 令和５年度南陽市国民健康保険 

      特別会計補正予算（第１号） 

○委員長  次に、議第35号 令和５年度南陽市

国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につ

いて審査を行います。 

  当局の説明を求めます。 

  髙橋財政課長。 

〔財政課長 髙橋直昭 登壇〕 

○財政課長  〔令和５年９月定例会 予算に関 

        する説明書により 議第35号に 

        ついて説明〕省略別冊参照。 

○委員長  これより質疑に入ります。 

  事業勘定の歳入歳出全般、及びその他、附属

資料、50ページから57ページまでについて質疑

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  質疑がないようですので、質疑を終

結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の希望ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  討論の希望がありませんので、討論

を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第35号 令和５年度南

陽市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

は原案のとおり可決すべきものと決するに御異

議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○委員長  御異議なしと認めます。 

  よって、議第35号は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議第３６号 令和５年度南陽市財産区特別会 

      計補正予算（第１号） 

○委員長  次に、議第36号 令和５年度南陽市

財産区特別会計補正予算（第１号）について審

査を行います。 

  当局の説明を求めます。 

  髙橋財政課長。 

〔財政課長 髙橋直昭 登壇〕 

○財政課長  〔令和５年９月定例会 予算に関 

        する説明書により 議第36号に 

        ついて説明〕省略別冊参照。 

○委員長  これより質疑に入ります。 

  歳入歳出全般、66ページから67ページまでに

ついて質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  質疑がないようですので、質疑を終

結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の希望ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  討論の希望がありませんので、討論

を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第36号 令和５年度南

陽市財産区特別会計補正予算（第１号）は原案

のとおり可決すべきものと決するに御異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長  御異議なしと認めます。 

  よって、議第36号は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議第３７号 令和５年度南陽市介護保険特別 

      会計補正予算（第１号） 

○委員長  次に、議第37号 令和５年度南陽市

介護保険特別会計補正予算（第１号）について

審査を行います。 

  当局の説明を求めます。 

  髙橋財政課長。 

〔財政課長 髙橋直昭 登壇〕 

○財政課長  〔令和５年９月定例会 予算に関 

        する説明書により 議第37号に 

        ついて説明〕省略別冊参照。 

○委員長  これより質疑に入ります。 

  歳入歳出全般、及びその他、附属資料、76ペ

ージから83ページまでについて質疑ございませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  質疑がないようですので、質疑を終

結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の希望ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  討論の希望がありませんので、討論

を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第37号 令和５年度南

陽市介護保険特別会計補正予算（第１号）は原

案のとおり可決すべきものと決するに御異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長  御異議なしと認めます。 

  よって、議第37号は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議第３８号 令和５年度南陽市後期高齢者医 

      療特別会計補正予算（第１号） 

○委員長  次に、議第38号 令和５年度南陽市



－137－ 

後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）に

ついて審査を行います。 

  当局の説明を求めます。 

  髙橋財政課長。 

〔財政課長 髙橋直昭 登壇〕 

○財政課長  〔令和５年９月定例会 予算に関 

        する説明書により 議第38号に 

        ついて説明〕省略別冊参照。 

○委員長  これより質疑に入ります。 

  歳入歳出全般、92ページから93ページまでに

ついて質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  質疑がないようですので、質疑を終

結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の希望ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  討論の希望がありませんので、討論

を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第38号 令和５年度南

陽市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

は原案のとおり可決すべきものと決するに御異

議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長  御異議なしと認めます。 

  よって、議第38号は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

  以上で、本委員会に付託されました補正予算

５件の審査は終了いたしました。慎重な御審議

を賜り、誠にありがとうございました。委員各

位の御協力に対し、深く感謝申し上げます。 

 

─────────────────── 

 

散      会 

○委員長  これをもちまして予算特別委員会を

散会いたします。 

  御起立願います。 

  どうも御苦労さまでした。 

午前１１時５５分  散  会 



 
 

 

令 和 ５ 年 ９ 月 定 例 会 
９月２１日（木曜日） 

 
 
 
 
 

 
 

 予 算 特 別 委 員 会  
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令 和 ５ 年 ９ 月 ２ １ 日 （ 木 ） 午 前 1 0 時 4 0 分 開 議 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

殿  岡  和  郎  委員長 島  津  善 衞 門  副委員長 

 

出 欠 席 委 員 氏 名 

 

◎出席委員（１５名） 

 １番 伊  藤  英  司  委員  ２番 佐  藤  憲  一  委員 

 ３番 山  口  裕  昭  委員  ４番 島  津  善 衞 門  委員 

 ５番 髙  岡  亮  一  委員  ６番 高  橋  一  郎  委員 

 ８番 山  口  正  雄  委員 １０番 梅  川  信  治  委員 

１１番 川  合     猛  委員 １２番 髙  橋     弘  委員 

１３番 板  垣  致 江 子  委員 １４番 髙  橋     篤  委員 

１５番 遠  藤  榮  吉  委員 １６番 佐  藤     明  委員 

１７番 殿  岡  和  郎  委員   

◎欠席委員（１名） 

 ９番 片  平  志  朗  委員   
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────────────────────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

 

白 岩 孝 夫 市 長  大 沼 豊 広 副 市 長 

穀 野 純 子 総 務 課 長  嶋 貫 憲 仁 みらい戦略課長 

佐 野   毅 
情 報 デ ジ タ ル 

推 進 主 幹 
 髙 橋 直 昭 財 政 課 長 

板 垣 幸 広 税 務 課 長  髙 野 祐 次 総 合 防 災 課 長 

竹 田 啓 子 市 民 課 長  尾 形 久 代 福 祉 課 長 

大 沼 清 隆 
すこやか子育て 

課 長 
 嶋 貫 幹 子 

ワ ク チ ン 接 種 

対策主幹（兼） 

観 光 振 興 主 幹 

寒河江 英 明 農 林 課 長  長 沢 俊 博 商 工 観 光 課 長 

川 合 俊 一 建 設 課 長  佐 藤 和 宏 上 下 水 道 課 長 

髙 橋 宏 治 会 計 管 理 者  長 濱 洋 美 教 育 長 

鈴 木 博 明 管 理 課 長  佐 野 浩 士 学 校 教 育 課 長 

山 口 広 昭 社 会 教 育 課 長  土 屋 雄 治 
選挙管理委員会 

事 務 局 長 

矢 澤 文 明 監査委員事務局長  山 内 美 穂 
農 業 委 員 会 

事 務 局 長 

───────────────────────────────────────────── 

事 務 局 職 員 出 席 者 

安 部 真由美 事 務 局 長  太 田   徹 局 長 補 佐 

小 阪 郁 子 庶 務 係 長  丸 川 勝 久 書 記 
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─────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 議第43号 令和５年度南陽市一般会計補正予算 

      （第６号） 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

開      議 

○委員長（殿岡和郎委員）  これより予算特別

委員会を開会いたします。 

  ただいま出席されている委員は15名で定足数

に達しております。 

  なお、本日の会議に欠席する旨、通告のあっ

た委員は９番片平志朗委員、１名であります。 

  これより予算の審査に入ります。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議第４３号 令和５年度南陽市一般会計補正

      予算（第６号） 

○委員長  本定例会最終日において本委員会に

付託されました案件は、議第43号 令和５年度

南陽市一般会計補正予算（第６号）１件であり

ます。 

  当局の説明を求めます。髙橋直昭財政課長。 

〔財政課長 髙橋直昭 登壇〕 

○財政課長  〔令和５年９月定例会 予算に関 

        する説明書により 議第43号に 

        ついて説明〕省略別冊参照。 

○委員長  この際、委員各位並びに当局にお願

い申し上げます。 

  質疑、答弁は、ページ数、款項目を明示し、

簡明に行い、議事進行に特段の御協力をお願い

いたします。 

  これより質疑に入ります。 

  補正予算書の予算に関する説明書により行い

ます。 

  歳入・歳出全般、８ページから９ページまで

について質疑ございませんか。 

  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  １点、お伺いをしたいと思い

ます。 

  ９ページのいわゆるインバウンド誘客推進事

業についてです。 

  まず私は、前からこの南陽の非常に財産であ

るワインについてもっとＰＲするべきだという

ふうに話をしております。なぜ、今回、そのラ

ーメンに特化したものなのか、それを第一にお

伺いしたいと思います。 

○委員長  嶋貫みらい戦略課長。 

○みらい戦略課長  ただいまの御質問にお答え

を申し上げます。 

  このたびの事業化でございますが、観光庁の

補助金を受けるに当たりまして、具体的に観光

事業者からの御提案でございました。この事業

の趣旨につきましては、今後、インバウンドの

促進を進める上で、地域の資源を磨き上げると

いうふうなところに視点を置かれておりますが、

全国様々な観光資源がある中で、やはりどこに

でもあるものについてはなかなか国の補助も受

けられない。その点、南陽市は全国唯一のラー

メン課があって、市を挙げてラーメンの取組に

様々な団体と連携をしながら力を入れていると

いうことで、ラーメンを切り口にした観光事業

のコンテンツ造成について御提案をいただき、

今回、事業化をさせていただくものでございま

す。 

  以上でございます。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  分かりました。 

  観光庁、それから業者等の提案だというよう

なこともあるわけですけれども、私、これに反

対するわけではありません。ただ、やはりその

前に予算委員会の中でも話しましたけれども、

市長にお伺いしたいんですが、いわゆる投資効

果、事業の投資効果、乗数効果、生産効果を含
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めて話をしたんですけれども。決算委員会か。

この言わずもがな、例えばワインに関して言え

ば、持ち帰りでもやっぱりお金、当然持ち帰っ

ていくこともできる。それから飲食を伴うとい

うことで、泊まり等の波及効果はラーメンより

も比じゃないでしょうというふうな話をしてお

ります。 

  今回は、こんな形で観光庁の予算というふう

なことですけれども、市長はそのいわゆるワイ

ンで、ちょっと私もいろいろな形で「ワインキ

ングダム」とか、いろいろなワイン王国みたい

な話をしておりますけれども、何かしら、この

奇抜だとか言われるかもしれませんけれども、

何かこういうようなことをしていかないと駄目

だというふうに思うんですけれども、その辺に

ついて、市長、考えがあればお答えいただきた

いと思います。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  以前から、委員からも様々な御提案を

いただいておりまして、私もこの南陽市に６つ

あるワイナリーのワインについては、先日、市

内の１ワイナリーが国内のコンクールにおいて

最高の金賞を獲得するなど、優れたワインを生

産していること、また、その他様々な観光につ

ながることも含めて、ワインの振興というのは

今後力を図って入れていかなければいけないと

いうことについては同感でございます。 

  その方法を、どういうふうにしたらいい結果

に結びつくのかというところがむずかしいとこ

ろで、これはラーメンともまた違ったやり方が

必要なのかなというふうに思っています。今、

思っていることは、せっかくやはりコンクール

で最高の賞を受賞されたことをまずやっぱり多

くの人に知ってもらうことかなと。そのことは

取りあえずできることであって、総合的にどの

ようにして南陽市のワインのブランド力を強化

するかということは、委員からも今後も御指摘

や御意見をいただきながら、いい案があれば実

行していきたいというふうに思っています。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  ワインについては、今後とも

ひとつ前向きに考えてくというふうなことでよ

ろしくお願いしたいと思います。 

  この内容のことなんですけれども、このラー

メンの出前体験、宮内駅から熊野大社の周辺観

光ツアーとあるんですけれども、出前ですので、

やはりその観光したところの近くから注文する

というような形になるのかなというふうに思い

ます。ということは、宮内のそのラーメン屋さ

んを中心のこれは出前だというふうな形なのか。

もう一つ、そのアニメーションというのも取り

組むと、「ラーメン大好き小泉さん」という形

で、これはアニメーションについては、本当に

国際の中でも日本のアニメーションというのは、

言わば文化的な評価もされていますので、大変

いいことなんでしょうけれども、このアニメー

ションとのコラボレーションのインバウンド層

を取り込むというのは、それはどのような形で

イメージがあるのかどうか、その２つお伺いし

たいと思います。 

○委員長  嶋貫みらい戦略課長。 

○みらい戦略課長  ただいまの御質問にお答え

を申し上げます。 

  まず、１点目、出前文化の体験でございます。

こちらは、今回の観光商品が宮内駅から熊野大

社までの１キロのまち歩きをメインにしたもの

というふうなことになってございますので、具

体的にラーメン店からの出前につきましては、

委員お見込みのとおりで、宮内地区を想定して

おります。 

  また、アニメとのインバウンドのコラボでご

ざいますが、こちらにつきましては、先ほど委

員からのお話もございましたように、日本のア

ニメ、漫画は地域活性化や文化振興、あるいは

様々な分野で世界に発信できる、日本が誇れる

魅力的なコンテンツというふうに理解しており
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ます。その中で、全国各地でアニメや漫画を切

り口にした旅行商品、観光資源の磨き上げとい

うふうなものが行われておりまして、具体的に

全国の自治体の中でもバスやタクシーなどの公

共交通のラッピング広告の展開や様々な協力店

舗とのスタンプラリーなど、いろいろな企画が

あるというふうにこちらのほうも聞いておりま

すので、そのような先進事例を参考にさせてい

ただきながら、海外の方に初めて、アニメ・漫

画をとおして、南陽市を知っていただいて、南

陽市においでいただいたきっかけづくりになる

ようにしたいと考えております。 

  その先は、様々な南陽市の観光資源ございま

すので、そちらのほうに結びつけるような展開

を図っていければというふうに考えているとこ

ろでございます。 

  以上です。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  最後に要望になります。 

  当然、これ体験型ですので、２泊とか、３日

とか、例えば宿泊の日数が多いのかなというふ

うに思っております。したがって、そこの宿泊

の確保も含めて、これからなるんでしょうけれ

ども、ぜひよろしくお願いをしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長  ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  質疑がないようですので、質疑を終

結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の希望ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  討論の希望がありませんので、討論

を終結いたします。 

  お諮りいたします。議第43号 令和５年度南

陽市一般会計補正予算（第６号）は、原案のと

おり可決すべきものと決するに御異議ございま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長  異議なしと認めます。よって、議第

43号は原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

  以上で、本定例会最終日において、本委員会

に付託されました令和５年度補正予算１件の審

査は終了いたしました。慎重な御審議を賜り、

誠にありがとうございました。委員各位の御協

力に対し、深く感謝申し上げます。 

 

─────────────────── 

 

閉      会 

○委員長  これをもちまして予算特別委員会を

閉会いたします。 

  どうも御苦労さまでございました。 

午前１０時５４分  閉  会 

 

       予算特別委員長 殿 岡 和 郎 

 

 



 
 

 

令 和 ５ 年 ９ 月 定 例 会 
９月１５日（金曜日） 

 
 
 
 
 

 
 

 決 算 特 別 委 員 会  



－145－ 

令 和 ５ 年 ９ 月 １ ５ 日 （ 金 ） 午 前 1 0 時 0 0 分 開 会 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

板  垣  致 江 子  委員長 佐  藤  憲  一  副委員長 

 

出 欠 席 委 員 氏 名 

 

◎出席委員（１５名） 

 １番 伊  藤  英  司  委員  ２番 佐  藤  憲  一  委員 

 ３番 山  口  裕  昭  委員  ４番 島  津  善 衞 門  委員 

 ５番 髙  岡  亮  一  委員  ６番 高  橋  一  郎  委員 

 ８番 山  口  正  雄  委員  ９番 片  平  志  朗  委員 

１０番 梅  川  信  治  委員 １１番 川  合     猛  委員 

１２番 髙  橋     弘  委員 １３番 板  垣  致 江 子  委員 

１５番 遠  藤  榮  吉  委員 １６番 佐  藤     明  委員 

１７番 殿  岡  和  郎  委員   

◎欠席委員（０名） 
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────────────────────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

 

白 岩 孝 夫 市 長  大 沼 豊 広 副 市 長 

穀 野 純 子 総 務 課 長  嶋 貫 憲 仁 みらい戦略課長 

佐 野   毅 
情 報 デ ジ タ ル 

推 進 主 幹 
 髙 橋 直 昭 財 政 課 長 

板 垣 幸 広 税 務 課 長  髙 野 祐 次 総 合 防 災 課 長 

竹 田 啓 子 市 民 課 長  尾 形 久 代 福 祉 課 長 

大 沼 清 隆 
すこやか子育て 

課 長 
 嶋 貫 幹 子 

ワ ク チ ン 接 種 

対策主幹（兼） 

観 光 振 興 主 幹 

髙 橋 路 雄 農 林 課 長 補 佐  長 沢 俊 博 商 工 観 光 課 長 

川 合 俊 一 建 設 課 長  佐 藤 和 宏 上 下 水 道 課 長 

髙 橋 宏 治 会 計 管 理 者  長 濱 洋 美 教 育 長 

鈴 木 博 明 管 理 課 長  佐 野 浩 士 学 校 教 育 課 長 

山 口 広 昭 社 会 教 育 課 長  土 屋 雄 治 
選挙管理委員会 

事 務 局 長 

青 木   勲 代 表 監 査 委 員  矢 澤 文 明 監査委員事務局長 

山 内 美 穂 
農 業 委 員 会 

事 務 局 長 
   

───────────────────────────────────────────── 

事 務 局 職 員 出 席 者 

安 部 真由美 事 務 局 長  太 田   徹 局 長 補 佐 

小 阪 郁 子 庶 務 係 長  丸 川 勝 久 書 記 
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─────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 認第１号 令和４年度南陽市一般会計歳入歳出 

      決算の認定について 

 認第２号 令和４年度南陽市国民健康保険特別 

      会計歳入歳出決算の認定について 

 認第３号 令和４年度南陽市財産区特別会計歳 

      入歳出決算の認定について 

 認第４号 令和４年度南陽市育英事業特別会計 

      歳入歳出決算の認定について 

 認第５号 令和４年度南陽市介護保険特別会計 

      歳入歳出決算の認定について 

 認第６号 令和４年度南陽市後期高齢者医療特 

      別会計歳入歳出決算の認定について 

 認第７号 令和４年度南陽市水道事業会計決算 

      の認定について 

 認第８号 令和４年度南陽市下水道事業会計決 

      算の認定について 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

開      会 

○委員長（板垣致江子委員）  御起立お願いい

たします。 

  おはようございます。 

  御着席お願いいたします。 

  これより決算特別委員会を開会いたします。 

  ただいま出席されている委員は15名全員であ

ります。 

  なお、当局より、説明員、寒河江英明農林課

長が都合により欠席の旨、通知がありましたの

で、御報告いたします。 

  農林課長に代わり髙橋路雄農林課長補佐が出

席をしておりますので、御報告いたします。 

  これより決算の審査に入ります。 

  本委員会に付託されました案件は、令和４年

度一般会計及び特別会計歳入歳出決算並びに事

業会計決算の８件であります。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

認第１号から 

認第６号まで計６件 

○委員長  認第１号 令和４年度南陽市一般会

計歳入歳出決算の認定についてから認第６号 

令和４年度南陽市後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算の認定についてまでの６議案について、

当局の説明を求めます。 

  髙橋宏治会計管理者。 

〔会計管理者 髙橋宏治 登壇〕 

○会計管理者  〔令和５年９月定例会 決算に 

         関する説明書により 認第１ 

         号から認第６号について説明〕 

         省略別冊参照。 

○委員長  この際、委員各位並びに当局にお願

い申し上げます。 

  質疑、答弁は、ページ数、款項目を明示し、

簡明に行い、議事進行に特段の御協力をお願い

いたします。 

  これより質疑に入ります。 

  初めに、認第１号 令和４年度南陽市一般会

計歳入歳出決算の認定について、事項別明細書

により審査を行います。 

  最初に、歳入から行います。 

  第１款市税から第13款使用料及び手数料まで

の44ページから56ページまでについて、質疑ご

ざいませんか。 

  16番佐藤 明委員。 

○佐藤 明委員  これ非常に大事な問題だから

お聞きしたいんですが、国民の負担率、いわゆ

る市民の税金とそれから所得ですね、様々な支

出があるわけですけれども、昨年の負担率が

47.5％ということで、過去最高になったと、こ

ういう報道があるわけですね。 

  それで、この国民負担率の統計というのは

1970年、昭和45年に統計し始めたと、こういう
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53年ですか、２年ですか、非常に昔の話ですけ

れども、現在も毎年やっていると。そういう状

況あるわけですけれども、当時の負担率は

24.3％。税金が18.9％、社会保障費が5.4％、

非常に低かったわけですね。現在はさっき言っ

たように47.5％、過去最高水準と、このように

言われております。 

  それでこの現在の負担率見ますと、税金が

28.6％、社会保障費が18.8％。税金が1.5倍、

それから社会保障費は３倍に跳ね上がったと。

これは当然ね、社会保障、ここ軒並み毎年のよ

うに上がってきたと、そういう状況があるんで

すね。 

  この南陽市の統計というのは、市民負担率で

すか、これ統計は取っているんですか。どうで

しょう。 

○委員長  髙橋直昭財政課長。 

○財政課長  ただいまの御質問にお答えいたし

ます。 

  南陽市において統計的なものは取ってはござ

いません。 

○委員長  16番佐藤 明委員。 

○佐藤 明委員  取っていないと、こういうこ

とですけれども、これは国民、国民負担率、全

国的な課題として毎年取っているわけですけれ

ども。これ各自治体の集計をしてこういう率な

ど出されたと、このようになっていると思うん

ですけれども、その辺の国との機関あるいは県

等の機関の中での状況ってないのかどうかです

ね、その辺どうですか。 

○委員長  髙橋直昭財政課長。 

○財政課長  お答えいたします。 

  正確なところは分かりませんが、各決算の数

値であったりとか、税収の数値、こちらのほう

につきましては県のほうから調査のほうござい

ますので、そちらのほうの数値を使われて全国

的な統計値とされているのではないかというふ

うに考えております。 

○委員長  16番佐藤 明委員。 

○佐藤 明委員  何で負担率がアップしたのか

というと、やっぱり所得が上がっていないとい

うことだね。市長も分かると思うんですけれど

も、この所得が上がっていないと。そういうと

ころからいろいろな負担率がいわゆる五公五民

と、こう言われる要因だと私思うんですよ。 

  ですから、その辺、市民の方々がどのように

負担を強いられてやっているのか、やっぱり当

局としても知る必要、私はあるのではないのか

なと、このように考えますが、市長の考えはど

うでしょうか。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  先ほど財政課長が申し上げましたとお

り、各個別自治体の数値も積み重ねて、その国

民負担率が出ているというふうに思っています。 

  南陽市の個別の詳細な数値というのは、計算

すれば出ないことはないとは思うんですが、一

般的に言われている数値で見ても、南陽市で特

別な税を賦課しているわけではございませんの

で、それに基づいて市民の負担を考えて運営し

ていくことには一定の妥当性があるのかなとい

ういふうに考えております。 

○委員長  16番佐藤 明委員。 

○佐藤 明委員  私お聞きしたのは、南陽市で

もそういう考えがあるのかどうかというふうな

ことでお聞きしているんですね。 

  ですから、これは毎年所得申告するときに、

３月15日まで申告しなければならないと、こう

納税の義務があるわけですけれども、こういう

状況の中で、あるいは医療費どの程度かかるの

か、社会保障どうかかるのかというのは、ある

一定調べれば、これ分かることではないのかな

と思うんですよ。 

  ですから、その辺、もしやっぱり統計上、必

要と私は思うんですが、当局としては必要ない

という意味でしなかったのかどうか。その辺ど

うですか。 
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○委員長  大沼副市長。 

○副市長  私からお答えします。 

  統計上のはっきりした数字というのは、結局

例えば国税をどう分けるのか、市町村ごとに国

税をどう分けるのか。例えば社会保障料でいえ

ば、国民健康保険税よりも実は社会保険料、い

わゆる普通の社会保険料のほうが圧倒的にシェ

アが大きいわけなので、それを市町村ごとに分

けて発表していただけるのかどうかというとこ

ろがやっぱりキーになるのかなと思います。 

  市の予算管理している部分での数字は出ます

けれども、市が感知していない例えば県税、国

税、社会保険料、そういったもの、例えばあと

は組合健保とかいろんなものがやっぱり属地的

に、例えば南陽市の住民という属地的なその数

字をもって、発表していただければ、おそらく

委員おっしゃるとおり南陽市の市民の負担率と

いうのは算出できると思うんですけれども、な

かなかそういう数字って私も見たことがないの

で、例えば消費税１本とってもそのとおりで、

現実的には、全体には数値は出るんですけれど

も、属地的な数字というのはなかなか出てこな

いのではないかというふうに思っています。 

  以上です。 

○委員長  16番佐藤 明委員。 

○佐藤 明委員  最後にしますけれども、私、

一体南陽市の状況どうなっているんだかと、い

わゆるこれは発表されているからね、負担率分

かるんですよ、全体的には。南陽市の負担率、

私も全然分からなかったからね。分からないと、

こういうふうに答えざるを得ないわけですけれ

ども、やっぱり質問した人は、国のさっき言っ

た負担率を見て私に問いかけたわけだと思うん

ですけれども、やっぱりある程度知っている必

要はあるのかなというふうに思ったものですか

ら、あえてこの場で質問させていただきました。 

  南陽市で今のところいろいろ忙しいとか何と

かでできないと思うんですけれども、もし機会

あれば、やってもいいのかなと。そんなこまご

ままで出さなくても、その辺も含めて、ある一

定のほどだけは出したほうがいいのかなと私思

うんですが、最後にどうでしょう。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  南陽市だけでつかめる数値もあります

ので、どういったものを積み上げていくべきか、

今後委員の御意見も頂戴しながら考えてまいり

たいと思います。 

○委員長  ほかに質疑ございませんか。 

  ４番島津善衞門委員。 

○島津善衞門委員  歳入の54ページになります。 

  ８款の教育使用料、それで文化会館使用料

1,085万2,000円についてお尋ねしたいと思うの

ですが、よく市民の方から、文化会館てどうな

ってるのやと、幾らぐらい収入があって幾らぐ

らい年間負担してんなやというふうな話が聞こ

えます。 

  この決算書を見ると、収入が1,085万2,000円、

文化会館の歳出は管理運営費で１億1,300万円

というふうなことになっていて、差し引きする

と１億円が毎年出ていると、令和４年度につい

てはね、というふうなことだと思うんですけれ

ども。この辺、コロナ禍で令和４年はこういう

数字というということもあったと思うんですが、

これ文化会館の収入と支出についての計画とい

うのはあるんでしょうか。 

  まず、そこからお尋ねしたいと思います。 

○委員長  嶋貫憲仁みらい戦略課長。 

○みらい戦略課長  ただいまの委員の御質問に

お答えを申し上げます。 

  文化会館の収入につきましては、令和４年度、

使用料収入以外に手数料等その他の収入を含め

まして、合計で1,900万円ほどの収入となって

おります。 

  収入、支出の管理につきましては、毎年の予

算を立てまして、その中で執行をさせていただ

いているところでございます。 
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  以上でございます。 

○委員長  ４番島津善衞門委員。 

○島津善衞門委員  文化会館、非常に立派な、

ギネスに登録されてすばらしいものができた、

市民は大喜びだと、ここまではいいと思うんで

す。ただ、一方で、毎年毎年の財政負担になっ

ていることも確かなわけです。やはりこれをど

のようにして収益を上げていくかということも

大事な当局の仕事ではないのかなと。 

  そのような意味からいうと、私、平成28年の

ときに、文厚の行政視察で北海道の北斗市に行

きましたというふうなことで、北斗市の事例を

出させていただきました。 

  北斗市は、体育館系だったんですが、全ての

施設を集めて、そこに北海道内から全部合宿に

来ていただいて施設を利用していただくという

ふうな努力をなさっているというふうなことの

視察をしてきて、それを一般質問のときに、ぜ

ひ南陽も文化会館をそういう形で利活用してい

ただきたいというふうなことを申し上げたと記

憶しております。 

  やはりせっかくこれだけの設備があるわけで

すから、利用率をまず上げていただきたい。そ

の手段として、オープンのときにブラストさん

が合宿してオープニングをやってくださった。

非常に南陽市民の方々も活気があるなというふ

うに感じておったと思います。 

  やはり、この文化会館、せっかくあるわけで

すから、大学とか一般とか、あるいは県内の高

校生でもいいですけれども、文化会館の大舞台

を使って合宿して練習しませんかと、ついでに

南陽市内に宿泊しませんかというふうな形で少

し利用率を上げられないかなと。やがてその人

たちがある年齢になったとき、ああ、南陽市の

文化会館でこんな経験したっけなと、あそこに、

じゃ、行ってみっかと、将来旅行できるような

形の経済波及効果にもつながるのでないかなと

いうふうに思いますので、文化会館の利用率を

上げるというふうなことを取り組んでいただき

たいし、毎年毎年予算、支出計画しているとい

うふうなことですが、やはり年次計画のような

ものもある意味つくっていただければ大変あり

がたいと思います。 

  その辺を当局のほうに要望させていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

○委員長  要望とさせていただきます。 

  ほかに質疑ございませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  質疑がないようですので、次に移り

ます。 

  次に、第14款国庫支出金から第15款県支出金

までの56ページから73ページまでについて質疑

ございませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  次に、第16款財産収入から第21款市

債までの74ページから89ページまでについて、

質疑ございませんか。 

  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  78ページのふるさと納税寄附

金に関してお尋ねします。 

  令和４年度のふるさと納税の寄附総額が８億

1,974万2,500円と、前年と比べまして96.1％と、

残念ながらちょっと減っているようです。 

  どれだけの金がこのふるさと納税にかかって

いるかを事業報告書で見ますと、ポータルサイ

ト委託料が令和３年に比べて209.3％、それか

らふるさと納税印刷関連代行業務委託料が前年

に比べて321％、大幅に増えている。にもかか

わらず寄附金総額が減ったということで、これ

についてどのように評価しておられるかお聞き

したいと思います。 

○委員長  長沢商工観光課長。 

○商工観光課長  お答え申し上げます。 

  今、歳出のほうもあったわけでございますけ

れども、ふるさと納税のポータルサイト委託料

でございますが、令和３年度は途中から民間事
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業者のほうに委託した部分がございました。令

和４年度は１年間丸々委託している部分がござ

いますので、委託料の部分が増えてございます。 

  あと寄附金については、残念ながら委員から

あったように令和３年度と比較いたしまして減

額になってございましたけれども、南陽市のふ

るさと納税のほうの割合でいいますと、約48％

ぐらいがフルーツとなってございます。昨年度

はシャインマスカットの部分で、それだけで

5,500万円ほど減額になってしまったものです

から、令和４年度のほうの寄附額については令

和３年度と比較すると減額になっているもので

ございます。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  いろいろ事情あったわけです

けれども、山形県内の自治体のふるさと納税の

順位表がありました。それによりますと、南陽

市が市では一番低くて16位と、山形県全体36市

町村で16位ということで、市では一番低い金額

になっていたわけです。 

  今回、山形市、市長選挙ありましたけれども、

これ市長選挙、何か山形市が43億円を集めたと

いうことで、これが市長当選の大きな理由にな

っているような報道がなされていますけれども、

この辺でふるさと納税への取組方、これについ

て、ちょっと本気で考える必要があるんでない

かと、そんなふうな気がします。そんなふうに

思うんですけれども、市長、この辺に関してどの

ようにお考えかどうかお聞きしたいと思います。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  今まで本気でなかったというわけでは

ございません。 

  南陽市においては、ここ数年、ある特定のポ

ータルサイトが、ちょっと理由は分からないん

ですけれども、急激にふるさと納税の受付額が

減少するなどのことや、あるいは気象の影響が

あって様々な果樹の収穫量が減った等々の原因

もございました。 

  しかしながら、他市町村が伸びていることを

見ると、南陽市ももっと伸ばしていきたいとい

うことは思っておりまして、担当の商工観光課

においても、その辺については従来の取組でい

いということではなく、様々に新たなことを考

えて、手を打っているというふうに承知をして

おります。 

  委員からも様々なアイデアをいただいて、南

陽市のふるさと納税伸ばしていきたいと思って

おります。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  これ、南陽市についてよく言

われることですけれども、南陽市は本当にいろ

んな財産がいっぱいある。宣伝すれば宣伝でき

るものがいっぱいある。にもかかわらず、その

宣伝が下手なために、なかなかイメージアップ

につながらないというふうな評価はよく我々聞

くわけですけれども。その辺で、南陽市全体の

イメージアップ、いろいろ、市長なりにこれま

で身の丈に合ったというかそういったことで、

いろいろ身近なところからのアイデアを出しな

がらこれまで取り組んでおられているところは

評価しますけれども、何かいまいち、奥山さん

の言う世界ブランドにするというふうなところ

まで行けるかどうかは分からないんですけれど

も、何かそういった大きな一つの南陽市のイメ

ージづくりについて、何か欠けているところが

あるのがこのふるさと納税の結果に出ているん

でないかなと、私なりに今回、このふるさと納

税の去年と今年の結果を見て思ったところです

けれども、その辺に関して、市長どう思うかっ

て、今突然言ってもあれですけれども、何か南

陽市全体のイメージアップ策、そういったもの

が私なりに必要と考えるんですが、その件に関

して、市長、どうでしょうか。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  委員のおっしゃるとおりでございます。 

  常々、山形県全体が宣伝が奥ゆかしいといい
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ますか、そういったところがあるというのは従

来から指摘されていたとおりで、南陽市におい

てもそうだというふうに思っています。 

  ぜひ、どこがどう足りなくて、どのようにす

ればいいかという具体的なアイデアをいただけ

れば、我々も大変助かります。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  今、市長こっちに振られたわ

けですけれども、みらい戦略なんかを中心にし

て、一つの南陽市のこれからのアピール策とい

うかそういったものを、プロジェクトチームみ

たいな形をつくってやっていく必要があるんで

はないか。 

  振興審議会なんかでもそういった意見は出た

りするわけですけれども、何かいまいち踏み出

し切れないままで、その前で止まっているよう

な気がします。その辺で、私なりにもいろいろ

考えたいと思いますけれども、その辺で何か具

体的な一歩の踏み出しというものを、それを強

く要望しておきます。 

  以上です。 

○委員長  ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  次に、歳出について行います。 

  第１款議会費、90ページから91ページまでに

ついて、質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  次に、第２款総務費、91ページから

127ページまでについて、質疑ございませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  次に、第３款民生費、127ページか

ら149ページまでについて質疑ございませんか。 

  16番佐藤 明委員。 

○佐藤 明委員  136ページ、３款７目介護保

険について、担当課にお聞きいたします。 

  私らも時たま、介護施設訪れるわけですけれ

ども、誰か介護の職員いないかと施設に行くと

そういうふうに言われるわけですね。おそらく

ほかの議員の方々もそう言われるのではないか

と思います。いわゆる介護職員の不足、非常に

全国的に、南陽市だけでなくて全国的な問題に

なっていると、こういうことが言えるのかなと

私は思うんですけれども。この南陽市の人手不

足が実態としてあるのかないのか、まずお聞き

したいというように思います。 

○委員長  尾形久代福祉課長。 

○福祉課長  それでは、今の御質問にお答えい

たします。 

  介護の人材実態調査というのを第９期の介護

保険福祉計画に向けて、各事業所のほうに調査

をしております。各事業所の実態といたしまし

ては、介護人材不足というのは実際にございま

す。 

  以上です。 

○委員長  16番佐藤 明委員。 

○佐藤 明委員  職員不足があると、こういう

お話でありますが、何で不足しているのかなと。

これ私が言わなくても、課長はお分かりだと思

うんですけれども、やっぱり賃金が安いと。こ

れ大体施設の方が言うわけですね。非常に安い

と。だから、どうしてもやめて高いほうに行く

と、こういう傾向がやっぱりこの市内の中にも

あるんじゃないかと、こういうように私は言え

ると思います。 

  私、今言ったようなことが事実としてどうな

のか、その辺、まず確かめたいというように思

います。 

○委員長  尾形久代福祉課長。 

○福祉課長  それでは、今の御質問にお答えい

たします。 

  全国的な傾向というふうなことではそのよう

に認識しております。 

  以上です。 

○委員長  16番佐藤 明委員。 

○佐藤 明委員  全国的に、南陽市でも同じだ

と思うんですけれども、だから高いほうに行っ
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てしまうわけです。高いほうの施設に。そして

全国的には人手不足で廃業せざるを得ないと、

そういう施設も、もう出てきているわけです、

具体的にね。これは前の質問のときにも私言っ

た覚えあるんですけれども。2000年スタートの

この介護保険、来年の春、第９期ですか、始ま

るわけですけれども、やっぱりそれにむけてあ

る程度南陽市としても、やっぱり支援策を講じ

なければならないと私は思うんですね。その辺

の手立てとしてどういう方向性持っているのか、

市の考えとしてね、その辺どうですか、市長。

課長でもいいですけれども。責任者である市長

の、これは重い、意義ある質問ですから。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  なかなか市単独で対策を講じるという

ことは困難な面がございます。したがいまして、

国全体でこれは取り組むべき課題かなというふ

うに思っております。 

  介護の人手不足については、やはり全国市長

会の中でも問題になっておりますので、そうい

った面での政府の対応を求めることもございま

す。そこら辺で声を上げていく必要があるのか

なと思っております。 

○委員長  16番佐藤 明委員。 

○佐藤 明委員  市長は、単独では無理ですよ

と。やっぱり国や県ですね、そういった、改め

てその方針を見ながら対応していくというお話

でありますが、これいずれにしてもこれは不足

というのは間違いないわけですから。私は何も、

市が、市長が先頭になってやるっていうのでな

くて、やっぱり施設の関係者と一緒になってね、

やっぱり問題というのを明らかにしながら、ど

ういう手立てをしていくといいのか。それのや

り方の手法として、やっぱり支援、援助してい

くということが私は大事じゃないのかなと、こ

のように思っているわけです。 

  ですから、そういったことをやっぱり行政と

しても、担当課としてもしっかりその辺捉えて

やっていくべきではないのかなと、こう思うん

ですが、その辺どうでしょうか。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  委員おっしゃるとおりでありまして、

担当課ともども、市内の実態を、現場の実態を

しっかり把握して、それを中央に届けていくと

いうことが大事だというふうに思っております。 

○委員長  16番佐藤 明委員。 

○佐藤 明委員  やっぱり、さっきも私言った

んですけれども、賃金が安いというのは決定的

だと思うんですね。ですから、周りの状況を見

て、高いほうに移っていくというのが最近の特

徴だと思うんですよ。だから、やっぱりこうい

った方々のために、大変な思いで介護している

わけだ、介護職というのは。ですから、しっか

りしたこの対応を、行政としても支援していく

と、そのことを重ねて要望しておきます。 

  以上です。 

○委員長  ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  次に、第４款衛生費、149ページか

ら163ページまでについて質疑ございませんか。 

  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  155ページの新型コロナウイ

ルスワクチン接種体制確保事業費等についてお

尋ねします。 

  これまで何回分の接種できるワクチンが南陽

市には届いていますか。 

○委員長  嶋貫幹子ワクチン接種対策主幹。 

○ワクチン接種対策主幹（兼）観光振興主幹  

それでは、ただいまの御質問にお答えさせてい

ただきます。 

  これまでということですので、現在届いてお

りますのは７回目のワクチン接種ができるワク

チンが届いております。 

  以上でございます。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  その回数でなくて、１人に何
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回でなくて、接種回数、何万回分届いているか、

それをお聞きしたかった。これ分かるところの、

今日は令和４年度の決算ですので、もし４年度

だけの数値がありましたら、それでも結構です。 

○委員長  嶋貫幹子ワクチン接種対策主幹。 

○ワクチン接種対策主幹（兼）観光振興主幹  

ただいまの御質問にお答えさせていただきます。 

  総数の数を今ちょっと持ち合わせておりませ

んので、後ほどお答えさせていただきたいと思

います。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  これ、前にも、３月の議会だ

ったですか、聞いたことあったんですけれども、

結局何回分来て、そのうち何回分使用されて、

それで廃棄せざるを得なかったのがどのくらい

あったものかと、それを確認したかったので、

そこまでの数字、分かりましたら。できればそ

れを金額に換算するとどのくらいの金額になる

かということについて、後ほどお答えいただき

たいと思います。 

  それから、令和４年度だけの統計でもいいで

すけれども、医療機関に支払われた金額、これ

がどのぐらいになるか、それ分かりますか。 

○委員長  嶋貫幹子ワクチン接種対策主幹。 

○ワクチン接種対策主幹（兼）観光振興主幹  

ただいまの御質問にお答えさせていただきたい

と思います。 

  市内の医療機関にということでよろしかった

でしょうか。 

  市内の医療機関のほうに令和４年度に支払わ

れました金額につきましては5,855万8,115円と

なってございます。 

  以上でございます。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  どこの医療機関にどれだけ払

われたかということは、具体的に当然名前はお

聞きできないわけですけれども、ベストファイ

ブの金額、分かりましたら教えていただけます

か。 

○委員長  嶋貫幹子ワクチン接種対策主幹。 

○ワクチン接種対策主幹（兼）観光振興主幹  

金額につきましては、資料を持ちあわせており

ませんが、件数でありますと、接種した件数で

ありますと持っておりますので、そちらの回答

でもよろしいでしょうか。 

  多いところですと8,146件の接種回数で打っ

ていただいております。２番目ですと1,966件、

３番目ですと1,667件、４番目が1,516件、５番

目が1,478件となってございます。 

  以上でございます。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  １番と２番がすごい差で、２

番以降は大体同じなんですけれども、8,000と

いう、これは個人の医療機関ですか。どういう

医療機関ですか。 

○委員長  嶋貫幹子ワクチン接種対策主幹。 

○ワクチン接種対策主幹（兼）観光振興主幹  

ただいまの御質問にお答えさせていただきます。 

  １番目の医療機関につきましては、公立置賜

南陽病院で打っていただいている接種回数とな

ってございます。 

  以上でございます。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  そうすると、これ予防接種の

ときにたしか１回当たり2,700円というふうな

金額お聞きしたんですけれども、このワクチン

の場合もこの金額でよかったんですかね。 

○委員長  嶋貫幹子ワクチン接種対策主幹。 

○ワクチン接種対策主幹（兼）観光振興主幹  

１回当たりの接種費用ですけれども、新型コロ

ナワクチンの場合は2,277円となってございます。 

○委員長  すみません、ただいま審査の途中で

ありますが、ここで暫時休憩といたします。 

  再開は11時15分といたします。 

午前１１時０２分  休  憩 

─────────────────── 
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午前１１時１５分  再  開 

○委員長  再開いたします。 

  休憩前に引き続き審査を行います。 

  第４款について、質疑ございませんか。 

  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  細かいこと何でするんだとい

うふうなことなんですけれども、昨日、市長、

宮内地区の高齢者の集いに挨拶されまして、そ

の中でも９月20日から始まるコロナワクチンに

ついて、高齢者の方々に勧めておられました。 

  市長の一生懸命さ、これまで二十歳のつどい

でも、それからまた市報には３ページにわたっ

てＨＰＶワクチンについて、私のこの間、一般

質問で、このワクチンについて問題にした経緯

があります。 

  それで、その最後にその金がどういうふうな、

結局このワクチンの背後には医療業界の大きな

動きがあって、何とか収入につなげたいといっ

た、そういった動きがある。そういったふうな

ことを指摘しましたところ、市長のほうは、そ

れは具体的にどういうようなところから調べて

みる必要があるんではないかと、そういうふう

なことを最後に言われましたので、そういった

こともありまして、先ほど私、南陽市内の医療

機関にどれだけ、どういうふうな形でこのワク

チンの金が流れているかと、そういったふうな

ことを先ほどお聞きしたところでした。 

  さらに、先ほど、これからお答えいただける

と思いますけれども、どの程度の、何回分が南

陽市に来て、そして何回分が使用されて、何回

分が廃棄されたのかと。その辺についてお聞き

することで、ひとつワクチンというのが、国が

３月の会計検査院の指摘によりますと８億何回

分のものをもう買い取っていて、そしてそれを

何とか消化すべく国は一生懸命なんだと、そう

いったふうな報道がありました。そのときの私

の質問に対して、市長は、何とか無駄にしない

ように一生懸命みんな接種するように、そうい

ったふうな答えをいただいて、私もはあ、そう

いうふうになるんかなと思って、ちょっと私な

りにたまげたんですけれども。その辺もありま

して、こういった質問を今展開しているわけで

す。 

  先ほどのお答えいただけなかったところ、お

答えいただけたらお願いします。 

○委員長  嶋貫幹子ワクチン接種対策主幹。 

○ワクチン接種対策主幹（兼）観光振興主幹  

ただいまの御質問にお答えさせていただきたい

と思います。 

  ７回目、今、これから、９月20日から打つワ

クチンを除いて、これまで従来株というものか

ら二価ワクチンというものまで、小児、幼児ま

で含めてですけれども、回数で申し上げますと、

11万9,471回分のワクチンが南陽市のほうには

国のほうより供給されております。 

  そのうち廃棄されましたワクチンですけれど

も、8,498回分が廃棄されております、これま

で。 

  今回、９月20日から新しいワクチンを打ち始

めるに当たりまして、国のほうからは、今まで

のワクチンについては９月20日以降は使えなく

なるので、そちらのほうも廃棄するようにとい

うようなことで連絡が来ております。それを合

わせますと、廃棄済みのものとこれから廃棄す

る予定のもの合わせますと１万6,396回分のワ

クチンを廃棄することとしております。 

  以上でございます。 

○委員長  市長。 

○市長  委員のおっしゃりたいことは、無駄遣

いがあるのではないかということと、それから、

先ほど医療界の大きな動きという非常にもやっ

とした表現をされましたけれども、不当な利益

を得ているのではないかということではないか

というふうに推察いたします。 

  医療界の動きというのは、例えばワクチンの

製薬会社がワクチンを打たせたいがために様々
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な動きをしているのではないかと、そういった

世界的な動きがあるのではないかという意見の

存在については承知しています。 

  ただ、そういったことについては、厚生労働

審議会であるとか、そういった専門的な研究機

関で審議されるべきだというふうに思っていま

す。 

  市としましては、予防接種法に基づいて適切

に事務を執行してまいりますし、あとそれぞれ

の医療機関に幾ら入っていたとしても、それは

ルールに基づいた適正な医療の対価であると考

えておりますので、そのルールそのものがおか

しいのだとすれば、それも国で議論していただ

ければというふうに思っております。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  不当な利益とかそんなことは

言っていないので、現実がどうかということを

私もお聞きしているわけで、それがいいとか悪

いとかということは全然関係ないので、誤解な

いようにお願いします。 

  あと、非常に今回のXBB対応型のメッセンジ

ャーＲＮＡワクチンというのは、果たして本当

に効くのかどうかと。 

  この間、９月７日に厚生労働省で福島雅典教

授はじめ京都大学の教授、名誉教授はじめ、記

者会見ありました。この記者会見、非常に深刻

な記者会見でありまして、私がこの間指摘しま

した210人の死亡を厚生労働省が認定せざるを

得なくなったと。認定せざるを得ないワクチン

による健康被害が既に4,000人近くに上ってい

る。 

  この死亡者だけ見てみても、これまでの全て

の予防接種での死亡者の数を超えている数にな

っている。ところが、これに関して、マスコミ

も本気で取り上げようとしないし、医療界もタ

ブーになっている。それを何とか今ぶち破らね

ば、ちょっと大変なことになる。日本が、その

ときジャニーズと統一教会の問題も挙げておら

れたんですけれども、本当のことが言えない世

の中になっているのではないかということを非

常に危惧されておりました。私もそれに非常に

共感しまして、私なりにどういったらこれから

それをぶち破ることができるかというふうな思

いもありながら、こうしてここで議会という非

常に重要な場で私も議論をしているつもりです。 

  市長が一生懸命になられた背景、以前これワ

クチン接種率が地方交付税に影響させるという

ふうな、そういったふうな国の考え方が提示さ

れたというようなこともお聞きしたんですけれ

ども、そのこと、財政課長、その辺現実にあっ

たわけですか。 

（発言する声あり） 

○委員長  まず髙橋直昭財政課長にお答えいた

だきたいと思います。 

○財政課長  ただいまの御質問にお答え申し上

げます。 

  コロナワクチンの接種回数が普通交付税の算

定に影響するということはございません。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。簡潔にお願いい

たします。 

○髙岡亮一委員  私も今までここで、何回も繰

り返すまでもなく、非常にワクチンに対しては

危惧を持ち続けているわけでして、そしてその

ことを改めてここで確認させていただいて、質

問を終わります。ありがとうございました。 

○委員長  次に、第５款労働費、163ページか

ら164ページまでについて質疑ございませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  次に、第６款農林水産業費、164ペ

ージから185ページまでについて質疑ございま

せんか。 

  ９番片平志朗委員。 

○片平志朗委員  第６款農林水産業費の183ペ

ージ、２目林業費について、全般についてお尋

ねしたいと思います。 

  平成元年度から森林環境譲与税というものが
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創設されて、本市でも令和４年度の決算では、

その譲与税が1,355万円配分になっていますけ

れども、その前年度は、令和３年度ですね、

1,073万円ほど配分になって、年々増額されて

いるのが現状だと思いますが、その譲与税を活

用して、要するに使い道ですね、なかなか決算

では見えてこない、読めないところがあるので、

その譲与税の令和４年度でどういう使い道され

たのか。 

  それから、それを活用して様々森林の、まず

台帳整備が行われていると思いますが、その辺

の進捗状況などをお尋ねしたいと思います。 

  今日、農林課長がお休みで、代理の髙橋さん、

大変でしょうけれども、分かる範囲内で御答弁

をお願いしたいと思います。 

○委員長  髙橋路雄農林課長補佐。 

○農林課長補佐  委員のただいまの御質問にお

答えいたします。 

  令和４年度の使い道ですが、令和３年度に実

施しました航空レーザー測量と森林資源解析の

成果を活用し、令和４年、令和５年度に林地境

界及び森林境界の原案となる森林境界保全図を

今作成中でございます。その支払いが完了する

のが令和６年度というふうになっております。 

  続きまして、台帳整備でございますが、森林

台帳、林地台帳につきましては、県と共同しな

がらＧＩＳの整備が終わり、現在随時更新をし

ているという状況でございます。 

○委員長  ９番片平志朗委員。 

○片平志朗委員  ちょっと整理しておきたいん

ですけれども、森林環境譲与税というのは、こ

れは交付税並みで国が配分するということで、

もう一つ、森林環境税というものがございます

けれども、これは国民が納める税金ということ

なんでしょうけれども、今お聞きしたとおり、

ほとんどの自治体が譲与税を、交付された税を

基金のほうに回してさっぱり活用しないという

ことが問題になりました。 

  本市においては、今、髙橋課長補佐からも報

告あったとおり、その森林の整備と台帳の整備

については一生懸命進めているということが分

かりましたけれども、一方、2024年度からこの

森林環境税ということで、国民１人1,000円、

県民税に上乗せして徴収するということで、全

国では約6,200万人納税者いるわけですから、

単純計算して620億円の財源になるわけですけ

れども、これについての啓発活動というのは今

からしておかないと、来年度そういう納税の通

知もらって、これ何だべということが始まるの

で、この辺の告知というか啓発はどのように考

えていらっしゃるんでしょうか。 

○委員長  板垣幸広税務課長。 

○税務課長  ただいまの質問にお答え申し上げ

ます。 

  森林環境税につきましては、さきの臨時会に

おきまして議決いただいたところですが、条例

改正の部分でございますが、令和６年４月から

市県民税に上乗せしまして1,000円が、均等割

の部分でございますが、そこになるということ

であります。 

  国税ということでございますので、国のほう

のＰＲはこれから、今後進むものと思われます

が、市のほうでも、税務課のほうでも啓蒙活動

に向けて、今後検討してまいりたいと考えてお

ります。 

  以上であります。 

○委員長  ９番片平志朗委員。 

○片平志朗委員  もう１点、税に関することな

ので、税務課長にお尋ねしたいと思いますが、

今現在、山形県では県のみどり環境税というこ

とで、これは県民税の均等割に上乗せして

1,000円ですか、それから法人、企業に対して

も税を徴収しているわけです。この税と二重税

になるんではないかという懸念がされています

けれども、この辺の県、国からの調整方法ある

いは整合方法、そういったことはどういうよう
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にされるのか、お聞きしたいと思います。 

○委員長  板垣幸広税務課長。 

○税務課長  ただいまの御質問にお答え申し上

げます。 

  山形みどり環境税につきましては、ただいま

委員のほうからあったような形で頂いていると

ころでございますが、実際その用途につきまし

ては、県のほうでそれぞれの目的がございます

ので、山形みどり環境税と森林環境税のそれぞ

れの役割というのがあると承知しております。 

  以上でございます。 

○委員長  ９番片平志朗委員。 

○片平志朗委員  もう１点、これは要望ですけ

れども、これは今年でこの譲与税が開始されて

から５年たつわけですけれども、来年度からい

よいよその税の徴収が始まると。国で借金して、

前倒しして税金を集めないうちからこれを交付

してやらなきゃいけないという、その背景には、

詳しくは言いませんけれども、それほど切迫し

た森林整備が喫緊の課題だというふうに解釈し

ているわけですけれども、今後やっぱり早急に

この税を生かして、様々なそういった課題があ

るようなんですけれども、本市においてもどん

どん進めていただきたいと思います。 

  やっぱりひとしく国民から税金を集めるわけ

ですから、その使い道の公表もしっかりやって

いただきたいというふうに要望して質問を終了

させていただきます。 

○委員長  ほかにございませんか。 

  ８番山口正雄委員。 

○山口正雄委員  今の片平委員の質問に関連し

て、森林経営管理制度についてお伺いしたいん

ですが、令和２年から６年までの５か年計画で

一応進めるということになっておりまして、令

和２年度は所有者の意識調査をやられました。

令和３年度は先ほど答弁ありましたように航空

レーザーの計測ということで、資源や地形の分

析をされました。令和４年度も森林境界保全図

の作成ということで、今年にまたがってやると

いうことで、いよいよ６年までということで、

今の６年までの進捗状況は、計画どおり、まず

進んでいるのかどうかお伺いしたいと思います。 

○委員長  髙橋路雄農林課長補佐。 

○農林課長補佐  ただいまの質問にお答えいた

します。 

  先ほどもお答えしましたとおり、今現在、令

和４年、令和５年度と林地境界及び森林境界の

原案となる森林境界保全図を作成中でございま

す。今年度中に作成完了となっております。 

○委員長  ８番山口正雄委員。 

○山口正雄委員  進捗状況は順調ということで

判断させていただきます。 

  それで、先日の補正予算の中でも、要するに

航空レーザーというか、資源の、人工林の資源

情報解析を2,898ヘクタールにわたってやるん

だという予算を可決されましたけれども、要す

るにこれでレーザー解析というのは100％進む

というようなことでの計画でよろしいでしょう

か。 

○委員長  髙橋路雄農林課長補佐。 

○農林課長補佐  ただいまの質問にお答えいた

します。 

  当初、森林境界保全図の作成した面積が

1,953ヘクタールとなっておりました。今回補

正要求させていただいて、当初予定しておりま

せんでした団体所有の森林、例えば生産森林組

合、財産区、法人で所有している面積2,870ヘ

クタールも含めて作成したほうが、森林の一体

的な検証を進める上で効果的というふうに判断

しまして、今回９月補正で計上させていただき

ました。 

  以上でございます。 

○委員長  ８番山口正雄委員。 

○山口正雄委員  分かりました。 

  私、この森林経営管理制度を進める上で、ち

ょっと、例えば本市の森林面積は国有林あるい
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は公有林含めて、これ面積で18.5％。この森林

整備計画に書いてあるんですが、81.5％が私有

林ということになっております。その中の私有

林の中で、要するに林地台帳に上がっておる中

で、市内におられる方が約50％保有していると。

それから市外におられる方が約10％保有されて

いると。不明の方が、どなたが所有されている

かわからないというのが40％の面積あるという

ふうに書いてあります。 

  要するに、この森林経営管理制度は、要する

にそういった管理が難しいといったことに関し

ては、市が一旦委託を受けて、それを意欲のあ

る業者さんに委託するというようなことが可能

になっておりますが、要するにこの40％の中で

管理が必要だというところについて、どのよう

にこれから進められるのかということについて

お伺いしたいと思います。 

○委員長  髙橋路雄農林課長補佐。 

○農林課長補佐  ただいまの質問にお答えいた

します。 

  今後の森林整備の進め方に関しましては、現

在検討中でございますが、来年度に地域を、例

えば一つの案としましては、モデル地区を選定

して、実際に施業するのが令和７年度からとい

うように課内で検討しているところでございま

す。 

○委員長  ８番山口正雄委員。 

○山口正雄委員  今の答弁ですと、不明のとこ

ろの扱いというか対応というか、それはまだ、

これから決めるということでよろしいですか。 

○委員長  髙橋路雄農林課長補佐。 

○農林課長補佐  ただいまの質問にお答えしま

す。 

  そのとおりでございます。 

○委員長  ８番山口正雄委員。 

○山口正雄委員  分かりました。 

  今の市でもゼロ・カーボン・シティ宣言をや

られていますし、防災の観点からも、やっぱり

令和６年までにしっかり進捗させて、できるだ

け早く森林整備が実現するような形で、ぜひ進

めていただきたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

○委員長  ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  次に、第７款商工費、185ページか

ら195ページまでについて質疑ございませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  次に、第８款土木費、195ページか

ら206ページまでについて、質疑ございません

か。 

（発言する声なし） 

○委員長  次に、第９款消防費、207ページか

ら212ページまでについて、質疑ございません

か。 

（発言する声なし） 

○委員長  次に、第10款教育費、213ページか

ら252ページまでについて、質疑ございません

か。 

  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  245ページの埋蔵文化財調査

費についてお尋ねします。 

  長岡南森古墳の現況、それお聞かせいただけ

ますか。 

○委員長  山口広昭社会教育課長。 

○社会教育課長  お答え申し上げます。 

  長岡南森の部分につきましては、今年度で６

年目の調査となってございます。こちらについ

ては、かねてより古墳の可能性があるというよ

うなことで調査を進めてきたところでございま

すけれども、昨年議会の場でも若干お話ししま

したが、古墳というより特徴的な出土あるいは

形状の確認には至っていないというようなとこ

ろが昨年までの状況だったかと存じてございま

す。 

  その上で、今年度第６次の調査をさせていた

だいたところでございますけれども、新たに５
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棟の竪穴の住居でありましたり、周辺の部分で、

登頂部の周辺の部分で、昨夜堀の跡が確認され

たというようなこともございまして、現在のと

ころ、文化庁のほうとも協議しており、あるい

は県とも連絡調整しておりますが、有力な豪族

の館跡というような考え方がクローズアップさ

れております。 

  当然、稲荷森が近くにございますので、そち

らの関連性、そういったものも非常に興味があ

るというような御指導も国、県よりいただいて

おりますので、あと、一、二年をかけまして、

その部分をきちんと整理するようにというよう

なアドバイスも頂戴しているところでございま

すので、今後進展の折は随時議会の皆様方に御

報告したいと考えているところであります。 

  以上であります。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  当初、稲荷森よりもずっと大

きい古墳だということで、それの期待があった

わけですけれども、それではなくて、また別な

観点からの評価があるというふうなことで、む

しろ古墳であるよりも、さらに注目すべきであ

るというような評価ということもお聞きしたん

ですけれども、そのように考えてよろしいんで

しょうか。 

○委員長  山口広昭社会教育課長。 

○社会教育課長  お答え申し上げます。 

  歴史のことでございますので、軽々に比較論

で重要だとか様々なことは私の口からは申し上

げられるわけではございませんけれども、文化

庁の指導も今年度いただいておりますので、そ

ういう可能性は深まっているという認識でおり

ます。 

  以上であります。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  度々ここで申し上げてきまし

たけれども、北町遺跡もある、北町遺跡は、こ

れはまた特に考古学界から注目されているよう

な遺跡であるというようなことで、先ほどの私、

ふるさと納税の話に関連しまして、南陽市がひ

とつイメージアップにつなげていくのに、この

南陽市が持っている遺跡、今お話しした南森遺

跡、さらには北町遺跡、そういったことが一つ

の大きな目玉になる、なり得るのではないかと、

そういった方向で、今から準備、育てていけば

かなりのインパクトを持てる財産なのではない

かと私なりにずっと考えているんですけれども、

その辺について、市長のお考え、お聞きしたい

と思います。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  様々な可能性があると思いますので、

市長部局としては、まずはその事実関係を明ら

かにする調査、その調査費が確保できるように

埋蔵文化財の発掘、予算の確保に努めてまいり

たいと思っております。 

○委員長  ５番髙岡亮一委員。 

○髙岡亮一委員  これは、あとただ事実が明ら

かになるのを待つという、それだけでなくて、

ある程度意志を持って、こういうふうにすごく

なるんだというふうな、なってほしいというか、

そういった一つの意志を持って願いを持ちなが

ら予算をつけて、それを使っていくと。そうい

った方向性で育てていくということも非常に重

要だと思いますので、そういった観点からこの

南陽市の持っている遺跡、これを今後、南陽市

の目玉になるべく育てていく必要があると思う

ので、改めてここで強く要望しておきたいと思

います。 

  以上。 

○委員長  要望とさせていただきます。 

  ほかにございませんか。教育費。 

（発言する声なし） 

○委員長  次に、第11款災害復旧費から第14款

予備費までの252ページから256ページまでにつ

いて質疑ございませんか。 

  ６番高橋一郎委員。 
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○高橋一郎委員  ちょっと全体的なことで市長

にお伺いをしたいと思います。 

  投資的経費についてです。この主要な政策の

成果報告書で言うと106ページに投資的経費と

いうことで、令和４年度については12億6,700

万円ほど、前年と比較して40.2％の減というふ

うな、これは湯こっとの投資がなくなったとい

うことで、投資というか、工事請負等がなくな

ったということで、それは分かります。 

  一般的なことですね、市長にお伺いをしたい

というように思うんですが、いわゆる投資的経

費、義務的経費を除いて、簡単に言えば箱物と

いうのが一番分かりやすいのかなと思いますけ

れども。そのいわゆる投資に対する、公共投資

のフロー効果、いわゆる乗数効果というんです

かね、100なら100の支出に対してどのくらいの

プラスの乗数効果があるかというふうなことが、

いわゆる公共投資では言われているわけですけ

れども、その辺についての認識をまずお伺いし

たいと思います。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  昨今の公共投資、都市計画とも絡めて

様々な全国的に注目されるものがあるというふ

うに思います。それらにおいては、交通や居住、

それから企業の立地も含めて、いろいろな効果

があるというふうに思います。 

  そうした効果の高いものについては、私も一

つ一つの事柄に応じて考えていきたいというふ

うに思いまして、波はありますけれども、投資

的経費も必要な場合にはしっかりと行うという

姿勢を持っております。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  財政課長にちょっとお伺いし

ますけれども、何か本市として、例えばいわゆ

る公共事業の国で出している生産誘発効果であ

るとか、様々、乗数効果ですね、あるわけです

けれども、何かそれは本市として捉えている、

数字としてある程度捉えているというようなこ

とがあるのかどうかお伺いをしたいと思います。 

○委員長  髙橋直昭財政課長。 

○財政課長  お答えいたします。 

  公共施設等総合管理計画の中で毎年度利用者

数にあったりとか、そういったところを数字の

ほうを拾い上げまして、果たしてどのような、

この施設がどういう効果があるかというところ

は見させていただいているところであります。 

○委員長  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  私から言うまでもなく、その

ような検証をしながら次の予算に反映していく

というようなことでしょうけれども、市長は身

の丈というようなことでおっしゃっておられる

わけですけれども、ぜひその公共事業の投資効

果というものをやはり考えていただいて、普通

の予算執行だけでなくて、そのほかに、こうい

うふうに波及するのがあるんだよというふうな、

そういったことを、もちろん念頭に置いている

とは思いますけれども、またそこをしっかりと

踏まえていただいて、検証して、そして予算に

反映していただきたいなと思いますので、最後

に要望にしたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

○委員長  ほかにございませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  質疑がないようですので、質疑を終

結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の希望、ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  討論の希望がありませんので、討論

を終結いたします。 

  お諮りいたします。認第１号 令和４年度南

陽市一般会計歳入歳出決算の認定については、

原案のとおり認定すべきものと決するに御異議

ございませんか。 

  ６番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  反対の表明をさせていただき



－162－ 

たいと思うんですが、それは全体的なことでは

なくて、私が令和４年度の当初予算のときにも

反対しました。第２款の総務費の非核平和の夕

べの開催についてです。 

  これは、演劇の流れる雲よというようなもの

で公演したわけですけれども、ここで何回も申

し上げませんけれども、やはり太平洋戦争で特

攻隊での玉砕した演劇ですけれども、特攻隊を

美化するものだというふうに私は認識しており

まして、公費で支出をすることは公教育の中で

するということに関しては反対の表明をさせて

いただきました。今でも同じでございますので、

そこについては反対の表明をさせていただきた

いと思います。 

○委員長  ただいま反対の意見がありましたの

で、採決は起立により行いたいと思います。 

  認第１号 令和４年度南陽市一般会計歳入歳

出決算の認定について、原案のとおり認定すべ

きものと決するに賛成の委員の起立を求めます。 

（起立多数） 

○委員長  起立多数であります。よって、認第

１号は原案のとおり認定すべきものと決しまし

た。 

  ただいま、審査の途中でありますが、ここで

暫時休憩といたします。 

  再開は午後１時といたします。 

午前１１時５５分  休  憩 

─────────────────── 

午後 １時００分  再  開 

○委員長  再開いたします。 

  休憩前に引き続き審査を行います。 

  次に、認第２号 令和４年度南陽市国民健康

保険特別会計歳入歳出決算の認定について審査

を行います。 

  これより質疑に入ります。 

  258ページから285ページまで、及びその他附

属資料の事業勘定及び直営診療施設勘定の歳入

歳出全般について、質疑ございませんか。 

  ４番島津善衞門委員。 

○島津善衞門委員  国保に限ったことではない

んですが、どの会計にもあることなんですが、

この前、監査委員より報告あった事項の中で、

不納欠損額、それから収入未済額というふうな

報告についてのことなんですが、この件に関し

ては、納付をお願いする当局の職員の方も、ま

た納付をされてもなかなか払えない方、双方に

とって、非常に苦労なさっているというか大変

な事情がそれぞれあるんだろうなというふうに

思います。 

  それで、他の自治体の例の中で、債権管理実

務マニュアルというものを作成して、誰が職員

になってもこういう形でうちの市は対応してい

るんですよというふうな形で納める側に納得い

ただくような、そういうふうな対応をなさって

いるというふうな自治体があるようなんですが、

まず当局のほうではそういう債権管理実務マニ

ュアルというものを作成してあるのかどうか。

していないとすれば、今どんな現状なのか、そ

の辺をちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長  板垣幸広税務課長。 

○税務課長  ただいまの質問にお答え申し上げ

ます。 

  債権管理実務マニュアルでございますが、現

在、当税務課では作成してございません。 

  地方自治体の債権につきましては、公債権と

私債権があるわけでありますが、市税について

は強制徴収公債権というふうな形に分類される

ところです。その地方税法、地方自治法等の法

律等の法律に基づきながら債権管理をしている

ところでございます。 

  具体的には、徴収体制の強化であったり、あ

とはいわゆる納税相談であったり、滞納処分の

強化を行っているわけでありますが、本市にお

いては、市税等の収納対策本部会議を庁内で設

置しておりまして、こちらについては副市長が

本部長になっておりまして、債権管理をしてい
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る各関係課が委員ということで、課長がなって

いるわけでございますが、こちらの中で、未納

等の対応、どうするかですとか、収納対策、さ

らには連絡調整、情報交換等を行っているとこ

ろでございます。 

  今後につきましても、そのような形で臨んで

いるところでございます。 

  以上であります。 

○委員長  ４番島津善衞門委員。 

○島津善衞門委員  相手方との交渉する場合、

双方、やはり人対人なんですね。それでその人

の性格というものもありますし、いろんな条件

があるんだろうと思います。ぜひそういうふう

なマニュアルを作っておいたほうが双方にとっ

て楽というか冷静に物事を進められるのでない

のかなというふうに私は思うんです。 

  統括する副市長、いかがでしょうか。 

○委員長  大沼副市長。 

○副市長  お答えいたします。 

  先ほど税務課長からも話があったんですけれ

ども、基本的には公債権なのか、私債権なのか、

この二つで、まずは入口から違うと。公債権に

ついては、国税徴収法に基づいて大抵やってい

るので、実はマニュアルというのが、国でつく

ったマニュアルというと言い方悪いんですけれ

ども、国税徴収法の例というのが結構来るので、

いわゆる具体的なマニュアルについてもそうい

った勉強会みたいなの置税協なんかでやったり

して、一応前から蓄積していますので、特に、

例えば公債権でも保育料とかそういったものに

ついては別なセクション、つまりすこやか子育

て課でもらっている、つまり税務課ではやって

いない。介護保険なんかは実は税務課で徴収し

ているんですけれども、ほかの課で公債権を扱

っているというふうな場合もありますので、そ

れは先ほど税務課長の答弁のとおり、庁内に会

議をつくって、やっぱり、例えばケース検討が

必要になった場合については、そこでやるよう

にしていますので、特に公債権においてはマニ

ュアルというのは要らないのかなと思っている

んですが、実は、私債権ついては管理条例、決

めさせていただいたので、実はまだノウハウが

たまっていない部分があるので、私債権、例え

ば水道料金のように差し押さえが裁判所の力を

借りないとできないというふうな私債権の場合

は、これから、ある意味、どういうふうにして

徴収率を上げていくかというのは課題にはなる

かと思います。 

  ただ、あくまでも入口が私債権なのか公債権

なのかによって違うものですから、その辺の取

扱については慎重にしたいというふうに思って

います。 

  以上です。 

○委員長  ４番島津善衞門委員。 

○島津善衞門委員  不納欠損額そのものは非常

に年間だんだん少なくなってきている傾向で非

常に喜ばしいことなんですが、収入未済額が結

構な金額あると。これに対しても、やはりそう

いうふうな大事な市民とのやり取りというふう

なことになってくると思われますので、職員に

過度な負担がかからないように、ぜひ配慮して

いただきながら、収納率を上げていただくよう

にお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長  ほかに質疑ございませんか。 

  16番佐藤 明委員。 

○佐藤 明委員  これ国保の特別会計ですけれ

ども、基金が国保にもあると。それから、南陽

市全体として二十二、三の基金が積み立てられ

ていると。こういう状況でありますが、この審

査意見の中で見ますと、約35億とこうなってい

るわけですけれども、特に私お聞きしたいのは、

財政調整基金。令和４年度末で８億2,368万

2,000円と積み立てられておりますが、例えば

国の基準でいうと10％から15％を積み立てると、

こういう指導までいっているかどうか分かりま
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せんが、目安としてそういう状況なんだと、こ

ういうことだろうと思うんですよ。南陽市もか

つて、平成25年、26年度に大水害があって、特

に平成26年度は非常に大きな災害になったとい

うふうな状況がありますが、そういう状況の中

でこの積み立てると、いつ何どきあるか分から

ない状況があるので、そういうことも含めて大

事なんだと。 

  これ財政調整基金として、国の基準から言え

ば10％から15％になっているわけですけれども、

これからの課題として、どのように基金を積み

立てていくのかと、こういうようになろうかと

思うんですが、その辺の考え方はどうでしょう

か。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  基金を積み立てるには、やはり相応の

財政状況が必要だということで、基本的に財政

基盤の強化ということになるわけですが、一般

的には収入を増やして支出を減らすということ

が一般論であります。 

  財政調整基金については、今、委員がおっし

ゃったように一定の指標はあるわけですが、現

実的には今、多くの都市が非常に多くの財政調

整基金を積み立てることができていて、それと

いうのはそうした財政基盤が既につくられてい

るということだと思いますが、南陽市について

はそうではないと、まだそれに至ってはいない

と。その要因は様々に災害対応や、やるべき支

出があって、やるべきことをできるだけ望まし

いタイミングでやるということが現在の状況に

至っているというふうに思っています。 

  歳入を増やすほうは、例えばふるさと納税や

様々な財源を今後探っていかなければならない

と思いますが、歳出を減らすほうについては、

先ほどもありました公共施設がおそらく最も大

きい部分であります。それについては基準年度

に比べて20％減らして、人口が減少しても必要

なサービスを維持できる公共施設を維持しつつ、

その管理費もきちんと対応可能な範囲に収める

と。そのことが最も大切かなというふうに思っ

ております。 

○委員長  16番佐藤 明委員。 

○佐藤 明委員  何で私そういうふうに言うか

というと、今、全国各地、世界各地でね、モロ

ッコの大地震も、それからダムの破壊で相当の

数の方々がお亡くなりになっていると。あとハ

ワイとかギリシャのアテネの近くで山火事によ

って幼い子どもまで亡くなっていると。こうい

う痛ましい事件が世界各地、日本でもこのたび

の沖縄から始まった台風による被害が物すごく

出ていると。東北でもそのことが言えるわけで

すけれども。あるいは、温度が高くなって、35

度以上なんて連日のようにこの県内でもあった

わけだね。それで亡くなっているわけだ。 

  だから、いつ何どき災害被害が押し寄せるか

分からない、こういう状況がもはや全国だけで

なくて、この南陽市においてもかつてあったわ

けですから、そういう非常時のために使うこの

財政調整基金などをやっぱり積み増しをしてい

くと、そういうことがこれから南陽市にとって

も大事でないかなと私思うんですが、その辺ど

うでしょうか。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  おっしゃるとおりで、いざというとき

に機動的に対応するためには財政調整基金が一

定程度必要だという認識は、就任当初から持っ

ておりました。一方で、やるべきことも山積し

ていて、なかなかそういう状態に至らないとい

うのがジレンマでございまして、しかし、そう

いうふうにいざというときに対応できる財政調

整基金を積み立てることができる財政基盤をつ

くるということについては、ちょっとずつ前進

はしているのかなというふうに思っております。 

  今後、その流れを加速させる、そして強固に

する、そのために必要な対策を行ってまいりた

いと思います。 
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○委員長  16番佐藤 明委員。 

○佐藤 明委員  こんなこと言ってちょっと申

し訳ないんですが、令和４年度末で現在高が35

億あると、さっき申しましたんですけれども、

これを35億、財政調整基金も含めてですけれど

も、ほかの基金については、これ目的があって

基金を積み立てていると、こういうことですね。

これなかなか、基金は積み立てたものの、なか

なか運用できていないと、そういう基金もある

と思うんだね。ないと言えばそれまでですけれ

ども。いろいろ資料見るとそういうのもあるの

かなと。例えばそういったものを流用するとい

うのは悪い言葉ですけれども、そういうことも

あるんじゃないのかなと私思うんですが、それ

は私が間違っているかなと思うんですが、その

辺どうでしょうか。 

○委員長  髙橋直昭財政課長。 

○財政課長  お答えいたします。 

  確かに目的、特定目的の基金につきましては、

その目的外に流用することは不可能です。 

  ただ、時代の変化とともにその目的を失って

いるものも中にはありますので、そういったも

のにつきましては、今後の在り方について、し

っかりと検討した上で、例えば廃止をして会計

に取り入れるというようなことは可能かという

ふうには考えています。 

○委員長  16番佐藤 明委員。 

○佐藤 明委員  流用はできないと。目的ある

からね。やっぱりそのとおりだと思うんですよ。

しかし、残念ながら使われていない基金という

のはどうもあるような気がして分からないんで

すけれども。これあると思うのよ。私分かりま

せんから言っているんですけれども。もしあれ

ば、そういうふうな将来検討してみたいような

答弁ですけれども、必要でないものは別の基金

に繰り入れをしながら対応するというのも行政

の在り方としてあるのではないかと、このよう

に私思うんですが、そのことも含めて、これか

ら今後の基金の在り方について、最後に質問し

たいと思います。 

○委員長  白岩市長。 

○市長  目的を失っているものもあると先ほど

課長の答弁でありましたけれども、あると断定

するのは現時点では早いのかなと。その目的に

沿った基金として運用されているかどうかをき

ちんと精査して、状況状況に合った機動的な運

用の仕方については、不断の検討が必要だと思

いますので、委員のおっしゃることを参考にし

ながら運営してまいりたいと思います。 

○委員長  ほかに質疑ございませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  質疑がないようですので、質疑を終

結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の希望ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  討論の希望がありませんので、討論

を終結いたします。 

  お諮りいたします。認第２号 令和４年度南

陽市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定

については、原案のとおり認定すべきものと決

するに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長  御異議なしと認めます。よって、認

第２号は原案のとおり認定すべきものと決しま

した。 

  次に、認第３号 令和４年度南陽市財産区特

別会計歳入歳出決算の認定について審査を行い

ます。 

  これより質疑に入ります。 

  288ページから310ページまで、及びその他附

属資料の歳入歳出全般について、質疑ございま

せんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  質疑がないようですので、質疑を終

結いたします。 
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  これより討論に入ります。討論の希望ござい

ませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  討論の希望がありませんので、討論

を終結いたします。 

  お諮りいたします。認第３号 令和４年度南

陽市財産区特別会計歳入歳出決算の認定につい

ては原案のとおり認定すべきものと決するに御

異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長  御異議なしと認めます。よって、認

第３号は原案のとおり認定すべきものと決しま

した。 

  次に、認第４号 令和４年度南陽市育英事業

特別会計歳入歳出決算の認定について審査を行

います。 

  これより質疑に入ります。312ページから315

ページまで、及びその他附属資料の歳入歳出全

般について質疑ございませんか。 

（発言する声なし） 

○委員長  質疑がないようですので、質疑を終

結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の希望ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  討論の希望がありませんので、討論

を終結いたします。 

  お諮りいたします。認第４号 令和４年度南

陽市育英事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いては、原案のとおり認定すべきものと決する

に御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長  御異議なしと認めます。よって、認

第４号は原案のとおり認定すべきものと決しま

した。 

  次に、認第５号 令和４年度南陽市介護保険

特別会計歳入歳出決算の認定について審査を行

います。 

  これより質疑に入ります。318ページから339

ページまで、及びその他附属資料の歳入歳出全

般について質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  質疑がないようですので、質疑を終

結いたします。 

  これより討論に入ります。討論の希望ござい

ませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  討論の希望がありませんので、討論

を終結いたします。 

  お諮りいたします。認第５号 令和４年度南

陽市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いては、原案のとおり認定すべきものと決する

に御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長  御異議なしと認めます。よって、認

第５号は原案のとおり認定すべきものと決しま

した。 

  次に、認第６号 令和４年度南陽市後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算の認定について審

査を行います。 

  これより質疑に入ります。342ページから349

ページまで、及びその他附属資料の歳入歳出全

般について、質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  質疑がないようですので、質疑を終

結いたします。 

  これより討論に入ります。討論の希望ござい

ませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  討論の希望がありませんので、討論

を終結いたします。 

  お諮りいたします。認第６号 令和４年度南

陽市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認

定については、原案のとおり認定すべきものと

決するに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○委員長  御異議なしと認めます。よって、認

第６号は原案のとおり認定すべきものと決しま

した。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

認第７号及び 

認第８号の計２件 

○委員長  次に、認第７号 令和４年度南陽市

水道事業会計決算の認定について及び認第８号 

令和４年度南陽市下水道事業会計決算の認定に

ついての２議案について、当局の説明を求めま

す。 

  佐藤和宏上下水道課長。 

〔上下水道課長 佐藤和宏 登壇〕 

○上下水道課長  〔令和５年９月定例会 決算 

          に関する説明書により 認 

          第７号及び認第８号につい 

          て説明〕省略別冊参照。 

○委員長  初めに、認第７号 令和４年度南陽

市水道事業会計決算の認定について審査を行い

ます。 

  これより質疑に入ります。２ページから43ペ

ージまでの水道事業会計全般について、質疑ご

ざいませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  質疑がないようですので、質疑を終

結いたします。 

  これより討論に入ります。討論の希望ござい

ませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  討論の希望がありませんので、討論

を終結いたします。 

  お諮りいたします。認第７号 令和４年度南

陽市水道事業会計決算の認定については、原案

のとおり認定すべきものと決するに御異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長  御異議なしと認めます。よって、認

第７号は原案のとおり認定すべきものと決しま

した。 

  次に、認第８号 令和４年度南陽市下水道事

業会計決算の認定について審査を行います。 

  これより質疑に入ります。46ページから93ペ

ージまでの下水道事業会計全般について質疑ご

ざいませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  質疑がないようですので、質疑を終

結いたします。 

  これより討論に入ります。討論の希望ござい

ませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  討論の希望がありませんので、討論

を終結いたします。 

  お諮りいたします。認第８号 令和４年度南

陽市下水道事業会計決算の認定については、原

案のとおり認定すべきものと決するに御異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長  御異議なしと認めます。よって、認

第８号は原案のとおり認定すべきものと決しま

した。 

  以上で、本委員会に付託されました議案の審

査は終了いたしました。委員各位の御協力に対

し、深く感謝申し上げます。 

 

─────────────────── 

 

閉      会 

○委員長  これをもちまして決算特別委員会を

閉会いたします。 

  御起立お願いいたします。 

  大変御苦労さまでした。 

午後 １時３６分  閉  会 

 

       決算特別委員長 板 垣 致江子 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議 案 等 
 

（ 令 和 ５ 年 ９ 月 定 例 会 ） 


